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5. 結語

1. はじめに

患者の権利について、日本弁護土連合会は、 1971年に人権擁護大会にお

いて医療に伴う人権侵犯の絶滅に関する件（宣言）を採択し、 1980年に
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「人体実験」に関する第三者審査委員会制度の確立に関する決議を採択し

た。その後、同団体は、 1992年に患者の権利の確立に関する宜言を採択

し、 1998年に医薬品被害の防止と被害者救済のための制度の確立を求める

決議を採択した。さらに、同団体は 2003 年に人の誕生や受精卵 • 胚に関す

る先端医療・医科学研究のルール策定を求める決議を採択し、 2008年に安

全で質の高い医療を受ける権利の実現に関する宣言を採択した。これらを

踏まえて、同団体は 2011年に患者の権利に関する法律の制定を求める決

議を採択した。これらの成果を受けて、同団体は 2012年に、患者の権利に

関する法律大綱案の提言を行った。

2002年には、患者の権利に関連して、名古屋弁護士会 （現在の愛知県弁

護士会）人権擁護委員会医療部会が、医療契約書モデル案を公表した。こ

れはオランダ民法の影響を受けていた。

その他に、患者の権利宣言全国起草委員会が 1984年に患者の権利宣言

案を採択した。1989年に全国保険医団体連合会が開業医宣言を採択した。

1991年に日本生活協同組合連合会医療部会が患者の権利章典を纏め、また

同年に、患者の権利法をつくる会が患者の諸権利を定める法律案要網を採

択し、 1993年、 2001年、 2004年にその法律案要綱の改定を行い内容を発展

させた。同団体は、その法律案要綱のほかに、医療記録法要綱案、医療事

故被害防止・補償法要綱案の骨子、医療基本法要綱案世話人会案を公表し

た。1997年に NIRA（総合研究開発機構）が薬害等再発防止システムに関

する研究を報告した。

日本医師会は 1951年に医師の倫理を採択し、 1990年に「説明と同意」 に

ついての報告を纏め、 2000年に医の倫理綱領を採択した。これを受けて

2004年に医師の職業倫理指針を採択し、 2008年にその改訂版を作成し内

容を発展させた。さらに、同団体は 2010年に、「患者をめぐる法的諸問題

について一医療基本法のあり方を中心として」を纏めた。

このような動向の中で、患者の権利を含めて、 2009年に安心社会実現会

議が「安心と活力の日本へ」と題する報告書を作成し、医療の基本法を提

言した。日本病院会医療制度委員会は 2013年に、医療基本法策定に際し
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ての提言を纏めた。 2014年には、日本医師会が医療基本法の制定に向けた

具体的提言を行った。多数の団体が医療基本法に関する研究と提言を行っ

た。

1995年にイ ンフ ォームド ・コンセントの在り方に関する検討会が報告書

を作成し、これを受けて 1997年に医療法が改正され、その旨の規定が定め

られた。

その他に、患者の権利と義務に関連する諸規定は、たとえば、日本国憲

法第 13条、第 14条、第 25条、経済的・社会的及び文化的権利に関する国

際規約第 12条、健康保険法、療養担当規則、高齢者医療確保法、介護保険

法、指定介護療養型医療施設の人員・設備及び運営に関する基準、個人情

報保護法、医師法、診療情報の提供等に関する指針、感染症予防法、精神

保健福祉法、予防接種法、医薬品医療機器総合機構法、健康増進法などに

ある。

他方で、 2013年に障害者差別解消法が制定され、同法第 6条 1項に基づ

き障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針が定められた。さ

らに同法第 11条 1項に基づき、厚生労働省において医療分野における事

業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応

指針 （以下、対応指針と言う。）が定め られた（l)。対応指針においては、障

害を理由 とする不当な差別的な取扱いや合理的配慮に関する考え方が示さ

れ、 障害を理由とする不当な差別的な取扱いや合理的配慮の具体例が出さ

れている。この例示の中に障害特性に応じた対応が提案されている。たと

えば、 視覚障害（視力障害 ・視野障害）、聴覚障害、盲ろう （視覚と聴覚の

璽複障害）、肢体不自由、構音障害、失語症、高次脳機能障害、内部障害、

重症心身障害その他医療的ケアが必要な者、知的障害、発達障害、精神障

害、難病に対する対応方法である。精神障害の中に認知症がある。認知症

については行政機関において高齢福祉の分野で多く扱われているが、障害

福祉と高齢福祉の相互交流の視点から認知症の人に関する対応を充実させ

ていかねばな らない と思う 。その他に、事業者における相談体制の整備、

事業者における研修・啓発、国の行政機関における相談窓口、主務大臣に
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よる行政措置が論じられている。

本稿は、患者の権利に関する提言その他の関連する法律と障害者差別解

消法に基づ く対応指針などを比較検討し、患者の権利及び医療提供者等の

義務を障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮に関連付

けて充実させることを目的としている。

(1)厚生労働省、医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消

するための措置に関する対応指針 平成 28年 11月

(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahuku 

shi/sabetsu_kaisho/ dl/iryou_guideline.pdf) 

2. 患者の権利に関する提言

2.1 日本弁護士連合会

2.1.1 患者の権利に関する法律の制定を求める決議

患者の権利に関する法律大綱案の提言のための患者の権利に関する法律

の制定を求める決議(2)は、患者の権利が十分に保障されていない現状を指

摘する。

指摘されている理由を列挙すると 、不十分な医療提供体制により医療を

受けることが困難とな っていること、経済的理由により医療を受けること

が困難となっていること、インフォームド ・コンセ ントの原則が十分に機

能 していないこと 、通常の社会生活・私生活を維持する権利が保障されて

いないこと、 刑事収容施設に拘禁されている患者の権利が保障されていな

いことである。

これらの理由の中で、インフォ ームド ・コンセントの原則が十分に機能

していないことに関連して、高齢者、障がいのある人、子どもなどについ

て医師の説明を理解し、 意思決定するために十分な援助がないことや、通

常の社会生活・私生活を維持する権利が保障されていないことに関連し

て、精神疾患を有する患者について過大な身体拘束や自己決定権の侵害や

長期間収容する 「社会的入院」が指摘されている 。
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これらの理由などを踏まえて、患者の権利法の提案を行ったとする。こ

の骨子は、常に人間の尊厳が侵されないこと、安全で質の高い医療を平等

に受ける権利を有すること、疾病又は障がいを理由として差別されないこ

と、インフォームド・コンセント原則が十分に実践され、患者の自己決定

権が実質的に保障されること、可能な限り通常の社会生活に参加し、通常

の私生活を営む権利を有すること、国及び地方公共団体は、上記の患者の

権利を保障するための施策を実施する責務を負うことであるとする。

これらの中で、疾病又は障がいを理由として差別されないことに関連し

て、ハンセン病患者や精神病患者の差別の禁止が採り上げられている。ま

た、インフォームド・コンセント原則が十分に実践され、患者の自己決定

権が実質的に保障されることに関連して、患者の年齢や発達の程度、障が

いの有無等に応じた適切なコミュニケーション支援が採り上げられてい

る。

障害者に言及している部分は、疾病又は障がいを理由として差別されな

いこと、インフォームド・コンセント原則が十分に実践され、患者の自己

決定権が実質的に保障されること、可能な限り通常の社会生活に参加し、

通常の私生活を営む権利を有することである。

これらの部分から、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止及び合理

的配慮を読み取ることができる。しかしさらに、これらの部分を対応指針

における障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の観点

から具体化すべきである。

(2) 日本弁護士連合会、患者の権利に関する法律の制定を求める決議、 2011年 10月

7日

(https: / /www. nichibenren. or. jp/activity/document/civil_liberties/year/2011/ 

2011_2.html) 

2. 1.2 患者の権利に関する法律大綱案の提言

患者の権利に関する法律大綱案の提言(3)は前文を踏まえ、医療における

基本権である人間の尊厳の不可侵、最高水準の健康を享受する権利、疾病
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又は障がいによる差別を受けない権利、 最善の医療を受ける権利、安全な

医療を受ける権利、平等な医療を受ける権利、知る権利、自 己決定権、プ

ライバシーの権利、 学習権、医療に参加する権利、 通常の社会生活や私生

活を保障される権利、人対象研究における被験者の権利、国・地方公共団

体の基本的責務、医療従事者の基本的責務を定めている。

これらの権利に関する趣旨・解説の中で障害者に言及しているものは、

疾病又は障がいによる差別を受けない権利、通常の社会生活や私生活を保

障される権利である。その他の権利も障害者に適用されることは当然であ

る。

患者の権利各則の中に位置づけられる医療における情報に関する権利で

ある医療情報にアクセスする権利、患者の個人情報保護、医療記録の開示

請求、診療に関して説明を受ける権利、セカンド・オピニオンを受ける権

利を定めている。

これらの権利に関する趣旨・解説の中で障害者に言及しているものはな

いが、障害者に適用されることは当然である。

また、患者の自己決定権、判断能力が欠ける患者、自己の意思を表明で

きない緊急時に実施すべき医療への同意、医療機関の選択及び変更を定め

ている。

これらの権利に関する趣旨・解説の中で障害者に言及しているものは患

者の自己決定権に関する規定であり、精神障害者の身近な援助者の付き添

いや国 ・地方公共団体による障害の状態に応じた援助ができる者の育成と

これらの利用を保障する制度の整備が指摘されている。判断能力が欠ける

患者に関する規定は趣旨 ・解説の中で障害者に言及していないが直接関わ

るものである。その他の権利も障害者に適用されることは当然である。

さらに、医療を受ける子どもの権利である親に付き添われる権利、 療養

中の活動に対する子どもの権利、療養中の教育に対する子どもの権利、子

どもである患者の意見表明権・ 自己決定権を定めている。

これらの権利に関する趣旨・解説の中で障害者に言及しているものはな

いが、障害者に適用されることは当然である。
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不当な拘束などの虐待を受けない権利としての患者の虐待禁止、患者の

自由制限措置も定めている。

これらの権利に関する趣旨・解説の中で障害者に言及しているものは、

患者の自由制限措慣に関する規定である。たとえば、精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律と心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の

医療及び観察等に関する法律である。その他の権利も障害者に適用される

ことは当然である。

医療事故の被害の救済を求める権利としての医療事故の被害救済を求め

る権利と医療事故調査を求める権利を定めている。

これらの権利に関する趣旨・解説の中で障害者に言及しているものはな

いが、障害者に適用されることは当然である。

最後に、権利擁護のための手続としての患者の権利を尊重するための手

続、患者の権利審査会を定めている。

これらの権利に関する趣旨・解説の中で障害者に言及しているものはな

いが、障害者に適用されることは当然である。

(3)日本弁護士連合会、患者の権利に関する法律大綱案の提言、2012年9月14日、

10頁以下。

(https: //www. nichibenren. or. jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opm1on_ 

120914_2.pdf) 

2.1.3 医療同意能力がない者の医療同意代行に関する法律大綱の提言

認知症高齢者の場合も甚祖酌している医療同意能力がない者の医療同意代

行に関する法律大綱の提言(4)は、第 1目的で同意する能力を欠く成年者が

医療行為を適切に受けるための同意の代行及びこれに必要な事項を定める

とする。

同意能力については第 2同意能力の定義を定め、自己の状態並びに当該

医的侵襲の性質、意義、内容及び効果並びに当該医的侵襲に伴う危険性の

程度につき認識し得る能力とする。

第3同意代行者は、本人が同意能力を欠く場合における同意代行者の権
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限、意思能力がある本人による同意代行者の選任、本人が同意代行者を選

任していない場合などにおける同意代行者の順位などを定める。

第4同意権の内容は、本人の健康状態又は疾病等の診断に必要な医的侵

襲を伴う検査及び疾病予防のための医療行為並びに本人の治療に必要な医

療行為に限定すること、本人に死亡のおそれ又は重大かつ長期に及ぶ障害

の発生する相当のおそれがある医療行為につき同意をする場合における医

療同意審査会の許可、この医療行為以外に同意の可否につき判断すること

が困難である場合における医療同意審査会の求意見について定める。

このような第 2同意能力、第 3同意代行者、第 4同意権の内容に関する

諸規定から判断する限り、自已の状態並びに当該医的侵襲の性質、意義、

内容及び効果並びに当該医的侵襲に伴う危険性の程度につき認識し得る能

力に関連して、本人や同意代行者に対してどの程度の情報提供をすべきな

のか、どのような方法で情報提供をすべきなのかを明らかにすべきであ

る。この場合に障害者が関わる場合は、対応指針との関連性があると判断

できる。

また、比較的軽微で同意が容易にできる医療行為については同意代行者

が同意できるが、本人に死亡のおそれ又は璽大かつ長期に及ぶ障害の発生

する相当のおそれがある医療行為と、この医療行為以外に同意の可否につ

き判断することが困難である場合については、医療同意審査会の役割が大

きくなることが明らかである。

第5医療同意審査会は、本人に死亡のおそれ又は重大かつ長期に及ぶ障

害の発生する相当のおそれがある医療行為と、この医療行為以外に同意の

可否につき判断することが困難である場合に関する市町村の医療同意審査

会と、不服審査機関としての都道府県医療同意審査会に関することと、医

療同意審査会の委員が医療に関し学識経験を有する者・法律に関し学識経

験を有する者及びその他の学識経験を有する者であることを定めている。

第6審査の案件の取扱いは、医療同意審査会と都道府県医療同意審査会

の委員の人数、医療に関し学識経験を有する者・法律に関し学識経験を有

する者及びその他の学識経験を有する者の人数を定める。
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第 7不服申立ては、医療同意審査会の決定に不服の場合における都道府

県医療同意審査会への再審査請求と、都道府県医療同意審査会の決定に不

服の場合における家庭裁判所への不服申立てを定める。

このような第 5医療同意審査会、 第 6審査の案件の取扱い、 第 7不服申

立ての内容に関する諸規定から判断する限り、医療に関し学識経験を有す

る者・ 法律に関し学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者を

選択する基準と合議体の合議の決定方法を明 らかにしておくべきである。

第8同意代行者は、医師又は医療機関による同意代行者に対する資格の

有無を証する 資料の提出に関する規定である。

第9同意拒否 ・同意欠如の場合は、同意代行者が正当な理由なく同意し

ないとき又は同意代行者の同意が得ら れないときにおける当該医師又は医

療機関による家庭裁判所に対する同意に代わる許可に関する規定である。

第 10政令への委任は、医療同意審査会及び都道府県医療同意審査会に

関し必要な事項についての政令への委任に関する規定である。

(4) 日本弁護士連合会、 医療同意能力がない者の医療同意代行に関する法律大綱の

提言、 2011年12月 15日、11頁以下。

(http://www.nichibenren.or.jp/library /ja/ opinion/report/ data/111215_6.pdf) 

2. 1.4 成年後見制度に関する改善提言

成年後見制度に関する改善提言(5)によれば、医療同意と後見人の職務に

関連して、判断能力を喪失した者のための第三者の医療同意に関する法の

整備を求めている。第三者は成年後見人と、死亡の恐れや重大かつ長期に

及ぶ障害の発生するおそれのある 医療行為についての別途の機関である。

後者は別途の機関による許可事項とする。詳細な法整備案が必要である。

成年後見制度全般について認知症や障害のある人の自己決定権の実現の

ために「成年後見制度」から「意思決定支援制度」へと題する報告書(6)が公

表され、 「成年後見制度利用促進基本計画の案」に盛り込むべき事項に対す

る意見書などが提出された。

(5)日本弁護士連合会、成年後見制度に関する改善提言、 2005年5月6日、 5頁。
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(http:/ /www.nichibenren.or.jp/library /ja/ opinion/ report/ data/2005 _31.pdf) 

(6)日本弁護士連合会、「成年後見制度」から「意思決定支援制度Jへ～認知症や障害

のある人の自己決定権の実現を目指して～、2015年 10月1日

(https: / /www. nichibenren. or. jp/library/ja/jfba_info/organization/data/58th_ 

keynote_report2_1.pdf) 

2.2 日本医師会

2.2.1 医療基本法の制定に向けた具体的提言 （最終報告）

医療基本法 （仮称）案(7)は、第 1章総則における第 3条において基本理

念を定めている。医療の理念の重要な点は、人間の尊厳と生命の尊重を旨

とし個人の人権に配慮すること、医療を提供する者と医療を受ける者との

相互の信頼関係に基づくこと、すべての人が平等に機会を享受できるこ

と、患者本位に行われることである。

これらの理念は、認知症の人や障害者にとって具体的にどのように現れ

るのかを明らかにする必要がある。

第6条において医療提供者の責務の重要な点は、患者の利益を優先しそ

の意思決定を尊重すること、患者及び国民の権利と利益を擁護することで

ある。

第7条において医療提供施設の責務の重要な点は、良質かつ適切な医療

を提供するための措置を講じる ことである。

第 3章医療提供者等の権利 と義務における第 12条の重要な点は、 十分

な説明を行い患者の理解と同意を得ることである。

第 14条の重要な点は、患者のために医療水準に応じた適切な医療を提

供すること、患者が希望する医療である。第 15条の重要な点は、合理的な

判断に基づき適切な医療を実施することである。

第 17条の重要な点は、医療の安全を確保し良質かつ適切な医療を提供

するため当該施設の管理をすることである。

これらの諸規定において、認知症の人や障害者にと って具体的にどのよ

うに現れるのかを明らかにする必要がある。

第4章患者の権利と義務における第 18条の重要な点は、医療提供者か
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らの十分な説明を受けたうえで自ら主体的に判断し決定すること 、医療提

供者もしくは他の医療提供者からの助言 ・意見を求めることができること

である。

第 19条の重要な点は、自らの健康状態 ・治療内容等について医療提供者

から理解しやすい方法で十分な説明を受けることができること、自らが受

けた医療に関して作成された診療記録等の開示を受けることができること

である。

これらの諸規定において、患者である認知症の人や障害者が自らの権利

を実現するためにどのような配慮を受けることができるのかを明らかにす

る必要がある。

(7)日本医師会・医事法関係検討委員会、 医療基本法の制定に向けた具体的提言（最

終報告）、平成 26年 3月、15頁以下。

(http:/ I dl.med.or.jp/ dl-med/teireikaiken/20140409 _5.pdf) 

2.2.2 医療基本法（仮称）にもとづく医事法制の整備

医療基本法の制定に向けた具体的提言 （最終報告）について、現行法令

との薗甑や不整合を見出す検討を行う際に九つの論点から行ったとす

る(8)。

この論点とは、①医療の不確実性、 ②計画体系の明示、 ③ 「介護」を医

療基本法の対象に含めるか、 ④尊厳死、延命治療、生殖補助医療、⑤医師、

医療提供者の権利に関する規定のしかた、 ⑥応招義務、 ⑦医療事故への対

応、異状死体届出義務、 ⑧ （患者の権利の具体的内容として） 苦情調査申

立権、 ⑨ （患者の権利の具体的内容として）医療政策決定過程への参加で

あるとする。

検討の結果として出された改定案は、前文と、第 2条①の最後に「生殖

補助技術や遺伝子を扱う医術を含む。」という文章を追加したことである。

九つの論点に関する評価を指摘しておくならば、 ①医療の不確実性は前

文の中に挿入したとする。すなわち、「患者ごとに疾病の態様や患者自身

が有する素因、体質、環境が異なること などを受けて、その結果の確実性
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が一定であるとは保障されないという性質も有する」という文章に、その

趣旨が出ている。

②計画体系の明示は、提言第 4条、第 5条、第 9条で十分であるとする。

③「介護」を医療基本法の対象に含めるかは、医療基本法に含めないと

する。

④尊厳死、延命治療、生殖補助医療について、生殖補助医療は前述した

とおりである。その他は規定済みとする。

⑤医師、医療提供者の権利に関する規定のしかたは、提言第 15条で十分

であるとする。

⑥応招義務は提言第 3条においてすでに定められており扱わないとす

る。⑦医療事故への対応、異状死体届出義務は、提言第 7条との関連性を

述べるだけで十分であるとする。

⑧ （患者の権利の具体的内容として）苦情調査申立権は、提言第 19条で

十分であるとする。

⑨ （患者の権利の具体的内容として）医療政策決定過程への参加につい

ては、提言第 3条、第 4条、第 11条で十分であるとする。

その他に、医療基本法の裁判規範性については裁判規範性を持たないよ

うに前文の中で述べるとする。経済体制条文化、医師の計画配置、医療連

携、医療保険制度の確立については、コメントがない。

また、条文の文末の義務規定や権利規定を弱めて、努力義務規定にした

ほうが良いとする提案がある。この点は異論があり得るであろう。

(8) 日本医師会・医事法関係検討委員会、医療基本法（仮称）にもとづく医事法制の

整備について、平成 28年6月、 2頁以下。

(http://dl.med.or.jp/ dl-med/teireikaiken/20160713_2.pdf) 

2.3 全日本病院協会

医療基本法の制定に向けた経緯を述べたうえで、全日本病院協会が策定

した趣旨を述べている （9)。医療基本法の出発点を医療のあり方に求めつ

つ、権利・義務の関係ではなく信頼の創造を強調している。また、医療提
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供者の改善を指摘しつつ、医療提供者の努力の限界も述べている。しか

し、権利・義務の関係ではなく信頼の創造という発想には異論があり得る。

権利・義務の関係と信頼関係は両立できるものである。

総則第 1条（目的）は、憲法 25条の理念と医療提供者と患者等の信頼関

係に基づいた医療の実現は、正当な指摘である。

第2条（基本理念）において、医療を提供する者と医療を受ける者との

信頼関係を指摘しつつ、人間の尊厳と生命の尊重と個人の人権の配慮に言

及することは、前述した権利・義務の関係と信頼関係は両立できることを

意味している。その他に、医療の意義と医療に関する施策の意義に言及し

ている。

第 3条（医療の概念）は、医療、医療提供者、患者、利用者に関する概

念を説明している。第 4条（国及び地方公共団体の責務）は、国民及び住

民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を目的とした

ものである。

第 5条（医療提供者の責務）は、医療提供者に良質かつ適切な医療を行

う義務を認めている。五つの責務を定めているが、前述したような 「関係

者との信頼関係の構築」が含まれている。また、「良質かつ適切な医療を行

うよう努める」と書かれているが、最初の本文で 「良質かつ適切な医療を

行わなければならない」と書かれているので、努力義務ではなく法的義務

という理解で良いと思う。

第6条（国民や患者の責務）は、医療施策に関する相応の負担と適切な

受療に関する努力義務を定める。第 7条（必要な施策）は、国と地方公共

団体の政策を列挙している。

その他に、第 5条の医療提供者の責務と第 6条の国民や患者の責務に関

する補足説明が図表化されている。

医療提供者の責務としては、①自己の健康管理、啓発、研鑽に心がける、

②患者や業務の異常に早く気づき、対処する、③定期的に自己評価•第三

者評価をする（組織と個人）、④相談、協力、連携できる同僚や医療機関を

持つ、⑤異常に気づいたら原因を究明し、改善する、⑥患者の状態に適応
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した医療を行う、⑦患者や家族にわかり易い説明を心がける、⑧診断・治

療の方針と経過をはっきり伝える、⑨患者の気持ちゃ話しを理解しようと

努力する、⑩患者や家族の希望に応える努力をする、である。

これらに対応させて、国民や患者の責務として、①健康増進、維持ある

いは回復に心がける、②不調、異常に早く気づく、③定期的に健康診査を

する、④かかりつけ医を持つ、⑤異常に気づいたらかかりつけ医に相談す

る、⑥機能に応じた医療機関を受診する、⑦医療機関では、既往、経過、

現症、家族歴等を正直に話す、⑧希望をはっきり伝える、⑨医療者の話し

を理解しようと努力する、⑩検査、治療に協力する、である。

このような医療提供者の責務と国民や患者の責務を対応させる方法は理

解しやすい。医療提供者の責務や国民や患者の責務には、医療提供者と患

者が互いに向き合う以前からの責務が指摘されており意義がある。

(9)全日本病院協会、病院のあり方に関する報告書 (2015年ー2016年版）、2016年 7

月、 80頁以下。

(https://www.ajha.or.jp/voice/pdf/arikata/20l5_20l6_arikata.pdf) 

2.4 患者の権利法をつくる会

患者の権利法をつくる会世話人会が与えられる医療から参加する医療を

理念として医療基本法要綱案(10)を策定した。

前文は、患者の自己決定権の尊重を含めた最善かつ安全な医療をすべて

の人が必要な時に受けられる医療制度を確立することが重要であることを

指摘し、すべての医療関係諸法規の整理・整備をはかるための基本法が必

要であるとする。

基本法は、総則、患者の権利及び責務、基本的施策と国及び地方公共団

体の責務、医療施設の開設者及び医療従事者の責務、医療に関するその他

の関係者の責務及び関係諸団体の役割、附則からなる。

総則の目的において、基本的人権としての患者の権利と日本国憲法に定

める生存権及び幸福追求権が明確に挙げられている。ここから基本法が人

権論の視角から捉えられていることが分かる。
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この趣旨は総則の医療の基本理念に現れている。医療を生命の尊重と個

人の尊厳に結び付け、医療を患者が肉体的、精神的かつ社会的に良好な状

態にあることとする。医療を社会的に良好な状態を含む広い概念として捉

えている。患者と医療従事者との相互理解と信頼においても総則の目的の

趣旨が現れていると理解できる。医療の高度の公共性も同様である。

総則の医療における基本的人権において、医療の受ける場合の一般的な

差別の禁止と、特に病気や障害を理由にした差別の禁止を定める。障害を

理由にした差別の禁止については、障害者差別解消法が制定された。この

観点から医療における基本的人権を捉えなおす必要がある。なぜなら単に

不利益な取扱いを受けないことだけではなく、合理的配慮の不提供もある

からである。

その他に、総則の医療における基本的人権では、医療を受けるか否かに

関する同意または拒否権、医療政策の立案から医療提供の現場に至るまで

の参加権、選択のための医療情報の提供と学習権について定める。いずれ

も重要な人権である。

総則の国及び地方公共団体の基本的責務において、この医療の基本的人

権を保障する義務を国及び地方公共団体に課している。この実現のために

関係法令の制定又は改廃と必要な財政上の措置を課している。また、総則

の医療従事者の権限と責務において、この医療の基本的人権を擁護する権

限と責務を医療従事者に認めている。

総則の国民の責務では、医療の適正利用に関する責務と健康増進に関す

る努力義務を国民に課している。病気や障害をこの努力義務違反の結果と

して捉えないことは、前述した差別の禁止に関連する。この観点は、障害

者差別解消法の解釈にとっても重要である。

このような医療における基本的人権において、障害者の人権に言及され

ていたことが分かる。より具体的な形で障害者の権利を明らかにしておか

ねばならない。このために障害者差別解消法を参照しておく必要がある。

この文脈からも総則の次に来る患者の権利及び責務を考察することができ

る。
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患者の権利及び責務における個人の尊重に関連して、自己の道徳的及び

文化的価値観並びに宗教的及び思想的信条を尊重される権利、最善かつ安

全な医療を受け可能な限り社会生活に参加し私生活を営む権利を患者の権

利として定める。

患者の中の子どもについて特別規定を置き、療養中であっても教育を受

ける権利、その年齢に相応しい遊び並びにレクリエーション的活動を行う

権利、文化的活動に参加する権利を定める。この規定を置いた趣旨は、憲

法第 26条、子どもの権利条約第 28条 1項及び第 31条、日本弁護士連合会

の患者の権利に関する法律大綱案における 「2-3-2 療養中の活動に対す

る子どもの権利」と「2-3-3 療養中の教育に対する子どもの権利」、前述

した病気や障害を理由にした差別の禁止規定を受けたものであるとする。

この場合においても、病気や障害を理由にした差別の禁止規定の影響を受

けている。この点から障害者差別解消法と文部科学省の対応指針(II)を参

考にすることができる。

患者の権利及び責務における自己清報に関する権利に関連して、プライ

バシーを保護するために、診療過程において医療施設の開設者及び医療従

事者が取得した 自己の個人情報を保護され、法律に定める場合を除き事前

の同意なしで第三者に開示されない権利、医療施設の管理者の保有する自

己の医療記録（カルテ等）の閲覧及び写しの交付を求める権利を患者の権

利として定める。この規定を置いた趣旨は、全ての医療機関に適用される

医療分野に特化した個人情報保護法を制定し、医療記録の開示を整備する

ためであるとする。医療記録開示請求権については、障害者差別解消法が

関連すると言ってよい。

患者の権利及び責務における知る権利に関連して、医療従事者から現症

状とその原因、行おうとする治療の方法及び内容、当該治療方法を採用す

る理由、それによる危険性の程度、それを行った場合の改善の見込み、当

該治療行為をしない場合の予後、選択しうる他の治療方法があればその内

容と利害得失、 予後、担当する医療従事者の氏名、資格、臨床経験、自己

に対してなされた治療、検査の結果などにつき、十分に理解できるまで説
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明と報告を受ける権利と、自己に対する医療行為に関し同一医療施設の別

の医療従事者あるいは他の医療施設の医療従事者からの意見を求める権利

を患者の権利として定める。これらの十分に理解できるまで説明と報告を

受ける権利と意見を求める権利を行使する際に、障害者差別解消法が意義

を持つ。

患者の権利及び責務における自己決定権（インフォームド・コンセント）

に関連して、医療従事者の誠意ある説明、助言、協力、指導などを得たう

えで、自由な意思にもとづき、診療、検査、投薬、手術その他の医療行為

に同意し、 選択し、あるいはそれを拒否する権利を患者の権利として定め

る。この権利内容の説明、助言、協力、指導などを得たうえで、自由な意

思にもとづき、診療、検査、投薬、手術その他の医療行為に同意し、選択

し、あるいはそれを拒否する場合に、障害者差別解消法が意義を持つ。

これに伴い、患者が疾病・未成熟等を原因として医療行為に関する説明、

報告を理解し、同意 ・選択・拒否する能力が欠如している場合における患

者の代理人に関する規定がある。 この原因は、成年後見人や任意後見人に

医療同意権がないことにある。患者の代理人を必要とする場合は、幼児、

高度の精神疾患や認知症の患者、遷延性意識障害の患者 （植物状態）の場

合であるとする。これらの場合の患者の代理人は、家族や医療関係者等の

申立に基づいた裁判所による個別的な同意代行者とするものである。

患者の権利及び責務における不当な拘束などの虐待を受けない権利に関

連して、不当な身体拘束などの虐待を受けない権利を患者の権利として定

め、適正手続きに基づく場合にその権利の制限を認めている。これらは、

精神病患者や認知症患者、感染症患者等に対して不当・違法な拘束などの

虐待を念頭に置いた医療分野の特別規定である。この場合は、先行してき

た障害者虐待の防止・障害者の養護者に対する支援等に関する法律、高齢

者虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、 児童虐待の

防止等に関する法律の場合と比較しながら論じると適用場面を考察するこ

とができる。

患者の権利及び責務における臨床試験における権利に関連して、臨床試
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験に参加しない権利を患者の権利として定め、患者が臨床試験に参加する

場合の書面による十分な説明及び書面による同意と同意の撤回について定

める。書面による十分な説明及び書面による同意と同意の撤回の部分につ

いては、障害者差別解消法が意義を持つ。

患者の権利及び責務における医療被害の救済を受ける権利に関連して、

患者本人・家族 ・相続人が迅速かつ適切な救済を受ける権利を持つことを

定める。また、患者の権利及び責務における苦情の解決を求める権利に関

連して、自分の権利が侵害されあるいは尊重されていないと感じた場合

に、当該医療施設の開設者に対して苦情を申し立て迅速かつ適切な調査及

び解決を求める権利を患者の権利として定める。これらの二つの権利は別

なものとして定められているが、重なり 合うのではないかと 思う 。

患者の権利及び責務における患者の責務に関連して、医療従事者と協力

して最善 •安全かつ効率的な医療が実現する努力義務を定める 。 これは、

前述した総則の国民の責務に関連する。

患者の権利及び責務の次に定められているのが、基本的施策と国及び地

方公共団体の責務である。これは患者の権利及び責務を実現する側面を有

している。

甚本的施策と国及び地方公共団体の責務における医療保障制度の整備に

関連して、 最善かつ安全な医療のために医療保障制度を整備することが求

められている。この規定を受けて、 基本的施策と国及び地方公共団体の責

務における医療供給体制の整備がある。すなわち、必要かつ十分な医療施

設等の人的 ・物的体制の整備、医療水準の確保のために適切な措置、必要

かつ十分な医療従事者の養成及び確保である。これらの二つの規定を受け

て、基本的施策と国及び地方公共団体の責務における療養環境の整備があ

る。すなわち、 医療と介護との連続性への十分な配慮、患者の療養生活及

び家族による療養生活の協力のための労働法制上の配慮を含む療養環境の

整備である。これらの三つの規定を受けて、基本的施策と国及び地方公共

団体の責務における医療計画がある。すなわち、国による医療基本計画を

定め公表する こと、都道府県による地域医療計画を定め公表すること、国
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及び都道府県による医療の地域格差を解消し均てん化を実現するための相

互の協議、国及び都道府県による患者団体、医療施設団体、医療従事者団

体等関係者の意見が十分反映されるための適切な措置である。患者団体の

意見の反映の際に、障害者差別解消法が意義を持つ。

基本的施策と国及び地方公共団体の責務における医療安全の確保に関連

して、国及び都道府県による医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、

意識の啓発そのほか医療安全確保のために必要な措置、国による医療事故

調査のための第三者機関を設置するなど必要な措置が定められている。こ

の規定に関連するのが基本的施策と国及び地方公共団体の責務における医

薬品及び医療機器に関する国の責務である。すなわち、国による医薬品及

び医療機器の安全性及び有効性の十分な配慮と適正に使用される必要な措

置、国による患者に必要な医薬品及び医療機器の供給状況に関して必要な

情報を収集し安定供給が途絶えないための必要な措置である。

基本的施策と国及び地方公共団体の責務における医療に関する情報の提

供に関連して、国及び都道府県による患者が医療施設の選択に関しで必要

な情報を得られる適切な措置が定められている。必要な情報を得られる適

切な措置に関しては、障害者差別解消法が関連する。

基本的施策と国及び地方公共団体の責務における医療技術等の向上に関

連して、国による医療に関する研究及び技術の開発並びに医療技術に関す

る評価方法の開発の推進、臨床研究（疫学的研究等の非介入的研究を含む）

に関する実施要件及び必要な手続の法制化が定められている。

基本的施策と国及び地方公共団体の責務における医療政策決定過程にお

ける民主性及び透明性の確保に関連して、患者の意見の施策への反映、当

該施策の策定過程の民主性及び透明性を確保するための制度を整備する等

必要な施策が定められている。患者の意見の施策への反映と当該施策の策

定過程の民主性及び透明性に関して、障害者差別解消法が意義を有する。

基本的施策と国及び地方公共団体の責務における患者の権利擁護に関連

して、国及び地方自治体による学校教育を含め必要な措置、地方自治体に

よる患者の苦情の受け付け、医療提供者との対話の促進を含め、苦情が迅
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速かつ適切に解決するよう援助する機関を設置するなど必要な措置が定め

られている。これらの場合において、障害者差別解消法が関連すると 言っ

てよい。

基本的施策 と国及び地方公共団体の責務における患者団体等の活動の促

進に関連して、患者団体等の健全かつ自律的な活動を促進するための基本

方針の制定と必要な措置の実施が定められている。

医療施設の開設者及び医療従事者の責務における医療施設の開設者及び

医療従事者の基本的責務に関連して、医療施設の開設者及び医療従事者に

よる患者の権利を尊重・擁護し、誠実に最善かつ安全な医療の提供、医療

施設の開設者による当該施設内に患者の権利を公示する等その権利擁護の

ために必要な措置、医療施設の開設者による雇用する医療従事者の労働者

としての権利の侵害の禁止、医療従事者による基本的人権の擁護が定めら

れている。これらの場合には、障害者差別解消法が関連する。

医療施設の開設者及び医療従事者の責務における医療安全の確保に関連

して、医療の安全を確保するための指針の策定、医療従事者に対する研修

の実施その他の当該医療施設における医療の安全を確保するための措置が

定められている。これは患者の生命・健康を侵害する医療事故を回避する

ことを目的としている。

医療施設の開設者及び医療従事者の責務における医療に関する情報の提

供に関連して、医療施設の開設者による患者が医療施設の選択を適切に行

うことを目的として、当該医療施設が提供する医療について正確かつ適切

な情報の提供、患者またはその家族からの相談に適切に応ずることが定め

られている。この場合には、障害者差別解消法が関連する。

医療施設の開設者及び医療従事者の責務における結果報告義務に関連し

て、患者の求めに応じて診療経過及び結果を報告すること、死亡した患者

の相続人が患者の診療経過及び結果の報告を求めた場合に、医療施設の開

設者が患者の生前の明示の意思表示に反しない限り、この結果を報告する

ことが定められている。患者に対する報告の場合に、障害者差別解消法が

関連する。
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医療施設の開設者及び医療従事者の責務における誠実対応義務に関連し

て、医療施設の開設者および医療従事者による医療行為によって患者に被

害が生じた場合における医療被害の原因の究明と再発防止の措置、患者・

家族・遺族に対する責任の有無を明らかにした十分な説明が定められてい

る。この十分な説明については、障害者差別解消法が意義を有する。

医療施設の開設者及び医療従事者の責務における患者の苦情の解決に関

連して、医療施設の開設者による当該施設に対する患者の苦情を解決する

ための適切な措置が定められている。この適切な措置については、苦情を

受け付ける手続きの整備、苦情の内容を調査検討する部署の設置、患者へ

の結果報告・情報提供等が挙げられている。患者への結果報告・情報提供

については、障害者差別解消法が意義を有する。

医療に関するその他の関係者の責務及び関係諸団体の役割における医療

施設団体及び医療従事者団体の役割に関連して、医療施設の開設者及び医

療従事者の責務を果たすために遵守すべき倫理指針の作成の支援、医療政

策に対する意見の表明等、医療の基本理念の実現、患者の権利を擁護する

ための健全かつ自主的な活動が定められている。

医療に関するその他の関係者の責務及び関係諸団体の役割における保険

者の責務に関連して、適切な医療費の支払い、医療費支払にかかる医療の

評価、医療費の支払いについての情報の開示が定められている。この情報

の開示においては、障害者差別解消法が意義を有する。

医療に関するその他の関係者の責務及び関係諸団体の役割における事業

者の責務に関連して、適切な医薬品等の供給、有効性・有用性を欠いた医

薬品等の供給の禁止、供給する医薬品等の安全性を確認するための情報収

集、安全性に疑問が生じた場合における製造・輸入・販売の中止等、医療

関係者及び患者等、医薬品等を利用する者に対する適正な使用のために必

要な情報の提供が定められている。患者等に対する適正な使用のために必

要な情報の提供については、障害者差別解消法が意義を有する。

医療に関するその他の関係者の責務及び関係諸団体の役割における事業

者団体の役割に関連して、事業者の責務を果たすために遵守すべき基準の
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作成の支援その他の事業の公共性を確保するための自主的な活動が定めら

れている。

医療に関するその他の関係者の責務及び関係諸団体の役割における患者

団体等の役割に関連して、疾病及びその治療に関する情報の収集及び提供

並びに意見の表明そのほか患者の権利を擁護するための健全かつ自律的な

活動が定められている。これらの場合には、障害者差別解消法が関連す

る。

その他に、付則として関係法令の制定または改廃、公的医療機関と私的

医療機関との役割分担に関する検討事項、医療保険に関する検討事項があ

る。

(lo)患者の権利法をつくる会、 ～与え られる医療から参加する医療へ～患者の権利

法をつくる会世話人会 医療基本法要綱案 案文と解説、 2013年9月、 8頁以下。

(http:/ /kenriho.org/legislative/medicalbasicactcommentary.pdf) 

(11)文部科学省、 文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の

推進に関する対応指針、平成 27年 11月26日

(http:/ /www.mext.go.jp/ component/ a_menu/ education/ micro_detail/ _icsFiles/ 

afieldfile/2015/11/24/1364 727 _01.pdf) 

2.5 愛知県弁護士会

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案、日本医師会

における医療基本法（仮称）案、全日本病院協会における医療基本法案、

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案は、医療機関と患者の

間が契約関係にあることを前提にした契約法的な法律構成をするものでは

なかった。

しかし、愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（12)は契約関係

の中で患者の権利を甚礎づけている。実際の医療機関と患者の間は契約関

係であるので、この視点からの患者の権利の法的構成は有益である。

医療契約書（モデル案）第 1条は目的規定であり、生命の尊重と個人の

尊厳の保持、信頼関係、心身の状況に応じた良質かつ適切な医療の提供が

契約内容となっている。
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第2条は医療機関の一般的義務に関する規定であり、誠実な最善の医療

の提供、患者の権利の尊重・擁謹、医療従事者に法律上の資格に相応しい

医学的能力と品格を保持・向上させることを義務内容とする。しかし、患

者の権利とは具体的に何を指すのかは明らかでない。

第3条は医療機関の転医・転送義務に関する規定であり、条件付きで患

者の同意を得た他の適切な設備 ・専門医を配置した医療機関への転医、他

の医療機関で速やかに適切な医療行為を受けることができるために診療

録、諸検査写真など必要な文書等の交付や転医先の医療機関に対し患者の

状態等の説明、転医先の医療機関の承諾を得た上で患者の病状に照らした

最も安全かつ迅速な方法による患者の転送を義務内容とする。この場合

に、障害者差別解消法が意義を有するのではないかと思う 。

第4条はプライバシーの保護に関する規定であり、患者のプライバシー

の最大限の配慮、診療過程において知り得た患者の個人情報に対する患者

の書面による事前の同意による第三者への開示、裁判所の命令または嘱託

により開示が求められた場合と法令上の届出義務のある場合は事前の同意

によることなく第三者へ開示ができるとすることを定める。患者の書面に

よる事前の同意については、障害者差別解消法が意義を有する。

第5条は患者の報酬支払義務に関する規定であり、健康保険碁準に従い

報酬を支払うとする。報酬の支払方法については、障害者差別解消法が意

義を有する場合がある。

第6条は契約の終了に関する規定であり、契約死亡による終了と、治

癒 ・寛解・症状固定・転院などを理由にした合意による契約の終了を定め

ている。合意による契約の終了の場合は、障害者差別解消法が意義を有す

る。

第7条は患者の申出による契約終了に関する規定であり、患者の申出に

より何時でも契約を終了させることができることと、患者の判断能力に問

題がある場合における診療行為の継続について定めている。前者の患者の

申出により契約の終了の場合については、障害者差別解消法が意義を有す

る。後者の場合の診療行為を中止することによって患者の疾病が重篤とな
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ることが確実であり、患者または患者の代理人の申出が権利濫用と認めら

れる場合における申出に対しても同様である。

第8条は受診の中止に関する規定である。最終受診日または患者が受診

を指示した日から半年以上、医療機関に何らの連絡もなく受診しない場合

における何らの連絡もない場合、患者の疾患が重篤で診療行為が必要であ

るにもかかわらず患者が医療機関の指定した日に受診しなかった場合に出

す患者に対する自院または他院において診療を受けるよう促す通知に対し

て、障害者差別解消法が意義を有する。

第9条は説明及び報告の義務に関する規定であり、救急医療その他説明

を行うことが時間的物理的に不可能な場合を除いて患者に対し診療、検

査、投薬、手術、その他の医療行為の実施に先立ち説明する事項などを定

めている。この説明をする場合に、障害者差別解消法が意義を有する。

第 10条は転医の機会を与えるための説明義務に関する規定である。患

者の疾患が難治性で重大である場合、または、患者の臓器の摘出を行う手

術等患者の身体に極めて重大な影響を与える医療行為を行おうとする場合

において可能な限り調査し患者に対し調査結果を示す場合に、障害者差別

解消法が意義を有する。

第 11条はセカンド・オピニオンの権利に関する規定である。患者に対

して他の医療機関の判断を受ける権利のあることを告げる場合や、患者が

希望する場合に前記の判断を受けるために適切な医療機関を紹介する場合

に、障害者差別解消法が意義を有する。

第 12条は説明及び同意の方式に関する規定である。患者に対する患者

の理解力、認識力、判断力、年齢などを考慮し患者の精神状態を踏まえた

患者の理解可能な説明は、認知症を含めた障害者に対する配慮である。こ

の場合は、障害者差別解消法が意義を有する。

第9条及び第 10条の説明及び報告につき患者の求めがある場合におけ

る書面、手術・侵嬰的検査等患者の身体に重大な影響を与える医療行為を

行う場合の医療行為を担当する主な医療従事者による書面により説明及び

報告、手術・侵襲的検査等患者の身体に重大な影響を与える医療行為を行
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う場合における患者の書面による同意についても同様である。

第 13条は自己決定権に関する規定である。第 9条乃至前条に定める医

療機関の説明又は報告を得た上で自由な意思に基づき診療、検査、投薬、

手術、その他の医療行為に同意し、選択し、拒否する場合にも、障害者差

別解消法が意義を有する。

第 14条は同意権者に関する規定である。患者が疾病等を原因として医

療行為に関する説明、報告を理解し、同意・選択 ・拒否する能力が欠如す

ることとな って、患者に代わって医療機関から説明及び報告を受ける第三

者をあらかじめ指定する場合、患者による第三者の指定がない場合に医療

機関が患者の親権者又は患者の配偶者、直系血族、同居の親族など患者の

健康状態に密接な関係を持つ者に対して説明及び報告を行うが、医療機関

が患者の能力の程度に応じて患者自身に対しても説明及び報告を行う場合

について、障害者差別解消法が意義を有する。

第 15条は顛末報告義務に関する規定である。患者に対する医療行為の

経過及び結果につき説明及び報告する場合に、障害者差別解消法が意義を

有する。

第 16条は患者死亡時の顛末報告義務に関する規定である。甲が予め指

定した第三者に説明又は報告する場合における予めの指定や、患者が指定

した第三者がいない場合に患者の遺族 （配偶者、直系血族、同居の親族な

ど患者の健康状態に密接な関係を持つ者）に対して説明及び報告をする

が、患者が生前に反対の意思表示をしていた場合は例外とする。この場合

の生前の反対の意思表示について、障害者差別解消法が意義を有する。

第 17条は療養指導義務に関する規定である。医療行為を実施した場合

に患者に対し患者において遵守すべき事項の告知等療養の指導をする場合

に、障害者差別解消法が意義を有する。

第 18条は診療録等の閲覧．交付に関する規定である。患者に対し医療

機関が保存している患者の診療に関する診療録、検査結果、諸検査写真、

看護記録、手術記録、処方箋その他患者の診療に関し作成した一切の文書

等を無料で閲覧する場合と、患者が医療機関に対し手数料を支払ってその



30 患者の権利と医療分野における障害者に対する・・・ (827) 

写しの交付を求める場合に、障害者差別解消法が意義を有する。

第 19条は診療報酬明細書等の閲覧．交付に関する規定である。患者が

医療機関に対し診療報酬明細書写等を保険者を通じての開示請求によらず

して無料で閲覧する場合と、患者が医療機関に対し手数料を支払ってその

写しの交付を求める場合に、障害者差別解消法が意義を有する。

第 20条は要約説明文書の交付に関する規定である。患者が医療機関に

対し手数料を支払って患者の治療経過にかかる要約説明文書（サマリー）

の作成を依頼しその交付を求める場合に、障害者差別解消法が意義を有す

る。

第 21条は請求権者に関する規定であり、第 18条乃至第 20条に関する

患者が予め指定した者、患者の代理人もしくは患者の遺族からの請求につ

いて定めている。第 22条は閲覧．交付に応じる期間に関する規定であり、

第 18条乃至第 20条に関する閲覧．交付に応じる期間を個別的に定めてい

る。

第 23条は診療記録等の閲覧等の拒絶に関する規定である。患者の治療

効果に明らかに悪影響を及ぼすと判断する場合における第 18条乃至第 20

条に関する文書の閲覧及びその写しの交付もしくは作成の依頼の拒絶と救

済手段を定めている。この規定は、障害者差別解消法における不当な差別

取扱いの禁止に当たるのか否かの判断に関連する。

第24条は診療録等の保存期間に関する規定である。この規定は、原則

として 10年間の保存期間と保存期間が 5年を経過した場合における医療

機関が保存する患者に関する診療録等（原本）の交付について定める。こ

の交付の部分について障害者差別解消法が意義を有する。

第 25条は各種証明書の交付に関する規定である。この規定は、患者の

求めに応じた患者に関する診断、投薬、手術、入院、通院と治療の経過及

び結果、出生、死産、死亡等の事実の証明書の交付について定める。この

交付の部分について障害者差別解消法が意義を有する。

第26条は賠償責任に関する規定であり、第 27条は紛争の解決方法に関

する規定である。その他に特約条項がある。
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特約条項における診療行為の履行を申し込み、患者に対して真実の病名

を知らせる、患者がその情報の提供を求めた、患者に対し専門病院を紹介

するなど必要な措置を講ずる、別途定めたインフォームド・コンセントの

方式に従い、患者の同意を得なければならない、の部分については、障害

者差別解消法が意義を有する。

(12)愛知県弁護士会、 医療契約書 （モデル案）、2002年、 1頁。

(http:/ /www.aiben.jp/ page/frombars/topics/6lfolder /keiyaku.txt) 

2.6 その他の患者の権利に関する提言

日本弁護士連合会、日本医師会、全日本病院協会、患者の権利法をつく

る会、愛知県弁護士会その他の患者の権利に関する提言は、医療甚本法の

制定の提案の中で出されてきた。前述した日本弁護士連合会、日本医師

会、全日本病院協会、患者の権利法をつくる会、愛知県弁護士会における

提案のほかに、 2012年 4月に出された医療基本法共同骨子、 2012年3月に

出された医療基本法骨子案、 2009年 10月に出さ れた医療基本法制定を求

めるアピール、 1984年 10月に出された患者の権利宣言案などがある (13)。

この中の医療基本法骨子案(14)は、基本理念として平等性、一貰性、適切

性、相互信頼性、公共性、民主性を挙げている。医療における基本的人権

の中で「何人も、その心身の状況に応じて、 等 しく良質かつ適切な医療を

受ける権利を有する。」 と「何人も、病気又は障碍 （しょうがい）を理由と

して差別されない。」は、対応指針との関連性があると言える。

(13)全 日本病院協会、前掲注 (9)76頁以下。

(14)東京大学公共政策大学院医療政策教育 ・研究ユニ ット医療政策実践コミ ュニテ

ィー (H-PAC)・医療基本法制定チーム、 医療基本法骨子案、2012年 3月、前掲

注 (10)69頁以下。
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2.7 医療法、医療法施行規則、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護

師法、保険医療機関及び保険医療養担当規則、保険薬局及び保険薬剤師

療養担当規則

患者の権利に関する提言 と障害者差別解消法、 特に対応指針を意識し

て、医療法、医療法施行規則、 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師

法、保険医療機関及び保険医療養担当規則、保険薬局及び保険薬剤師療養

担当規則の関連する部分を採り上げることにする。

2.7.1 医療法

医療法第 1条は法律の目 的規定であり 、医療を受ける者の利益の保護及

び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民

の健康の保持に寄与することを目的とする点が重要な個所である。

医療法第 1条の 2は医療の本質を定めた規定であ り、生命の尊重と個人

の尊厳の保持、医師、 歯科医師、 薬剤師、看護師その他の医療の担い手と

医療を受ける者との信頼関係、医療を受ける者の心身の状況に応じて行わ

れること、良質かつ適切なものでなければならないこと、国民自らの健康

の保持増進のための努力を基礎とすること、医療を受ける者の意向を十分

に尊重することが重要な個所である。

医療法第 1条の 3は国及び地方公共団体の責務を定めた規定であり、国

民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するこ とが重

要な個所である。

医療法第 1条の 4は医師等、 病院又は診療所の管理者、医療提供施設の

開設者及び管理者の責務を定めた規定であり、良質かつ適切な医療を行う

こと、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得ること、退院する患

者が適切な環境の下で療養を継続する ことが重要な個所である。

医療に関する情報の提供等に関する諸規定は、医療法第 6条の 2、第 6

条の 3、第6条の 4である。

医療法第6条の 2は国及び地方公共団体、医療提供施設の開設者及び管

理者、国民の責務を定めた規定であり 、病院、診療所又は助産所の選択に
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関して必要な情報を容易に得られるように必要な措置を講ずること、保健

医療サービスの選択を適切に行うことができるように当該医療提供施設の

提供する医療について正確かつ適切な情報を提供するとともに患者又はそ

の家族からの相談に適切に応ずること、医療提供施設相互間の機能の分担

及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応

じ医療に関する選択を適切に行い医療を適切に受けることが重要な個所で

ある。

医療法第 6条の 4は病院又は診療所の管理者の責務を定めた規定であ

り、一患者の氏名、生年月日及び性別、 二当該患者の診療を主として担当

する医師又は歯科医師の氏名、三人院の原因となった傷病名及び主要な症

状、四入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療（入院中の看護及

び栄養管理を含む。）に関する計画、五その他厚生労働省令で定める事項を

記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な

説明が行われること、患者又はその家族の承諾を得て、当該書面の交付に

代えて厚生労働省令で定めるところにより当該書面に記載すべき事項を電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって厚生労働省令で定めるものにより提供すること、退院後の療養に必

要な保健医療サービス又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作

成、交付及び適切な説明が行われることが重要な個所である。

医療の安全の確保のための措置に関する諸規定は、医療法第 6条の 9乃

至第 6条の 14である。

医療法第 6条の 9は国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区

の責務を定めた規定であり、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、

意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずることが重

要な個所である。

医療法第 6条の 13は都道府県、保健所を設置する市及び特別区の責務

を定めた規定であり、医療安全支援センターを設置し、 一患者又はその家

族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院等における医療に関する

苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又
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は当該病院等の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと、二当該都道

府県等の区域内に所在する病院等の開設者若しくは管理者若しくは従業者

又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し

必要な情報の提供を行うことなどが重要な個所である。

医療事故調査 ・支援センターに関する諸規定は、医療法第 6条の 15乃至

第6条の 27である。

医療提供体制の確保に関する諸規定は、医療法第 30の3条乃至第 38条

である。

医療法第 30の3は厚生労働大臣による基本方針の制定を定めた規定で

あり、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るための基

本的な方針を定めることが重要な個所である。

2.7.2 医療法施行規則

医療に関する選択の支援等に関する諸規定は、医療法施行規則第 1条の

2乃至第 1条の 10である。

医療法施行規則第 1条の 3は病院等の管理者の責務を定めた規定であ

り、書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次項に掲

げるものにより提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、そ

の用いる電磁的方法の種類及びファイルヘの記録の方式を示さなければな

らないことが重要な個所である。

医療法施行規則第 1条の 4は都道府県知事の責務を定めた規定であり、

医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較

した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関する情報を容

易に検索することができる機能を有するインタ ーネットの利用その他適切

な方法により公表しなければならないことが重要な個所である。

医療法施行規則第 1条の 5は患者の診療を担当する医師又は歯科医師の

責務を定めた規定であり、入院した日から起算して七日以内に同項に規定

する書面を作成し、当該患者又はその家族に対し当該書面を交付して適切
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な説明を行わなければならないことが重要な個所である。

医療法施行規則第 1条の 8は病院又は診療所の管理者の責務を定めた規

定であり、当該計画書に記載すべき事項を電磁的方法であって第三項に掲

げるものにより提供するときは、あらかじめ、患者又はその家族に対し、

その用いる電磁的方法の種類及びファイルヘの記録の方式を示し、承諾を

得なければならないこと、前項の規定による承諾を得た後に、患者又はそ

の家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当

該方法による提供を行つてはならないことが重要な個所である。

医療法施行規則第 1条の 8の2は妊婦又は産婦の助産を担当する助産師

の責務を定めた規定であり、助産所の管理者が当該妊婦等の助産を行うこ

とを約したときに、当該妊婦等又はその家族に対し同項に規定する書面を

交付して適切な説明を行わなければならないことが重要な個所である。

医療法施行規則第 1条の 8の4は助産所の管理者の責務を定めた規定で

あり、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であ

って第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、妊婦等又は

その家族に対し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を得なければならな

いこと、助産所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、妊婦等又

はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったとき

は、当該方法による提供を行ってはならないことが重要な個所である。

医療の安全の確保に関する諸規定は、医療法施行規則第 1条の 10の 2

乃至第 1条の 13の 10である。

2.7.3 医師法

医師の業務に関連する諸規定は、医師法第 17条乃至第 24条の 2であ

る。

医師法第 19条は診療に従事する医師の責務を定めた規定であり、診察

治療の求めがあった場合に正当な事由がなければ診察治療を拒んではなら

ないこと、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付

の求めがあった場合に正当の事由がなければ交付の求めを拒んではならな



36 患者の権利と医療分野における障害者に対する・・・ (821) 

いことが重要な個所である。

医師法第 22条は医師の責務を定めた規定であり、患者に対し治療上薬

剤を調剤して投与する必要があると認めた場合に、患者又は現にその看護

に当っている者に対して処方せんを交付する こと、患者又は現にその看護

に当っている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出たことが重要

な個所である。

医師法第 23条は医師の責務を定めた規定であり、本人又はその保護者

に対し療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければなら

ないことが重要な個所である。

2.7.4 歯科医師法

歯科医師の業務に関する諸規定は、歯科医師法第 17条乃至第 23条の 2

である。

歯科医師法第 19条は診療に従事する歯科医師の責務を定めた規定であ

り、診察治療の求めがあった場合に正当な事由がなければ診察治療を拒ん

ではならないこと、診断書の交付の求めがあった場合は正当な事由がなけ

れば診断書の交付を拒んではならないことが重要な個所である。

歯科医師法第 21条は歯科医師の責務を定めた規定であり、患者に対し

治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現

にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければならないこ

と、患者又は現にその看護に当っている者が処方せんの交付を必要としな

い旨を申し出たことが重要な個所である。

歯科医師法第 22条は歯科医師の責務を定めた規定であり、本人又はそ

の保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしな

ければならないことが重要な個所である。

2.7.5 保健師助産師看護師法

保健師助産師看護師の業務に関する諸規定は、保健師助産師看護師法第

29条乃至第 42条の 3である。
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保健師助産師看護師法第 38条は助産師の責務を定めた規定であり、妊

婦、産婦、じよく婦、胎児又は新生児に異常があると認めたときは、医師

の診療を求めさせることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはな

らないことが重要な個所である。

保健師助産師看護師法第 39条は業務に従事する助産師等の責務を定め

た規定であり、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求め

があった場合は正当な事由がなければ保健指導の求めを拒んではならない

こと、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあった場合は

正当な事由がなければ交付の求めを拒んではならないことが重要な個所で

ある。

保健師助産師看護師法第 42条の 2は保健師、看護師又は准看護師の責

務を定めた規定であり、正当な理由がなくその業務上知り得た人の秘密を

漏らしてはならないことが重要な個所である。

2.7.6 保険医療機関及び保険医療養担当規則

保険医療機関の療養担当に関する諸規定は、保険医療機関及び保険医療

養担当規則第 1条乃至第 11条の 3である。

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 2条は保険医療機関の責務を定

めた規定であり、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならないこと、

保険医療機関が担当する療養の給付が患者の療養上妥当適切なものでなけ

ればならないことが重要な個所である。

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 5条の 2は保険医療機関の責務

を定めた規定であり、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で

交付しなければならないこと、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに

記載した明細書を交付しなければならないことが璽要な個所である。

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 5条の 2の2は厚生労働大臣の

定める保険医療機関の責務を定めた規定であり、当該公費負担医療に関す

る費用の請求に係る計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付

しなければならないことが重要な個所である。
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保険医療機関及び保険医療養担当規則第 5条の 3は保険医療機関の責務

を定めた規定であり、食事療養を行うに当たっては病状に応じて適切に行

うとともにその提供する食事の内容の向上に努めなければならないこと、

当該療養を行うに当たり、あらかじめ患者に対しその内容及び費用に関し

て説明を行いその同意を得なければならないこと 、病院又は診療所の病棟

等の見やすい場所に療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければな

らないことが重要な個所である。

保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の 3の2は保険医療機関の

責務を定めた規定であり 、生活療養を行うに当たっては病状に応じて適切

に行うこと、当該療養を行うに当たりあらかじめ患者に対しその内容及び

費用に関して説明を行い、その同意を得なければならないこと、病院又は

診療所の病棟等の見やすい場所に療養の内容及び費用に関する事項を掲示

しなければな らないことが重要な個所である。

保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の 4は保険医療機関の責務

を定めた規定であり、あらかじめ患者に対しその内容及び費用に関して説

明を行い、その同意を得なければならないこと、病院又は診療所の見やす

い場所に療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならないこと

が重要な個所である。

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 7条は保険医療機関の責務を定

めた規定であり、 当該患者に対しその利用手続、提供方法及び内容等につ

き十分説明を行うよう努めなければならないことが重要な個所である。

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 11条は保険医療機関の責務を

定めた規定であり、患者の病状に応じて適切に行い、療養上必要な事項に

ついて適切な注意及び指導を行わなければならないことが重要な個所であ

る。

保険医の診療方針等に関する諸規定は、保険医療機関及び保険医療養担

当規則第 12条乃至第 23条の 2である。

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 12条は保険医の責務を定めた

規定であり、診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確
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な診断をもと とし患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければなら

ないことが重要な個所である。

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 13条は保険医の責務を定めた

規定であり、診療に当っては懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解

し易いように指導しなければならないことが重要な個所である。

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 14条は保険医の責務を定めた

規定であり、患者の心身の状態を観察し、 心理的な効果をも挙げることが

できるよう適切な指導をしなければならないことが重要な個所である。

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 15条は保険医の責務を定めた

規定であり、患者に対し予防衛生及び環境衛生の思想のかん養に努め、適

切な指導をしなければならないことが重要な個所である。

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 20条は医師である保険医の責

務を定めた規定であり、診察は特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧

慮して行うこ と、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者

が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならないこ

と、栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うこと、患者に

療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行うこと、入院の指示が

重要な個所である。

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 21条は歯科医師である保険医

の責務を定めた規定であり、診察は特に患者の職業上及び環境上の特性等

を顧慮して行うこと、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等

患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない

こと、栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うこと、入院

の指示が重要な個所である。

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 23条の 2は保険医の責務を定

めた規定であり、診療に関する情報の提供等が重要な個所である。

2. 7.7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条は保険薬局の責務を定めた
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規定であり、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならないことが重要

な個所である。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第 2条の 4は保険薬局の責務を定

めた規定であり、薬局内の見やすい場所に別に厚生労働大臣が定める事項

を掲示しなければならないことが重要な個所である。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第 4条の 2は保険薬局の責務を定

めた規定であり、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付

しなければならないこと、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載

した明細書を交付しなければならないことが重要な個所である。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第 4条の 2の2は厚生労働大臣の

定める保険薬局の責務を定めた規定であり、当該公費負担医療に関する費

用の請求に係る計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付しな

ければならないことが重要な個所である。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第 8条は保険薬剤師の責務を定め

た規定であり、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を

行わなければならないこと、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切

に行わなければならないことが重要な個所である。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第 10条の 2は保険薬剤師の責務

を定めた規定であり、調剤に関する情報の提供等が重要な個所である。

3. 厚生労働省の医療分野における事業者が講ずべき障害を理由と

する差別を解消するための措置に関する対応指針

3.1 概要

障害者差別解消法が制定され、同法第 6条 1項に基づき障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する基本方針(15)が定められた。さらに同法第 11

条 1項に基づき対応指針(16)が定められている。

事業者は障害者差別解消法、障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る基本方針、対応指針のほかに、各事業に関連する法令等の順守や福祉サ

ービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を求められている。各
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事業に関連する法令等が具体的に何を指すのかは指摘されていない。福祉

サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携もまた具体的に何を

指すのかは指摘されていない。

対応指針の対象とする医療関係事業者は医療法第 1条の 2に定める医療

提供施設等で、病院、診療所、助産所、調剤を実施する薬局などであると

する。労働者に対する障害を理由とする差別の解消については、障害者の

扉用の促進等に関する法律に拠ることになる。したがって、対応指針はこ

れらの事業者と労働者以外の患者を対象とするものであることが分かる。

不当な差別的取扱いについて、不当な差別的取扱いの基本的考え方と正

当な理由の判断の視点が示されている。また、合理的配慮について、合理

的配慮の基本的な考え方と過重な負担の基本的な考え方が示されている。

これらの基本的な考え方に対応させて、障害を理由とする不当な差別的

な取扱いや合理的配慮の実例が提案された。

不当な差別的な取扱いに関する実例は以下のとおりである (17)0 

「Oサービスの提供を拒否すること

・医療機関や薬局において、人的体制、設備体制が整っており、対応可能

であるにもかかわらず、障害があることを理由に診療・入院・調剤等を拒

否すること 。特に、緊急の対応を要する場面も想定されることに十分留意

が必要です。

・正当な理由なく、医療機関や薬局内に、身体障害者補助犬を同伴するこ

とを拒否すること

※身体障害者補助犬については【参考ページ】 「身体障害者補助犬とは」参

照

0サービスの提供を制限すること（場所・時間帯などの制限）

・正当な理由なく、診察などを後回しにすること、サービス提供時間を変

更又は限定すること

・正当な理由なく、診察室や病室の制限を行うこと

・医療の提供に際しで必要な情報提供を行わないこと

0サービスの提供に際し条件を付すこと （障害のない者には付さない条件
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を付すこと）

・正当な理由なく、保護者や支援者・介助者の同伴を診察・治療・調剤等

の条件とすること

〇サービスの提供に当たって、他の者とは異なる取扱いをすること

・正当な理由なく、本人（本人の意思を確認することが困難な場合は家族

等）の意思に反した医療の提供を行うこと又は意思に沿った医療の提供を

行わないこと

・正当な理由なく、病院や施設が行う行事等への参加や共用設備の利用を

制限すること

•本人を無視して、支援者・介助者や付添者のみに話しかけること

・大人の患者に対して、幼児の言葉で接すること

・わずらわしそうな態度や、患者を傷つけるような言葉をかけること

・診療等に当たって患者の身体への丁寧な扱いを怠ること」

このように不当な差別的取扱いの実例について、サービスの提供を拒否

すること、サービスの提供を制限すること、サービスの提供に際し条件を

付すこと、サービスの提供に当たって他の者とは異なる取扱いをすること

を中心に不当な差別的な取扱いを例示している。しかし、これらの実例に

限定されることはない。

合理的配慮に関する実例は以下のとおりである (IS)o 

「O基準 ・手順の柔軟な変更

・障害の特性に応じて施設のルール、慣行を柔軟に変更すること （診察等

で待つ場合、患者が待ちやすい近くの場所で待っていただく、順番が来た

ら電話で呼び込むなど）。

〇物理的環境への配慮

・施設内の段差にスロープを渡すこと

・エレベーターがない施設の上下階に移動する際、マンパワーで移動をサ

ポートすること

〇補助器具 ・サービスの提供

〈情報提供等についての配慮や工夫〉
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・説明文書の点字版、拡大文字版、テキストデータ、音声データ（コー ド

化したものを含む。）の提供や必要に応 じて代読・代筆を行う こと

・身振り、手話、要約筆記、筆談、図解、ふりがな付文書を使用するなど、

本人が希望する方法で分かりやすい説明を行う こと

・文書を読み上げたり、口頭による丁寧な説明を行うこと

・電子メール、ホームページ、ファックスなど多様な媒体で情報提供、 予

約受付、案内を行うこと

〈建物や設備についての配慮や工夫〉

・電光表示板、磁気誘導ループなどの補聴装置の設置、点字サイン付き手

すりの設置、音声ガイドの設置を行うこと

・色の組み合わせによる見にくさを解消するため、 標示物や案内図等の配

色を工夫すること

・トイレ、病室など部屋の種類や、その方向を示す絵記号や色別の表示な

どを設けること

・パニック等を起こした際に静かに休憩できる場所を設けること

・障害者に配慮したナースコールの設置を行うこと（息でナースコールが

できるマルチケアコ ール、機能障害者用押しボタンなど）

〈職員などとのコミュニケーションや情報のやりとり、サービス提供につ

いての配慮や工夫〉

・個人情報の保護に配慮した上で、施設内放送を文字化したり、電光表示

板で表示したりすること

・必要に応じて、手話通訳や要約筆記者を配置すること

・声がよく聞こえるように、また、口の動きや表情を読めるようにマスク

を外して話をすること

・ ICT（コンピュータ ー等の情報通信技術）を活用したコ ミュニケーショ

ン機器（データを点字に変換して表示する、音声を文字変換する、表示さ

れた絵などを選択することができる機器など）を設置すること

〈職員同士での連絡手段の工夫〉

•外見上、障害者であると分かりづらい患者（聴覚障害の方など）の受付
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票にその旨が分かる連絡カードを添付するなど、スタッフ間の連絡体制を

工夫すること

・診療の予約時な どに、患者から申出があった 自身の障害特性などの情報

を、スタッフ間で事前に共有すること」

このように合理的配慮に関する実例について、基準・手順の柔軟な変更、

物理的環境への配慮、補助器具 ・サービスの提供 〈情報提供等についての

配慮や工夫〉、〈建物や設備についての配慮や工夫〉、〈職員などとのコミュ

ニケーションや情報のやりとり、サービス提供についての配慮や工夫〉、

〈職員同士での連絡手段の工夫〉を中心に合理的配慮を例示している。し

かし、これらの実例に限定されることはない。

その他に、 合理的配慮を的確に行うための環境の整備として、施設内の

段差を解消すること、スロープを設置すること、 トイレや浴室をバリアフ

リー化・ オス トメイト対応にすること、 床をすべりにくくすること 、階段

や表示を見やすく明瞭にすること、車椅子で利用しやすい高さにカウンタ

ーを改善する ことである (19)。

前述 した合理的配慮に関する実例は一般的な観点から整理したも のであ

る。さらに個別の実例として視覚障害（視力障害 ・視野障害）、聴覚障害、

盲ろう（視覚と聴覚の重複障害）、肢体不自由、構音障害、失語症、高次脳

機能障害、内部障害、重症心身障害その他医療的ケアが必要な者、知的障

害、発達障害、精神障害、難病に関する障害特性に応 じた対応方法を挙げ

ること ができる (20)0 

その他に、事業者における相談体制の整備、事業者における研修・ 啓発、

国の行政機関における相談窓口、主務大臣による行政措置が指摘されてい

る(21)。

(15)内閣府、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針、 平成 27年2月

24日

(http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/pdf/honbun.pdf) 

(16)厚生労働省、前掲注 (1)3頁以下。

(17)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。
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(18)厚生労働省、 前掲注 (1)11頁以下。

(19)厚生労働省、前掲注 (1)13頁。

(20)厚生労働省、前掲注 (1)13頁以下。

(21)厚生労働省、前掲注 (1)30頁以下。

3.2 認知症を含めた障害特性に応じた対応方法

45 

障害特性に応じた対応として採り上げられているのは、視覚障害 （視力

障害・視野障害）、聴覚障害、盲ろう（視覚と聴覚の重複障害）、肢体不自

由、構音障害、失語症、 高次脳機能障害、内部障害、 重症心身障害その他

医療的ケアが必要な者、知的障害、発達障害、精神障害、難病である(22)。

これらの中にある精神障害はさらに統合失調症、 気分障害、依存症 （ア

ルコー）レ）、てんかん、認知症に分けて説明がなされている(23)0 

認知症の主な特性について簡単な説明を行った後で、 以下のような認知

症に応じた対応方法が指摘されている (24)。

「・高齢化社会を迎え、誰もが認知症とともに生きることになる可能性が

あり 、ま た、誰もが介護者等として認知症に関わる可能性があるなど、認

知症は皆にとって身近な病気であることを理解する

・各々 の価値観や個性、 想い、人生の歴史等を持つ主体として尊重し、で

きないことではなく、できることに目を向けて、本人が有する力を最大限

に活かしながら、地域社会の中で本人のなじみの暮らし方やなじみの関係

が継続できるよう 、支援していく

・早期に気付いて適切に対応していくことができるよう、小さな異常を感

じたときに速やかに適切な機関に相談できるようにする

・ BPSDについては、 BPSDには何らかの意味があり、その人からのメッ

セージとして聴く ことが重要であり、 BPSDの要因として、さまざま な身

体症状、孤立 ・不安、不適切な環境・ケア、 睡眠や生活リ ズムの乱れなど

にも目を向ける

・症状が変化した等の場合には、速やかに主治医を受診し、 必要に応 じて

専門機関に相談すること などを促す」

これらの 5個の対応は正当な ものである。認知症という病気について自
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ら学ぶことは良いことであるが、医療機関、行政機関、教育機関等が情報

提供を行い認知症という病気について学ぶ機会を提供することが必要であ

る。

認知症の人を尊重することは正当である。 そのために医療機関も、本人

の力を最大限に活かし地域社会の中で本人のなじみの暮らし方やなじみの

関係が継続できる支援体制を具体化すべきである。

早期に気付いて適切に対応し速やかに適切な機関に相談する仕組み、た

とえば、在宅している認知症の人の見守りを行い、医療機関、相談機関等

に繋ぐ仕組みを作っておかねばならない。

医療機関等は、 BPSDおよびBPSDの要因としての身体症状、孤立 ・不

安、不適切な環境 ・ケア、睡眠や生活リズムの乱れなどに対する対応方法

を具体的に考案しておく必要がある。

症状が変化した等の場合における主治医の受診と専門機関に相談する体

制を医療機関や行政機関等で決めておく必要がある。

このような指摘は医療機関、行政機関等において徐々に実施されつつあ

る。この成果を採り入れて認知症に応じた対応方法を充実させなければな

らないと思う。

(22)厚生労働省、前掲注 (1)13頁以下。

(23)厚生労働省、前掲注 (1)25頁以下。

(24)厚生労働省、前掲注 (1)28頁以下。

3.3 認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）

認知症施策推進総合戦略は 7つの柱からなる。「認知症の人の意思が尊

重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続ける

ことができる社会の実現を目指す」ことを基本理念として、 ①認知症への

理解を深めるための普及 ・啓発の推進、②認知症の容態に応じた適時 ・適

切な医療・介護等の提供、 ③若年性認知症施策の強化、 ④認知症の人の介

護者への支援、⑤認知症の人を含む高齢者にやさ しい地域づくりの推進、

⑥認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モ
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デル等の研究開発及びその成果の普及の推進、⑦認知症の人やその家族の

視点の重視を柱としている (25)0 

前述した認知症に応じた対応方法に関連して指摘された認知症の理解

は、①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進に該当する。本人

の力を最大限に活かし地域社会の中で本人のなじみの暮らし方やなじみの

関係が継続できる支援体制は、 ⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域

づくりの推進に関連する。早期に気付いて適切に対応し速やかに適切な機

関に相談する仕組み、 BPSDおよび BPSDの要因としての身体症状、孤

立・不安、不適切な環境 ・ケア、睡眠や生活リズムの乱れなどに対する対

応方法と、症状が変化した等の場合における主治医の受診と専門機関に相

談する体制は、②認知症の容態に応じた適時・適切な医療 ・介護等の提供

に関連している。

認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進は、認知症の人の視点

に立って認知症への社会の理解を深めるキャンペーンの実施、認知症サポ

ータ ーの養成と活動の支援、学校教育における認知症の人を含む高齢者へ

の理解の推進を柱としている (26)。これで適切である。

認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供は、本人主体の

医療 ・介護等の徹底、発症予防の推進、早期診断 ・早期対応のための体制

整備、行動・心理症状 (BPSD)や身体合併症等への適切な対応、認知症の

人の生活を支える介護の提供、人生の最終段階を支える医療・介護等の連

携、医療・介護等の有機的な連携の推進を柱としている (27)0

前述した BPSDおよ びBPSDの要因としての身体症状、孤立 ・不安、不

適切な環境・ケア、睡眠や生活リズムの乱れなどに関する対応方法は、早

期診断と本人主体の医療 ・介護等を通じた BPSDの予防、 BPSDに対する

的確なアセスメントと薬に よらない対応、身体合併症等に対応する一般病

院の医療従事者の認知症対応力向上、心身の状態に応じた最も相応しい場

所で適切なサービスが提供される循環型の仕組みの構築、看護職員の認知

症対応力向上 (28)によってすべて対応できているのかは確認できない。認

知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進も必要なのではないか
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と思う。

前述した症状が変化した等の場合における主治医の受診と専門機関に相

談する体制の場合は、早期診断・早期対応のための体制整備と医療・介護

等の有機的な連携の推進に関連している。前述した早期に気付いて適切に

対応し速やかに適切な機関に相談する仕組みも早期診断・早期対応のため

の体制整備に関連しているが、すべて対応できているのかは確認できな

い。認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進も必要なのでは

ないかと思う。

前述した本人の力を最大限に活かし地域社会の中で本人のなじみの暮ら

し方やなじみの関係が継続できる支援体制は、認知症の人を含む高齢者に

やさしい地域づくりの推進に関連する。

これは、家事支援・配食・買物弱者への宅配の提供等の支援や高齢者サ

ロン等の設置の推進などに関する生活支援、多様な高齢者向け住まいの確

保・高齢者の生活支援を行う施設の住宅団地等への併設の促進・バリアフ

リー化の推進・高齢者が自ら運転しなくても移動手段を確保できる公共交

通の充実などに関する生活しやすい環境の整備、就労・地域活動・ボラン

ティア活動等の社会参加の促進などに関する就労・社会参加支援、独居高

齢者の安全確認や行方不明者の早期発見・保護を含めた地域での見守り体

制の整備・高齢歩行者や運転能力の評価に応じた高齢運転者の交通安全の

確保・詐欺などの消費者被害の防止・成年後見制度（特に市民後見人）や

法テラスの活用促進・高齢者の虐待防止などに関する安全確保からなると

する (29)。

これらの支援の内容を個人個人に合わせるための実効性のあるネットワ

ークが不可欠である。このネットワークの中で対応主体ごとに対応方法を

具体的に決めておく必要がある。

(25)厚生労働省、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン） ～認知症裔齢者等

にやさしい地域づくりに向けて～、平成 29年7月、 1頁以下。

(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/l 7kaitei_ 

orangeplan.pdf) 
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(26)厚生労働省、前掲注 (25)2頁。

(27)厚生労働省、前掲注 (25)3頁以下。

(28)厚生労働省、前掲注 (25)4頁。

(29)厚生労働省、前掲注 (25)6頁。
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対応指針のほかに、自治体が不当な差別的取扱い及び合理的配慮に関す

る指針及び具体例を出しているので言及しておくことにする。場面ごとの

観点と障害特性の観点の両方から不当な差別的取扱い及び合理的配慮を記

載しておくことにする。自治体によってはどちらか一方の観点から、ある

いは、両方の観点から整理している。

3.4.1 医療分野の観点

まず場面ごとの医療分野の観点から整理しておくことにする。さいたま

市が作成した事例集(30)は、診療・受入拒否、対応・診断、施設に関連する

精神障害者に対する不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供の場合を採

り上げている。また、さいたま市の別の事例集(31)によれば、医療分野にお

いて合理的配慮のなされた事例がなかった。差別された事例が診療拒否の

場合にあるが精神障害の場合か否かが明らかでない。

長崎県が作成した事例集(32)によれば、同伴者の付き添いを求めた場合、

診察・検査等の拒絶、診察の待ち時間の長さにパニックを起こし診察でき

ずに帰宅した場合、生きる価値がないと言われ尊厳が侵害された場合が挙

げられている。診察の待ち時間の長さにパニックを起こし診察できずに帰

宅した場合は合理的配慮の不提供の場合であるが、その他は不当な差別的

取扱いなどに該当する場合である。

沖縄県の県民会議が作成した事例集(33)によれば、障害の知識を持つ医者

が少ないこと、診察の拒絶、マスクをした医者・看護師だと口話が読み取

れないこと、手話通訳者が CTやレントゲンの際に入室できず検査員とコ

ミュニケーションがとれないことが挙げられている。診察の拒絶の場合は

不当な差別的取扱いに該当するが、その他は合理的配慮の不提供の場合で
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ある。

長野県が作成した報告書(34)によれば、不利益な取扱いに該当する場合に

ついて、正当な理由なく障害を理由として治療方針を含めて医療の提供を

拒否し、制限し、条件を付けることとする。具体例として脳性麻痺がある

人が動いてばかりいたために診察を拒否した場合や医師が知的障害のある

患者の付添いの施設職員だけに説明した場合を採り上げている。

合理的配慮の不提供に該当する場合について、聴覚障害者の治療中に説

明が十分でなかったために大変痛い思いをした場合や長時間待つことが困

難な患者が診察順の配慮がなかったために待ち時間の間にパニ ックが起き

て診察を受けられなった場合を採り上げている。

いずれの事例も医療契約の履行過程においてなされたものであり、必ず

しも認知症を含めた精神障害の事例とは言えない場合である。

大阪府が作成したガイドライン(35)によれば、不利益な取扱いに該当する

場合の定義は長野県と同じである。具体例として、 ベッドに単独で乗れな

いとか、知的障害者が暴れたり泣いたり大声を出したとか、車椅子で行 く

と障害があることや土足禁止に違反するとかを理由にして診療拒否するこ

と、視覚障害者の付き添いを要求することを挙げている。

望ましい合理的配慮の提供の定義を挙げたうえで、具体例を示してい

る。情報提供・コミュニケーション分野に関するものが多い。筆談による

受付や診察、 受付でゆっくり大きな声で話すこと、精神障害者に時間をか

けて丁寧に説明すること、重要な情報を電光表示や文字表示等で示すこ

と、気配りヘルパー・病院ボランティア等を介して必要部署へ誘導するこ

と、段差のある箇所で職員が介助すること、肢体不自由の障害者と視覚障

害者のために職員が付き添うこと、配慮が必要な人の情報を共有すること

で対応することである。

その他に、診察室ごとに補聴器 （骨伝導型）の準備や医療サポート絵カ

ードの利用の場合を示している。

また、相談事例等の検証に関する報告書(36)において、電動車いす利用者

の受診に関連して、病院内での電動車いすの利用の禁止と病院による手動
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車いすと介助者の手配が差別に当たるのか、あるいは、合理的配慮に当た

るのかが問われた事例が紹介されている。

これらの多くの事例は医療契約の履行過程においてなされたものであ

り、一部を除いて認知症を含めた精神障害の事例とは言え ない場合であ

る。

名古屋市が作成したガイドブック (37)は、病院・警察・行政機関などの分

野で聴覚障害、知的障害、発達障害、精神障害のある場合に分けて配慮と

支援を示している。

聴覚障害の場合は、手話ができなくても筆談・ロ話・空書などで病気の

詳細や検査方法を説明すること、耳マークの活用、職員間での申し送りを

対応方法として挙げている。

知的障害の場合は、対応不可能な場合は対応できる他の病院を紹介する

こと、障害を理解し、付き添い、本人の身になって対応することを対応方

法として挙げている。

発達障害の場合は、申し出があれば受付のあと自動車や別室で待っこと

に理解を示すこと、順番がきたら携帯電話などに連絡すること、手順をあ

らかじめ本人にわかる方法で示すことを対応方法として挙げている。

精神障害の場合は、精神科以外の医師でも精神障害に対する知識と理解

をもって接すること、対応に困るような場合は精神科の主治医に連絡する

ことを対応方法として挙げている。

これ らの多くの事例は医療契約の履行過程においてなされたものであ

り、 一部を除いて認知症を含めた精神障害の事例とは言えない場合であ

る。

福岡市の団体が作成した報告書(38)は、精神障害の内容には言及せず、直

接差別、間接差別、合理的配慮の不提供、暴言 ・嫌がらせ・虐待、無理解・

偏見に分けている。医療分野では、直接差別として精神科の通院を理由に

した内科の受診の許否の場合を挙げている。合理的配慮の不提供として公

圏やプールでの移動支援が受けられないことを挙げている。

茨城県が作成した相談事例集(39)は、待合室での呼び出しという分野で精
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神障害者及び発達障害者のための合理的配慮の提供を例示している。医療

機関に空いた部屋がなく別室の準備ができなかった場合に、その家族に納

得してもらい診察の順番が来たら電話で知らせると述べて自動車で待って

いてよいと伝えたとする。この場合に診察の順番を早めることも推薦され

た。

茅ヶ崎市が作成した事例集(40)は、障害を理由とした差別として介助者付

き面会の要請、本人でなくヘルパーと話すこと、患者が使う洗濯機でスタ

ッフがトイレマットを洗ったこと、精神病院の扱いが軽いこと、医者や支

援者から就職活動の許可が時間を要したこと、精神病院の職員の過剰な心

配、精神病院の看護師から統合失調症の原因を患者自身とする発言、筆談

の許否、レントゲン検査で音声による指示が聞こえないことを挙げてい

る。

合理的配慮として診察の順番を早めたこと、保健師が小まめに様子をみ

たこと、レントゲン検査時にアニメ ーションで指示してくれること、病院

の受付で書くことの補助があることを挙げている。

東京都が作成したハンドブック (41)は、生活場面ごとの合理的配慮等の具

体例を説明している。この中で病院・福祉施設などにおける不当な差別的

取扱いは、次の通 りである。

「X 本人を無視して、介助者・支援者や付添人のみに話しかける

x 仮利用期間を設けたり、他の利用者の同意を求めるなど、他の利用者

と異なる手順を課す」

合理的配慮の具体例は、次の通りである。

「O 施設内放送を文字化したり、電光表示板で表示したりする

〇 車いす使用者が利用しやすいようカウンターの高さに配慮する

〇 障害者に配慮したナースコールの設置を行う

〇 障害の特性に応じた休憩時間の調整など、申出に応じてルール、慣行

を柔軟に変更する」

これらの多くの事例は医療契約の履行過程においてなされたものであ

り、一部を除いて認知症を含めた精神障害の事例とは言えない場合であ
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る。

京都市が作成した事例集(42)は、不当な差別的取扱いに関する共通の類型

として、障害を理由にしたサービスの一律的な提供の拒否・制限・条件の

付加、障害者本人の意思を確認しないサービス内容の一方的な決定、障害

者への必要な情報の提供及び障害者からの意思の表示の受領の拒否・制

限・条件の付加、障害を理由にした煩わしいそうな態度や傷つけるような

言葉を挙げている。

医療分野では、障害の状態や配慮等を聞かない診察拒否や本人の意思に

反するか意思確認しない入院を挙げている。

千葉県が作成したガイドライン (43)は、精神障害者に対して窓ロ・受付で

の配慮として、やさしい口調で話しかけることと、同行者でなく本人に話

しかけることを挙げている。待合室・順番待ちなどにおいて、状況を説明

し待ち時間や応対できる時間などを具体的にあらかじめ伝えること、別室

で休めるようにすること、予約を受け付けることを挙げている。環境面に

おいてカウンタ ー越しではなくできるだけ静かな場所で個別に応対するこ

とを挙げている。その他として障害の内容や病歴を不必要に収集しないこ

とを挙げている。

対話・面談・手続の際の配慮として、対話において簡潔に話すこと、伝

え方を工夫すること、説明した内容を示しながら話すこと、申請書の控

え・コピー・大切なことを書いたメモを渡すこと、箪談・絵や図を活用し

選択肢のある（答えやすい）質問をして意思の表明を手伝うこと、不1言感

を抱いている場合は応対者を変えること、大声を出している時は聴覚過敏

に配慮し小声で話すこと、話が理解できない時は分かったふりをせず謝罪

すること、幻覚や妄想などがあっても内容の正否の判断を急がず耳を傾け

ること、説明は要領よく短時間で行うこと、一休みして気分転換したり日

を改めること、不安のため泣き出したり怒り出したりなどしてもゆっくり

と時間をかけて本人が落ち着くのを待つこと、 一休み したり応対場所を変

えること、マナー・ルール違反をしないこと、暴言を吐くような応対をし

ないことを挙げている。
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障害のある人と働く職場での配慮として、作業量に配慮し用件を一つず

つ伝えること、他の用件がすでにある場合には優先順位の判断ができるよ

うすること、内容を文字や図表などで具体的に示すこと、疲れやすくいこ

とを理解することを挙げている。

(30)さいたま市第4回条例検討専門委員会、障害者差別と思われる事例 （平成 22年

4月 1日現在）、平成 22年4月20日、

(http: //www. city. saitama. jp/002/003/004/001/001/005/p033099_d/fil/jireil00 

401.pdf) 

(31)さいたま市、障害のある方の差別体験調査結果、平成 26年 7月、 10頁以下。

(http://www8.cao.go.jp/shougai/ suishin/jirei/ cases/pdf/62/ case_0062_01.pdf) 

(32)長崎県福祉保健部障害福祉課、障害者差別にあたると思われる事例集、平成 24

年2月、 10頁以下。

(h ttps:/ /www.pref.nagasaki.jp/ shared/uploads/2013/07 /137 4636618.pdf) 

(33)沖縄県障害のある人もない人も暮らしやすい地域づくり県民会議、障害のある

人に対する差別と思われる事例集、平成 24年4月、 2頁。

(http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/keikaku/kenminkaigi/ 

documents/ omonajireitou.pdf) 

(34)長野県障害のある人もない人も共に生きる社会を目指す研究会、報告普～共生

社会の実現を目指して～、平成 24年 11月22B、12頁。

(https: //www. pref. nagano. lg. jp/shogai-shien/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/ 

documents/houkoku_8.pdf) 

(35)大阪府福祉部障がい福祉室、～障がいを理由とする差別のない、共に生きる大

阪の社会をめざして～大阪府障がい者差別解消ガイドライン第 1版、 平成 27年 3

月、 36頁以下。

(http:/ /www.pref.osaka.lg.jp/ attach/1203/00142034/2803sabeguide.pdf) 

(36)大阪府福祉部障がい福祉室、障がい者差別解消の取組みと相談事例等の検証～

平成 28年度の相談事例等の分析から～、平成 29年 3月、 35頁。

(http:/ /www.pref.osaka.lg.jp/attach/1203/00142034/soudanjirei_kenshou.pdf) 

(37)名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課、こんなときどうする？ 障害のあ

る人を理解し、配慮のある接し方をするためのガイドプッ ク、平成 27年 3月、 30

頁以下。

(http: //www. city. nagoya. jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000006/6422/ 

guidebook.pdf) 

(38)福岡市に障がい者差別禁止条例をつくる会、福岡市在住の障がいのある人々の

差別体験アンケート最終報告書、 2015年 3月5日、 9頁以下。

(http://fukuokasabetukinnsi.com/wp/wp-content/uploads/2015/03/houkku.pdf) 

(39)茨城県保健福祉部障害福祉課、障害を理由にした差別に関する相談事例集、平

成 28年9月、 3頁。
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(http: //www. pref. ibaraki. jp/hokenfukushi/shofuku/kikaku/shofuku/g/docu 

ments/jireisyuu.pdf) 

(40)茅ヶ崎市保健福祉部障害福祉課、障害を理由とする差別に関する事例集、平成

28年3月、 24頁以下。

(http:/ /www. city. chigasaki. kanagawa.jp/ _res/projects/ default__project/ _page_/ 

001/018/880/zireisyu.pdf) 

(41)東京都福祉保健局、東京都障害者差別解消法ハンドブック～みんなで支え合

い、つながる社会をめざして～、平成 28年3月、27頁。

(42)京都市福祉保健局、事例集 障害を理由とする 「不当な差別的取扱い」社会的

障壁を除去するための 「合理的配慮」、平成 28年3月、 1頁。

(http:/ /www. city. kyoto. lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000192/192671/ 

jireisyuu-zenntai.pdf) 

(43)千葉県健康福祉部障害福祉課、 障害のある人に対する情報保障のためのガイド

ライン、平成 29年3月、36頁以下。

(https: //www. pref. chiba. lg. jp/shoufuku/shougai-kurashi/jouhouhoshou/docu 

ments/jgl.pdf) 

3.4.2 障害特性の観点

次に障害特性の観点から整理しておくことにする。群馬県の協議会が作

成したマナーブック (44)は、精神障害の特性を述べた上で、日常のマナーと

して、よい面を見つけること、おだやかに温かく接すること、自尊心を傷

つけないことを挙げている。個人情報の保護として、障害のあることを打

ち明けられても他人に知らせないことを挙げている。障害特性の理解とし

て、適切な治療を継続し福祉サービス等を利用するなどの支援、必要なこ

とを一つずつ確認し大事なことは繰り返すこと、買い物や地域行事への参

加を挙げている。

これらの事項は統合失調症、躁鬱病、鬱病などの様々な精神疾患を纏め

て書かれているものである。

沖縄県が作成したパンフレット (45)は、精神障害に合わせた合理的配慮と

して勤務時間の調整、休息できる場所と時間の準備、カウンセリングや通

院のための休暇を採り上げている。この合理的配慮は精神障害一般に当て

はまるものとして挙げられている。

武蔵野市のハンドブック (46)は、精神障害者の中に統合失調症、鬱病、双
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極性障害（躁鬱病）、アルコールや薬物などの依存症、パーソナリティ障害

などを含めて支援と配慮を提案している。たとえば、ゆったりとした態度

でわかりやすく話すこと、相手に合わせること 、一つずつ困っていること

を一緒に考え、一緒に考えるという意思表示をあらかじめしておくこと、

鬱状態の場合には過度な励ましの言葉をかけないこと、妄想話は否定も肯

定もしないこと、周囲の人が過干渉 ・非難しないこと、状況に応じて支援

者に協力を求めることを勧めること、病気を理解して誤解をなくすことを

挙げている。

その他に、予防や早期発見に言及している。群馬県のマナーブックの指

摘と類似する部分がある。同様に、これらの事項は統合失調症、鬱病、双

極性障害（躁鬱病）、アルコールや薬物などの依存症、パーソナリティ障害

などの様々な精神疾患を纏めて書かれているものである。

島根県 ・鳥取県が作成したパンフレット (47)は、精神障害を統合失調症や

気分障害（躁鬱病）などの精神疾患と捉えている。周囲の援助として無理

な励ましはしないこと、働きかけは具体的にはっきりと簡潔に伝えるこ

と、本人に合わせること、じっく りと時間をかけることを挙げている。再

発予防の中で注意のサインとみられる症状を知っておくこと、注意のサイ

ンがあったならばゆっくりと休養するようにはたらきかけること、主治医

に早めに相談することを追加している。疾患や障害に対する理解を持つこ

とを指摘する。

予防に言及 していることは、武蔵野市のハンドブックに類似している。

これらの事項は統合失調症や気分障害（躁鬱病）などの精神疾患全体に通

じるものとして書かれている。

青森県が作成したガイドブック (48)は、精神障害とは統合失調症、躁鬱病

（気分障害）てんかんなどの精神疾患により精神機能の障害が生じている

状態であるとする。対応方法として本人の意見や相談に耳を傾けること、

行動の変化を知っておくこと、周囲の人も一人で悩まず専門機関に相談す

ることを挙げている。

宮崎県が作成したハンドブック (49)によれば、精神障害を鬱病などの精神
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疾患として、身体面、知覚・思考・感l胄・意欲などの側面、生活 ・行動面、

知能・記憶面その他の症状が現れるとする。精神障害から生活のしづら

さ、すなわち、疾患による生活のしづらさ、偏見や誤解による生活のしづ

らさが生ずるとする。したがって、病気になったことを追求しすぎないこ

と、安易に薬を止めた方がよいと言わないこと、酒を勧めないこと、日常

的に当たり前のことでも負担を考慮すること、無視したり悲観的なことを

言わず丁寧に挨拶すること、年単位の回復を見据えて関わること、精神障

害に偏見を持たないことという配慮を求めている。

熊本県が作成したパンフレ ット(50)は、精神障害を統合失調症、鬱病、躁

鬱病、アルコ ール依存症などの様々な精神疾患とし、職場での事例を挙げ

ている。配慮として周囲の者は本人の状態に合っ た対応をする こと、些細

な変化に早めに気づき主治医に相談するように本人に伝えることを挙げて

いる。

八王子市が作成したガイドブック (51)は、精神障害を統合失調症、鬱病な

どの精神の病気とし、統合失調症と鬱病の症状と特徴を記載している。精

神障害者に対する接し方として自然体で接すること、励ましたりすると逆

効果になること、個人の価値観や考え方を尊重し病気を正しく理解するこ

とを挙げている。その他に双極性障害（躁鬱病）、パニック障害、強迫性障

害、依存症 （アルコール・ギャンブル・買い物 ・薬物等）、境界性人格障害

を挙げている。

仙台市が作成した事例集(52)は、不当な差別的な取扱いに関連して自閉症

の人は診察をしないと言われて、歯科の診療を断られた事例を挙げてい

る。合理的配慮に関連して精神障害者の場合を挙げている。精神障害を統

合失調症や鬱病などの精神疾患とし、必要な配慮を指摘している。たとえ

ば、 仕事や活動の量 ・休憩時間 ・勤務時間等を調整すること、手続きのた

め窓口で戸惑っている時に早めにやさしく声をかけて用件を聞くこと 、具

体的で分わかりやすい言葉で説明することを挙げている。

藤沢市が作成したサポートブック (53)は、精神障害を意識、感情、行動な

どに障害がある場合を指すとする。意思をうまく伝えられない人に対する
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配慮として、相手の伝えたいことをゆっくり聞くこと、手伝いをするとき

は必ず本人の意思を確認すること、説明は具体的に行い必要に応じてメモ

を渡すなどのエ夫をすること、対応中や対応後の職員間の会話は誤解を招

かないようにすること、手続きの進捗状況などを明確にすることを指摘し

ている。

困難な主張を繰り返し、大声を上げたりする対応が困難な状況が生じる

場合の対応方法として、しつかり理由を聞くこと、一人で対応せず一人で

判断しないこと、情報共有を図ること、状況に応じて一定のルールを作り

事前に伝えることを指摘している。

府中市が作成したリーフレット (54)は、精神障害を統合失調症や気分障害

（鬱病、双極性障害）、アルコー）レ依存症などの精神疾患と理解している。

配慮として周囲の理解と協力、健康的なところを大切にして気長に見守る

ことであるとする。

瑞穂市が作成した配慮マニュアル (55)は、精神障害を統合失調症、躁鬱

病、鬱病、てんかん、アルコール中毒等の精神疾患として捉え、適切な治

療・服薬と周囲の配慮があれば地域生活が可能であるとする。配慮の仕方

としてゆっくり、ていねいに、くり返し説明すること、不安を感じさせな

いような穏やかな応対をすることを挙げている。

差別等の事例として挙げられているのは、公営住宅へ入居するに際し病

院へ診断書の提出を求められ、家族に対し誓約書を交わすなど通常の手続

きではない措置があったこと、アパート契約の際に不動産会社から地域活

動支援センターの登録及び同センターの支援を条件として入居させること

を伝えられたこと、地域活動支援センターの廃止の場合には同不動産会社

を通じて入居していても契約が解除されることである。

配慮や工夫の事例として具体的な項目についてどこが窓Dであるかを分

かりやすく表記することを挙げている。

京都市が作成した事例集(56)は、精神障害の場合に窓ロ・コミュニケーシ

ョンの場面でなされる配慮として、順番が来るまでの席や休める場所の提

供や順番の入替え、予約なしの窓口対応、穏やかな対応、 一度に伝える情
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報を制限しゅっくり具体的に説明すること、相手の回答をあせらず待っこ

と、肯定的な言葉で話しかけること、家族等に連絡する前に本人に確認す

ることを挙げている。情報提供の場面では掲示物の整理整頓、メモ等の視

角情報の活用を挙げている。イベント・講座・会議等の場面では申込時や

出欠確認時の必要な配慮の確認、会議等における適宜の休憩を挙げてい

る。

北海道が作成したサポートブック及び事例集(57)は、精神障害を統合失調

症、鬱病、てんかん、アルコール依存症などの様々な精神疾患として捉え、

合理的配慮を示している。たとえば、仕事上の相談相手となる先輩職員を

決めること、先輩職員と定期的に面談したり日誌の交換を行うこと、悩み

事や体調について相談できることを合理的配慮として挙げている。その他

に、パニ ックが発症した場合の休憩スペースの確保もあると良いとする。

上司が仕事の優先順位、次にやる仕事、仕事の終了時期などをその都度

指示することを挙げている。これは、曖昧さを取り除き一つ一つ明確に示

すことが必要であるからであるとする。

その他に、負担になりすぎないように一度の与える仕事の量を調整する

こと、申請書を事前に送付してもらい記入済みのものを提出してもよいこ

と、周囲が気になるので周りからの視界を遮られるようなスペースを確保

することを挙げている。

千葉県が作成したガイドライン (58)は、精神障害を統合失調症、気分障

害、不安障害、てんかんのような精神疾患とする。これらの精神疾患の特

性から配慮のポイントを指摘している。

これらの自治体は、精神障害の中に多 くの精神疾患を含めて総括的に対

応方法や配慮の仕方を示している。

大阪府が作成したハンドブック(59)は、精神障害を統合失調症、気分障害

（鬱病、躁鬱病）、薬物依存症、不安障害、てんかん、認知症などとする。

認知症と言う言葉が新たに追加されている。必要な配慮は、本人のペース

に合わせた働きかけをすること 、周囲のサポートが必要であること、疾患

や障害を正しく理解することであるとする。これらは認知症の場合を含め



60 患者の権利と医療分野における障害者に対する・・・ (797) 

た対応方法であると推測できる。

香川県が作成したハンドブック (60)は、精神障害を精神疾患のために障害

と分類し、統合失調症、気分障害（双極性障害（躁鬱病）、鬱病） 、てんか

ん、認知症、アルコール依存症などを挙げている。認知症が含まれ、認知

症の説明がなされている。必要な合理的配慮は、認知症の場合を含めて、

病気になった自分を責めている場合があるので追及しすぎないこと、当た

り前のことでも負担を考慮すること、穏やかな応対やコミュニケーション

をすること、ゆっくり、ていねいに、繰り返し話すことであるとする。

長野県が作成したガイドブック (61)は、精神障害の中に認知症を位置づけ

て支援の方法を示している。認知症の原因、症状、治療について述べたう

えで、対応について述べている。たとえば、介護保険サービスなどを利用

して適切にケアすること、家族会などを紹介して同じ悩みを抱える者同士

で話をすることを指摘する。認知症介護の考え方として尊厳を守る こと、

できることは本人に任せること、 BPSDの根本原因を考えることであると

する。

東京都が作成したリーフレ ット(62)は、精神障害の例として統合失調症、

気分障害（鬱病、双極性障害など）、アルコール ・薬物依存症、不安障害（神

経症）、器質性精神病（認知症等）などを挙げて、支援と当事者の声を紹介

している。支援として医療だけでなく福祉や就労・教育 ・権利擁護等の総

合的な支援を指摘している。当事者の声として周囲の人と仲良く助け合

い、病気に対する理解、見守りと後押しのバランス、手続きの際の相談が

挙げられている。統合失調症と鬱病の場合は個別的に説明がなされている

が、認知症を個別的に扱っているわけではない。

しかし、同じく東京都が作成したハンドブック (63)は、精神障害の中に認

知症を位置づけ特性を述べた後で、対応方法を説明している。これは、対

応指針において書かれている内容と同じである。

厚木市が作成したガイドブック (64)は、精神疾患の具体例として心身症、

神経症、鬱病、躁鬱病、 統合失調症、依存症、 心的外傷後ス トレス障害を

挙げ、統合失調症と鬱病の特性を指摘している。望まれる支援として、接
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する時には特別扱いせずに自然体で接することと、個人の価値観や考えを

尊重し病気を正しく理解すること、不用意な叱咤激励はしないことを挙げ

ている。

このような障害特性の観点は様々な分野を想定していることを考慮して

おく必要がある。

(44)群馬県障害者社会参加推進協議会、障害のある方へのマナーブック、 2012年3

月30日、 41頁以下。

(http:/ /www.normanet.ne.jp/-gunmasin/pdf/syogai_mb.pdf) 

(45)沖縄県、障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例（共生社会

条例）、 10頁。
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kai/ documents/joureipanfu.pdf) 
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pdf) 

(49)宮崎県福祉保健部障害福祉課、障がい理解のためのハンドブック、平成 26年3

月、 24頁以下。
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12662_20150115130603-l.pdf) 

(50) 熊本県健康福祉部子ども・障がい•福祉局障がい者支援課、障がいのある人も

ない人も共に生きる熊本づくりのために、平成 26年2月、 17頁。

(http: //www. pref. kumamoto. jp/common/UploadFileOutput. ashx7 c_id=3&id= 
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会、障害のある人もない人も暮らしやすい仙台を目指すための事例集、平成 27年
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(http: //www. city. sendai. jp/kenko-kikaku/kurashi/kenkotofukushi/shogai/kyo 

se/ oshirase/ documents/jireisyuu_zenhan.pdf) 
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“府中”をめざして～障害を理解するために～、平成 28年 12月、 9頁以下。

(https: / /www. city. fuchu. tokyo. jp/kenko/shogai/shougaikeihatsu. files/shougai 

keihatsu-2812.pdf) 

(55)瑞穂市、障がいのある 方への配慮マニュアル（職員向）、 14頁以下。

(http:/ /www.city.mizuho.lg.jp/ secure/ 4 7 48/hairyomanyhuaru4.pdf) 

(56)京都市福祉保健局、注 (42)5頁。

(57)北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課、障がいのある方へのよりよい対

応ができるサポー トプック、 平成 27年 12月、17頁以下。

(http:/ /www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/syokuinntaiouyouryou.pdf) 

同、障がいを理由とする差別の解消に向けた合理的配慮 事例集、平成 29年8

月 31日、 17頁以下。

(http:/ /www. pref. hokkaido. lg.jp/hf/ shf/yoriyoitaiougadekirupe-zi/H29083lgouri 

tekihairyojireishu.pdf) 

(58)千葉県健康福祉部障害福祉課、注 (43)22頁以下。

(59)大阪府福祉部障がい福祉室、ほんま おおきに！！ ～ひろげようこころの輪～

障がい理解ハンドブック (WEB版） 平成 29年 12月、 17頁。

(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1203/00142034/rikai-handbook.pdf) 

(60)香川県障害福祉課、職員対応ハンドプ ック～障害について理解し、障害者に優

しい対応を～、平成 28年 3月、 22頁以下。

(http:/ /www. pref. kagawa. lg. jp/content/etc/subsite/shogaifukushi/upfiles/saz 

43gl 70329040158_f03.pdf) 

(61)長野県精神保健福祉セ ンタ ー、精神障がい者支援のための基礎的対応ガイドブ

ック 、平成 26年3月、 35頁以下。

(https:/ /www.pref.nagano.lg.jp/ seishin/tosho/ documents/ zenbun.pdf) 

(62)東京都福祉保健局／東京都心身障害者福祉センタ ー、リ ーフレッ ト精神障害の

理解のために、平成 28年 10月、 1頁以下。

(http: / /www. fukushihoken. metro. tokyo. jp/shinsho/tosho/hakkou/pamphlet/ 

syougairikai.files/ seishin.pdf) 

(63)東京都福祉保健局、注 (41)50頁以下。

(64) 厚木市福祉部障がい福祉課、この街でともに ••…•～障がいのある人を理解する
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ためのハンドブック～、平成 29年3月、 18頁以下。

(http: //www. city. atsugi. kanagawa. jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/shougai/ 

guide/d014788_d/fil/za2100.pdf) 

3.4.3 その他の不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供などの事例

自治体が意見募集して不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供など

の事例を収集し、特に位置づけを与えず生の事実 として公表している場合

がある。たとえば、東京都(65)、岩手県(66）、大阪府(67)、横浜市(68)、藤沢市(69)、

島根県(70)、山梨県(71）、沖縄県(72)、狭山市(73)、旭川市(74)、明石市(75)などで

ある。

(65)東京都福祉保健局、障害者差別事例及び合理的配慮の好事例等の調査結果につ

いて

(http:/ /www. fukushihoken. metro. tokyo. jp/ shougai/ shougai_shisaku/tiikikyougi 

kai.html) 

(66)岩手県保健福祉部、障害者差別解消法施行半年における差別事例の収集及び合

理的配慮事例の収集

(http:/ /www.pref.iwate.jp/fukushi/shougai/36806/049623.html) 

(http:/ /www.pref.iwate.jp/fukushi/shougai/36806/049625.html) 

(67)大阪府福祉部、障がいを理由とした差別と思われる事例の募集について

(http:/ /www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/ syougai-plan/ sabekai-kaisai.html) 

(68)横浜市健康福祉局、 「障害者差別に関する事例の募集」の実施結果

(http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/sabetsu-kaisyou/jirei/) 

(69)藤沢市福祉健康部、「障がいを理由とする差別に関する意見集約」について

(https:/ /www.city.fujisawa.kanagawa.jp/shogaifu/sabetukaisyou.html) 

(70)島根県身体障害者団体連合会 ／し まね障がい者フォ ーラム、 「社会の壁に関す

るアンケー ト」結果報告書、平成 27年2月

(http:/ /www.shimashinren.jp/ cgi-bin/ rus7 /new/ data/ attach/ att-00147-1.pdf) 

(71)山梨県福祉保健部 ／障害者自立支援協議会、障害のある人への差別に関するア

ンケート 結果、平成 26年 11月

(http:/ /www.pref.yamanashi.jp/ shogai-fks/ documents/h26houkoku-anke-to.pdf) 

(72)沖縄県障害のある人もない人も 暮らしやすい地域づくり県民会議（障害者県民

会議）、障害のある人に対する差別と思われる事例集

(http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/keikaku/kenminkaigi/ 

index.html) 

(73)狭山市福祉こ ども部障害者福祉課、「障害を理由とした差別と思われる事例」と

「障害のある人への配慮の好事例」の募集結果

(https:/ /www.city.sayama.saitama.jp/fukushi/ shogai/ oshirase/jireiketuka.html) 
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(74)旭川市福祉保健部、障害を理由とする差別に関する事例集について

(http:/ /www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/l 79/187 / d055587.html) 

(75)明石市福祉局福祉総務課、障害を理由とした差別と思われる事例の募集結果に

ついて

(https:/ /www.city.akashi.lg.jp/fukushi/fu_soumu_ka/sabetsu/jirei.html) 

4. 患者の権利に関する提言と厚生労働省の医療分野における事業

者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する

対応指針等との比較

4.1 各々の患者の権利に関する提言の概要

日本弁護士連合会、日本医師会、全日本病院協会、患者の権利法をつく

る会、愛知県弁護士会における患者の権利に関する提言はそれぞれ異な

る。それぞれの患者の権利に関する提言における患者の権利及び義務と医

療機関及び医療従事者の義務に関する諸規定をここで概観しておくことに

する。

日本弁護士連合会(76)は医療における碁本権として、人間の尊厳の不可

侵、最高水準の健康を享受する権利、疾病又は障がいによる差別を受けな

い権利、最善の医療を受ける権利、安全な医療を受ける権利、平等な医療

を受ける権利、知る権利、自己決定権、プライバシーの権利、学習権、医

療に参加する権利、通常の社会生活や私生活を保障される権利、人対象研

究における被験者の権利を挙げる。

また、医療における基本権の中において、国・地方公共団体の基本的責

務、医療機関及び医療従事者の基本的責務を挙げている。

医療における基本権を踏まえたうえで、医療情報にアクセスする権利、

患者の個人情報保護、医療記録の開示請求、診療に関して説明を受ける権

利、セカンド・オピニオンを受ける権利、患者の自己決定権、判断能力が

欠ける患者、自己の意思を表明できない緊急時に実施すべき医療への同

意、医療機関の選択及び変更、医療を受ける子どもの権利である親に付き

添われる権利、療養中の活動に対する子どもの権利、療養中の教育に対す

る子どもの権利、子どもである患者の意見表明権・自己決定権、不当な拘
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束などの虐待を受けない権利としての患者の虐待禁止、患者の自由制限措

置、医療事故の被害の救済を求める権利としての医療事故の被害救済を求

める権利、医療事故調査を求める権利、権利擁護のための手続としての患

者の権利を尊重するための手続、患者の権利審査会を挙げている。

日本医師会(77)は、国の責務、地方公共団体の責務、医療提供者の責務、

医療提供施設の責務、国民の責務を挙げる。これに関連して、医療提供体

制を確保するための施策として施策の策定、国の財源確保義務、地域にお

ける医療行政施策を挙げている。

また、医療提供者等の権利と義務として、説明と同意、守秘義務と個人

情報の取扱い、適切な医療の提供、医療提供者の裁量、研鑽義務、医療提

供施設管理者の義務を挙げている。

患者の権利と義務として、自己決定の権利、診療情報の提供を受ける権

利、秘密及びプライバシーの保護、診療に協力する義務を挙げている。

全日本病院協会(78)は、国及び地方公共団体の責務、医療提供者の責務、

国民や患者の責務を挙げる。これに関連して、医療提供体制を確保するた

めの施策としで必要な施策を挙げている。

患者の権利法をつくる会(79)は、総則として、医療における基本的人権、

国及び地方公共団体の基本的責務、医療従事者の権限と責務、国民の責務

を挙げる。

これらの中の国及び地方公共団体の基本的責務に関連して、医療保障制

度の整備、医療供給体制の整備、療養環境の整備、医療計画、医療安全の

確保、医薬品及び医療機器に関する国の責務、医療に関する情報の提供、

医療技術等の向上、医療政策決定過程における民主性及び透明性の確保、

患者の権利擁護、患者団体等の活動の促進を挙げている。

また、医療従事者の権限と責務に関連して、医療施設の開設者及び医療

従事者の基本的責務、医療安全の確保、医療に関する情報の提供、結果報

告義務、誠実対応義務、患者の苦情の解決を挙げている。

医療に関するその他の関係者の責務及び関係諸団体の役割として、 医療

施設団体及び医療従事者団体の役割、保険者の責務、事業者の責務、事業
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者団体の役割、患者団体等の役割を挙げている。

総則の次に来る患者の権利及び責務として、個人の尊重、自己情報に関

する権利、知る権利、自己決定権（インフォームド・コンセント）、不当な

拘束などの虐待を受けない権利、 臨床試験における権利、医療被害の救

済を受ける権利、苦情の解決を求める権利、患者の責務を挙げている。

愛知県弁護士会(80)は、医療機関の義務として、医療機関が負うべき一般

的義務、医療機関が負うべき転医・転送義務、患者のプライバシー保護、

説明及び報告の義務、転医の機会を与えるための説明義務、セカンド・オ

ピニオンの権利、説明及び同意の方式、顛末報告義務、患者死亡時の顛末

報告義務、療養指導義務、請求権者、閲覧．交付に応じる期間、診療記録

等の閲覧等の拒絶、診療録等の保存期間、各種証明書の交付、賠償責任を

挙げている。

また、患者の権利及び義務として、患者の報酬支払義務、自己決定権、

同意権者、診療録等の閲覧．交付、診療報酬明細書等の閲覧．交付、要約

説明文書の交付、紛争の解決方法を挙げている。

このように全体として見た場合に、それぞれの患者の権利に関する宣言

には、共通性と相違点があることが分かる。同一の事項を患者の権利の側

面から規定している場合と、医療機関及び医療従事者の義務の側面から規

定している場合がある。それぞれの患者の権利に関する宣言の長所を生か

して詳細な諸規定を作成することが望ましいと思う。

以下において、それぞれの患者の権利に関する宣言における諸規定を個

別的に比較し、対応指針、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）、

医療分野及び認知症分野の合理的配慮に関する自治体の対応とさらに比較

して患者の権利に関する宣言の諸規定の充実化を行いたいと思う。この成

果を踏まえて、現行法である医療法、医療法施行規則、医師法、歯科医師

法、保健師助産師看護師法、保険医療機関及び保険医療養担当規則、保険

薬局及び保険薬剤師療養担当規則に言及することにする。

(76) 日本弁護士連合会、前掲注 (3) 13頁以下。
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(77)日本医師会・医事法関係検討委員会、 前掲注 (7)16頁以下。

(78)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(79)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)14頁以下。

(80)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。
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4.2 各々の患者の権利に関する提言と対応指針における不当な差別的

な取扱いの禁止及び合理的配慮

4.2.1 前文

日本弁護士連合会(81)は、前文において日本国憲法における生命・自由 ・

幸福追求に対する権利及び健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、世

界人権宣言における全ての人が自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活

水準を保持する権利、 国際人権規約における全ての人が到達可能な最高水

準の身体及び精神の健康を享受する権利を踏まえて、医療を受ける権利を

生命 ・自由・幸福追求権及び生存権から位置づけ、医療を人間の尊厳に基

づくものとする。医療を受けるかの決定権を人格的自律権から保障してい

る。このような人権論を根拠にして、患者の自己決定権の尊重を含めた最

善かつ安全な医療を全ての人が必要な時に受けられる医療制度を確立する

ために患者の権利を確立させるべきだとする。

同じく前文を持つ 日本医師会の医療基本法（仮称）（82)は、医療を患者を

中心とした医療提供者と患者の家族等が一体となった協働作業であると

し、患者ごとに疾病の態様や患者自身が有する素因、体質、環境が異なる

ことなどを受けた不確実性を指摘する。これを踏まえて医療施策を真に国

民の健康な生活に資するものとし、医療提供者と患者・国民との信頼関係

に根ざした医療を実現するために医療基本法を制定するとする。

これらの二つの前文を読んだだけでも相違点が歴然としている。日本医

師会の医療基本法（仮称）の前文が示しているように、不確実性があるこ

とは確かであるが、医療提供者と患者・国民との信頼関係に根ざした医療

を人権論の観点から基礎づけるべきである。

全日本病院協会の医療基本法案（全日病案）（83)には前文はないが、その

趣旨の中に権利・ 義務の関係ではなく、信頼の創造を前面に出すことを主
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張する。医療提供者が改善しなければならないことを指摘するが、医療提

供者の努力の限界も同時に指摘している。

この中の権利・ 義務の関係として捉えることに消極的な態度は支持しが

たく、人権論に根ざした信頼の創造を考えるべきである。

患者の権利法をつくる会の医療基本法要綱案(84)は、前文において日本国

憲法における生命・自由・ 幸福追求に対する国民の権利と健康で文化的な

最低限度の生活を営む権利の実現のために医療が不可欠であるとする。こ

れを踏まえて、患者の自己決定権の尊重を含めた最善かつ安全な医療をす

べての人が必要な時に受けられる医療制度を確立するために医療基本法を

定めるとする。

このような趣旨は、日本弁護士連合会の患者の権利に関する法律大綱案

の前文と同じものである。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（85）は、契約書の形式を

採るために前文を有していない。

(81)日本弁護士連合会、前掲注 (3)10頁以下。

(82) 日本医師会 ・医事法関係検討委員会、前掲注 (8)8頁以下。

(83)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁。

(84)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)8頁以下。

(85)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

4.2.2 目的

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(86)には、目的

規定自体はないが、前文が目的規定の役割を果たしている。

日本医師会における医療基本法（仮称）案(87)は目的規定を持っている。

この目的規定の特徴は、国民が安心•安全な医療を等 しく受ける権利を享

受することと、医療提供者と患者等の信頼関係にもとづいた医療を実現す

ることである。

全日本病院協会における医療基本法案 （全日病版）（88)は目的規定を持っ

ている。この目的規定の特徴は、 憲法25条の理念に基づくことと、医療提

供者と患者等の信頼関係にもと づいた医療を実現することである。
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患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(89)は目的規定を持

っている。この目的規定の特徴は、憲法に定める生存権及び幸福追求権を

実現することを目的としている。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（90)は目的規定を持って

いる。この目 的規定の特徴は、生命の尊重と 個人の尊厳を保持すること

と、患者と医療従事者との信頼関係に基づいて患者の心身の状況に応じた

良質かつ適切な医療を提供することである。

これらの内容から理解するかぎり、目的規定は同じ内容を持っている。

しかし、前文を考慮すると、人権論に対する態度に違いがある ことを認識

しておかねばならない。

(86)日本弁護士連合会、 前掲注 (3)10頁以下。

(87)日本医師会 ・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)15頁。

(88)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁。

(89)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)9頁以下。

(90)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

4.2.3 基本理念

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(9]）には、基本

理念に関する規定自体はないが、前文が基本理念の役割を果たしている。

日本医師会における医療基本法 （仮称）案(92)は、基本理念に関する規定

を持っている。この基本理念に関する規定の特徴は、人間の尊厳と生命の

尊重を旨とすること、個人の人権に配慮しつつ医療を提供する者と医療を

受ける者との相互の信頼関係に基づくこと、すべての人が平等に機会を享

受できること、患者本位である こと、国民の生存権を担保し国民を個人と

して尊重し、 国民の相互扶助と連帯の精神に基づき公共の福祉に適うこと

である。

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（93)は、基本理念に関

する規定を持っている。この基本理念に関する規定の特徴は、人間の尊厳

と生命の尊重を旨とすること、個人の人権に配慮しつつ医療を提供する者

と医療を受ける者との信頼関係に基づくこと、重要な社会基盤・社会資本
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であり、効率的かつ有効に活用すること、国民の相互扶助と連帯を基に公

共の福祉に資することである。

このように、日本医師会における医療基本法（仮称）案と全日本病院協

会における医療基本法案（全日病版）の基本理念に関する規定は非常に類

似している。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(94)は、基本理念に関

する規定を持っている。この基本理念に関する規定の特徴は、生命の尊重

と個人の尊厳の保持を旨とすること、患者が肉体的・精神的・社会的に良

好な状態にあること、患者と医療従事者との相互理解と信頼に基づくこ

と、人の生命及び健康並びに基本的人権に直接かかわり高度の公共性を有

することである。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案も、日本医師会にお

ける医療基本法（仮称）案と全日本病院協会における医療基本法案（全日

病版）と基本的に同じである。しかし、患者が肉体的・精神的・社会的に

良好な状態にあることを指摘していることは、他の医療基本法案と異なる

意義を付与できる可能性を示している。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（95)は、契約書の形式を

採るために基本理念に関する規定を持っていない。これは契約書の形式を

採ることによる限界性を示している。

これらの基本理念は、対応指針における障害を理由とする不当な差別的

取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方と関連する部分がある。

不当な差別的取扱いの禁止は、障害者でない者との平等の理念の下で正

当な理由なく障害者の権利利益を侵害することを禁止している。合理的配

慮は、障害者の権利に関する条約第 2条に定義されている障害者が他の者

との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有しまたは行使する

ことを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であるとし、障害者の

権利利益を侵害することとならないようになされる社会的障壁の除去であ

るとする。

このような趣旨は、前述した基本理念の中に含まれていると評価してよ
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いのではないかと思う。

(91) 日本弁護士連合会、前掲注 (3)10頁以下。

(92) 日本医師会 ・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)16頁。

(93)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁。

(94)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10) 10頁以下。

(95)愛知県弁護士会、前掲注 (12) 1頁。

4.2.4 定義

71 

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(96)には、定義

規定がない。

日本医師会における医療基本法（仮称）案(97)は、定義規定を持っている。

この定義規定の内容は、医療、医療提供者、医療提供施設、患者等である。

医療の定義の中に生殖補助技術や遺伝子を扱う医術を含むとする。

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（98)は、定義規定を持

っている。この定義規定の内容は、医療、医療提供者、患者、利用者であ

る。医療には、生殖補助技術や遺伝子を扱う医術を含むと明示していな

い。医療提供者のほかに医療提供施設の定義を設けていない。患者のほか

に利用者という概念を作っている。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(99)は、定義規定を持

っていない。愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（100)も同様で

ある。

(96) 日本弁護士連合会、前掲注 (3) 10頁以下。

(97) 日本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7) 15頁。

(98)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁。

(99)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)8頁以下。

(100) 愛知県弁護士会、前掲注 (12) 1頁。

4.2.5 医療における一般的基本権

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(101)は、医療

における一般的基本権に関する規定を持っている。この医療における一般
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的基本権に関する規定の内容は、人間の尊厳の不可侵、最高水準の健康を

享受する権利、疾病又は障がいによる差別を受けない権利、最善の医療を

受ける権利、安全な医療を受ける権利、平等な医療を受ける権利、知る権

利、自己決定権、プライバシーの権利、学習権、医療に参加する権利、通

常の社会生活や私生活を保障される権利、人対象研究における被験者の権

利、国・地方公共団体の基本的責務、医療従事者の基本的責務である。

日本医師会における医療基本法 （仮称）案(102)は、医療における一般的基

本権に関する規定を持っていない。

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（103)も、医療における

一般的基本権に関する規定を持っていない。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(104)は、医療におけ

る一般的基本権に関する規定を持っている。 この医療における一般的基本

権に関する規定の内容は、 最善かつ安全な医療を平等に受ける権利、自己

決定権、医療に対する参加権、知る権利と学習権、病気及び障害による差

別を受けない権利である。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（105)は、医療における一

般的基本権に関する規定を持っていない。

対応指針の趣旨は、これらの医療における一般的基本権の中に含まれて

いると思う。この点は重要であるので一つ一つ検討してみることにする。

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案と患者の権利法

をつくる会における医療基本法要綱案と重複する部分はあるが、一緒に纏

めずに別々に書いておく 。

(101)日本弁護士連合会、前掲注 (3)13頁以下。

(102)日本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7) 13頁以下。

(103)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(104)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)14頁以下。

(105)愛知県弁談士会、前掲注 (12)1頁。

4.2.5.1 日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(106)において、
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人間の尊厳の不可侵に関する規定は、医療行為自体が持つ侵襲性、専門性、

入院や治療に伴う自由の制限、医療従事者と患者との間の知識や情報の格

差などがあるために改めて確認のために定めたとする。人間の尊厳の不可

侵に関する規定の主体は、すべての人であり当然に障害者を含んでいる。

最高水準の健康を享受する権利に関する規定は、憲法 25条の健康の水

準について国際人権（社会権）規約 12条に規定する水準を示すために定め

たとする。最高水準の健康を享受する権利に関する規定の主体は、すべて

の人であり当然に障害者を含んでいる。

疾病又は障がいによる差別を受けない権利に関する規定は、憲法 14条

及び国際人権社会権規約 2条 2項などに対応する規定であるとする。これ

はまさしく対応指針そのものに直接かかわる規定である。

最善の医療を受ける権利に関する規定は、憲法 25条及び国際人権社会

権規約 12条に基づく規定であるとし、最高水準の健康を享受する権利を

実現するためにあるとする。最善の医療を受ける権利に関する規定の主体

は、すべての人であり障害者を含んでいる。

安全な医療を受ける権利に関する規定は、最高水準の健康を享受する権

利を実現するためにあるとする。安全な医療を受ける権利に関する規定の

主体は、すべての人であり障害者を含んでいる。

平等な医療を受ける権利に関する規定は、憲法 14条に基づく規定であ

るとし、障害を有する患者にも利用しやすい医療機関の構造とすることを

求めているとする。平等な医療を受ける権利に関する規定の主体は、すべ

ての人であり障害者を含んでいる。

このような医療機関の構造とすることは、対応指針に直接かかわってい

る。たとえば、不当な差別的取扱いと考えられる具体例として挙げられて

いるサービスの提供を拒否すること、サービスの提供を制限すること、サ

ービスの提供に際し条件を付すこと、サービスの提供に当たって、他の者

とは異なる取扱いをすること (107)は、正当な理由がなければ平等な医療を

受ける権利を侵害することになる。

知る権利に関する規定は、憲法 13条に基づく規定であるとし、自己決定



74 患者の権利と医療分野における障害者に対する・・ (783) 

権を保障する前提条件となるものである。知る権利に関する規定の主体

は、すべての人であり障害者を含んでいる。

この知る権利は対応指針に関連する。たとえば、不当な差別的取扱いと

考えられる具体例として挙げられているサービスの提供を制限することの

中に入る医療の提供に際して必要な情報提供を行わないこと (108)である。

また、障害者が知る権利を実現する手段としての合理的配慮に関連して

挙げられている補助器具・サービスの提供の中の情報提供等についての配

慮や工夫、職員などとのコミュニケーションや情報のやりとり、サービス

提供についての配慮や工夫(109)が知る権利の実現のために必要である。

障害特性に応じた対応も考慮して知る権利を保障しなければならない。

たとえば、視覚障害者、聴覚障害者、盲ろう者、講音障害者、失語症の人、

高次脳機能障害者、知的障害者、発達障害者、精神障害者に対する対応方

法における障害者への情報提供手段(llO)は知る権利を保障するために実行

しなければならない。

自己決定権に関する規定は、憲法 13条に基づく規定であるとする。自

已決定権に関する規定の主体は、すべての人であり障害者を含んでいる。

自己決定を保障するために、十分な情報提供が不可欠であって、医療従

事者と患者間の対等な関係に立ったコミ ュニケーションが重要であり、両

者の間の信頼関係の形成が必要であるとする。それ故、知る権利について

対応指針に関連して述べたことを実行しなければならない。国や地方公共

団体が行うべきとする十分な説明を行うための体制自体の整備は、対応指

針を考慮したものでなければならない。

プライバシーの権利に関する規定は、憲法 13条に基づく規定であると

する。プライバシーに関する規定の主体は、すべての人であり障害者を含

んでいる。

プライバシーの権利は対応指針に関連する。たとえば、補助器具・サー

ビスの提供に関連する職員などとのコミュニケーションや情報のやりと

り、サービス提供についての配慮や工夫の中で、個人情報の保護に配慮し

て施設内放送を文字化 し電光表示板で表示すること (Ill)を挙げている。こ



(782) 神奈川法学第50巻第 3号 2018年 75 

れもプライバシーの権利の中に入るものである。

学習権に関する規定は、憲法 13条と 26条に基づく規定であるとする。

学習権に関する規定の主体は、すべての人であり障害者を含んでいる。

学習権は、自己決定権の前提条件として、また、国や地方自治体の医療

政策の形成や個別医療施設における医療の在り方の改善に参加する前提条

件として理解されている。

この学習権は対応指針に直接的にかかわっていない。むしろ文部科学省

所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指

針(112)が関連している。この対応指針は、教育分野の不当な差別的配慮の

取扱いの禁止及び合理的配慮に関する考え方と具体例を挙げている。医療

分野における障害者の学習権の保障のために、文部科学省の対応指針が役

立つと考える。

医療に参加する権利に関する規定は、国や地方公共団体の医療政策の立

案と個別医療機関における医療の改善などに対して参加する権利を意味す

るとする。医療の改善とは、医療、情報提供、苦情受付等の改善などを指

している。医療に参加する権利に関する規定の主体は、すべての人であり

障害者を含んでいる。

この権利の実現のために、国と地方公共団体が行うことは参加手続きの

整備であり、医療機関が行うことは、参加手続きによる患者の主体的参加

の保障であるとする。

この医療に参加する権利は対応指針に関連するほかに、厚生労働省にお

ける障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(113)などにも関

連すると言って良い。

対応指針においては、不当な差別的取扱いと考えられる具体例として挙

げられているサービスの提供に当たって他の者とは異なる取扱いをするこ

とに該当する正当な理由なく病院や施設が行う行事等への参加を制限する

こと (114)が医療に参加する権利に関連する。

したがって、医療に参加する権利としてその参加を制限しないことを要

求できる。
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また、合理的配慮と考えられる具体例として挙げられている物理的環境

への配慮や、補助器具 ・サービスの提供の中の情報提供等についての配慮

や工夫、建物や設備についての配慮や工夫、職員などとのコミュニケーシ

ョンや情報のやりとり、サービス提供についての配慮や工夫と、障害特性

に合った対応として挙げられている視覚障害者、聴覚障害者、盲ろう者、

肢体不自由者、講音障害者、失語症の人、高次脳機能障害者、内部障害者、

重症心身障害その他医療的ケアが必要な者、知的障害者、発達障害者、精

神障害者、難病者に対する対応方法(115)が医療に参加する権利に関連する。

厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要

領においては、不当な差別的取扱いに当たり得る具体例 (116)が医療に参加

する権利に関連する。また、合理的配慮の具体例として挙げられている合

理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例、合理的配慮に当たり

得る意思疎通の配慮の具体例、ルール・慣行の柔軟な変更の具体例(117)が医

療に参加する権利に関連する。

通常の社会生活や私生活を保障される権利は、医療目的達成に必要で合

理的な制約を超えた私生活や社会生活の制約を受けない権利を意味すると

する。通常の社会生活や私生活を保障される権利に関する規定の主体は、

すべての人であり障害者を含んでいる。具体例として感染症や精神医療の

分野と小児医療の分野を挙げている。

感染症や精神医療の分野では不合理な施設収容や隔離を挙げ、小児医療

の分野では入院による家族との隔離された生活や就学機会の喪失を挙げて

いる。これらの事例から判断する限り、不合理な施設収容や隔離、入院に

よる家族との隔離された生活には、対応指針が関連してくる。

対応指針との関連では、不当な差別的取扱いと考えられる具体例として

挙げられているサービスの提供を制限すること（場所 ・時間帯などの制限）

に該当する正当な理由なく診察室や病室の制限を行うことや、サービスの

提供に当たって他の者とは異なる取扱いをすることに該当する正当な理由

なく病院や施設が行う行事等への参加や共用設備の利用を制限するこ

と(118)に当たるのではないかと思う。
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人対象研究における被験者の権利に関する規定は、人を対象とする臨床

試験、臨床研究、それ以外の医学研究における被験者の基本的権利を定め

たものであるとする。人対象研究における被験者の権利に関する規定の主

体は、被験者となっているがこの中に障害者も含まれる。

被験者には、研究に関する全ての側面について十分な説明があり、研究

参加を拒否するか、参加の同意を撤回する権利のあることを知らされなけ

ればならないとする。この場合は対応指針と関連する。

主として障害者に対する説明や情報の提供に関する。たとえば、不当な

差別的取扱いと考えられる具体例として挙げられているサービスの提供を

制限すること（場所 ・時間帯などの制限）に該当する医療の提供に際して

必要な情報提供を行わないことや、サービスの提供に当たって他の者とは

異なる取扱いをすることに該当する正当な理由なく本人（本人の意思を確

認することが困難な場合は家族等）の意思に反した医療の提供を行うこと

または意思に沿った医療の提供を行わないこと (119)に当たるのではないか

と思う 。

さらに合理的配慮の具体例として挙げられている補助器具・サービスの

提供の中の情報提供等についての配慮や工夫や、職員などとのコミュニケ

ーションや情報のやりとり、サービス提供についての配慮や工夫と、視覚

障害者、聴覚障害者、盲ろう者、講音障害者、失語症の人、高次脳機能障

害者、知的障害者、発達障害者、精神障害者に対する対応方法における障

害者への情報提供手段(120)である。

国・地方公共団体の基本的責務に関する規定は、憲法25条に基づくもの

である。患者の権利を実現するためと規定されている。この患者の中には

前述したように障害者も含まれる。

国・地方公共団体の基本的責務に関する規定に基づいて具体的に実施さ

れる施策は、医療施設等の適切な配置、必要とされる診療科目の確保、医

療従事者の適切な養成と配置、個別医療機関における患者中心の最善の医

療の実現等、次章各則に述べる権利の保障のための制度 ・手続、その保障

が実現できる立法及び財政面も含めた基盤の整備、医療保険制度の拡充で
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あるとする。

これらの中で個別医療機関における患者中心の最善の医療の実現等、次

章各則に述べる権利の保障のための制度 ・手続、その保障が実現できる立

法及び財政面も含めた基盤の整備が対応指針に関連する。障害者に対する

不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の実現の視点からも、患者中心の

最善の医療の実現等、次章各則に述べる権利の保障のための制度・手続、

その保障が実現できる立法及び財政面も含めた基盤の整備が実施されなけ

ればならないと思う。

医療従事者の基本的責務に関する規定は、本法に規定する患者の権利を

保障するために定められたとする。この患者の中には前述したように障害

者も含まれる。

医療機関及び医療従事者の責務の対象は、個々の医療行為だけでなく、

医療機関における各種のシステムの整備も含まれている。これらは対応指

針との関連で捉えなければならないと思う 。

(106) 日本弁護士連合会、前掲注 (3)13頁以下。

(107)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(108)厚生労働省、前掲注 (1) 10頁。

(109)厚生労働省、前掲注 (1)12頁以下。

(110)厚生労働省、前掲注 (1)14頁以下。

(lll)厚生労働省、前掲注 (1)12頁。

(112)文部科学省、文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消

の推進に関する対応指針、平成 27年 11月26日、 9頁以下。

(https:/ /www.jfd.or.jp/info/2015/sabekai/09-mext-shishin.pdf) 

(113)厚生労働省、厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る対応要領、平成 27年 11月27日、 4頁以下。

(http: / /www. mhlw. go. jp/seisakunitsuite/bunya/hukushしkaigo/shougaishahu 

kushi/ sabetsu_kaisho/ dl/fukushi_youryou.pdf) 

(114)厚生労働省、前掲注 (1)11頁。

(115)厚生労働省、前掲注 (1)12頁以下。

(116)厚生労働省、前掲注 (113)4頁以下。

(117)厚生労働省、前掲注 (113)7頁以下。

(118)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(119)厚生労働省、前掲注 (1) 10頁以下。

(120)厚生労働省、前掲注 (1)12頁以下。
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4.2.5.2 患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(121)において、医療

における一般的基本権に関連して、最善かつ安全な医療を平等に受ける権

利に関する規定は、日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大

綱案における最高水準の健康を享受する権利に関する規定、最善の医療を

受ける権利に関する規定、安全な医療を受ける権利に関する規定、平等な

医療を受ける権利に関する規定(122)に相当する。最善かつ安全な医療を平

等に受ける権利を享受する主体は、すべての人であり障害者を含んでい

る。

前述したように、最善かつ安全な医療を平等に受ける権利に関する規定

における平等原則は、対応指針における不当な差別的取扱いの禁止(123)に

関連する。なぜならばその平等原則は例示的に列挙された事由だけでな

く、その他の事由でも不合理な差別的取扱いを禁止するからである。

自己決定権に関する規定は、日本弁護士連合会における患者の権利に関

する法律大綱案における自己決定権(124)に相当する。自己決定権の主体は、

すべての人であり障害者を含んでいる。

自己決定権に関する規定は、自己情報に関する権利、知る権利、 インフ

ォームド・コ ンセントの原則、 患者に有効な理解 ・判断能力がない場合の

適切な同意代行、臨床試験における自己決定権に関連し、これらの派生的

な権利を個別的に定めている。

自己決定権は必要十分な情報を得た上でな されるものであ り、対応指針

における不当な差別的取扱いと考えられる具体例として挙げられているサ

ービスの提供を制限することの中に入る医療の提供に際して必要な情報提

供を行わないこと (125)に関連する。

また、 障害者が知る権利を実現する手段としての合理的配慮に関連して

挙げられている補助器具 ・サー ビスの提供の中の情報提供等についての配

慮や工夫、職員な どとのコミュニケーシ ョンや情報のやりとり、サービス

提供についての配慮や工夫、視覚障害者、聴覚障害者、盲ろう者、講音障

害者、失語症の人、高次脳機能障害者、 知的障害者、発達障害者、精神障
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害者に対する対応方法における障害者への情報提供手段(126)が関連すると

思う。

医療に参加する権利に関する規定は、日本弁護士連合会における患者の

権利に関する法律大綱案における医療に参加する権利 (127)に相当する。医

療に参加する権利の主体は、すべての人であり障害者を含んでいる。

この医療に参加する権利は、患者の意思を反映させるために自己決定権

のほかに認められた権利である。この派生的な権利として患者や患者団体

の意見を反映することを求める規定、医療提供の現場において患者の苦情

解決を求める手続に関する規定が指摘されている。さらに医療の質の確

保、医療提供方法の改善、医療従事者の教育・研修内容等に対して患者・

住民が発言する権利を認める規定を置くべきではないかとする。

この医療に参加する権利は前述したように対応指針に関連する (128)ほか

に、厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応

要領(129)などにも関連する。

知る権利に関する規定は、日本弁護士連合会における患者の権利に関す

る法律大綱案における知る権利 (130)に相当する。知る権利の主体は、すべ

ての人であり障害者を含んでいる。

知る権利を自己決定の前提となる情報を知る権利と、この意味の権利を

含みつつ自己決定に関わらない根源的な知る権利に分類している。患者の

知る権利は、これらの二種類の権利を含んでいるとする。知る権利は前述

したように対応指針(131)に関連している。

学習権に関する規定は、日本弁護士連合会における患者の権利に関する

法律大綱案における学習権(132)に相当する。学習権の主体は、すべての人

であり障害者を含んでいる。個別的に患者の権利及び義務の中に知る権利

に関する規定を置いている 。

学習権の根拠を必要な情報や知りたい情報にアクセスし正確に理解する

ことに置いている。学習権を保障するために派生的に国や自治体による医

療情報及びこれを学習する機会や施設の提供、病院による院内図書館の設

置と患者への開放を求めている。
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学習権は、前述したように、文部科学省所管事業分野における障害を理

由とする差別の解消の推進に関する対応指針(133)に関連している。

病気及び障碍による差別を受けない権利に関する規定は、日本弁護士連

合会における患者の権利に関する法律大綱案における疾病又は障がいによ

る差別を受けない権利(134)に相当する。病気及び障碍による差別を受けな

い権利の主体は、すべての人であり障害者を含んでいる。派生的な権利と

して、快適な施設環境の中であるいは在宅において、最善かつ安全な医療

を受け、可能な限り社会生活に参加し、私生活を営む患者の権利や、療養

中であっても教育を受ける子どもの権利を挙げている。

この病気及び障碍によ る差別を受けない権利に関する規定は、前述した

ように対応指針そのものに関連している。

(121)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)14頁以下。

(122)日本弁護士連合会、前掲注 (3)13頁以下。

(123)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(124) B本弁護士連合会、前掲注 (3)17頁。

(125)厚生労働省、前掲注 (1)10頁。

(126)厚生労働省、前掲注 (1)12頁以下。

(127)日本弁護士連合会、前掲注 (3)18頁以下。

(128)厚生労働省、前掲注 (1)11頁以下。

(129)厚生労働省、前掲注 (113)4頁以下、7頁以下。

(130) B本弁護士連合会、前掲注 (3)16頁以下。

(131)厚生労働省、前掲注 (1)10頁。

(132)日本弁護士連合会、前掲注 (3)18頁。

(133)文部科学省、前掲注 (112)9頁以下。

(134)日本弁護士連合会、前掲注 (3)14頁。

4.2.6 国 ・地方公共団体の基本的責務

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(135)は、医療

における基本権として国・地方公共団体の基本的責務を定めている。この

規定の根拠は、憲法 25条にある。この規定の目的は、本法に規定する諸原

則や患者の権利の実現にある。具体的な施策は、医療施設等の適切な配

置、必要とされる診療科目の確保、 医療従事者の適切な養成と配置、個別
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医療機関における患者中心の最善の医療の実現、権利の保障のための制

度・手続、この保障を実現できる立法及び財政面も含めた基盤の整備、医

療保険制度の拡充であるとする。

患者中心の最善の医療の実現、権利の保障のための制度・手続、この保

障を実現できる立法及び財政面も含めた基盤の整備については、対応指針

に関連すると考える (136)。

日本医師会における医療基本法 （仮称）案(137)は、国に対して基本理念に

則り 医療に関する施策を総合的に策定し実施する責務を課し、地方公共団

体に対して基本理念に則り医療に関する施策について国との連携を図りつ

つ地域の特性に応じた施策を策定し実施する責務を課しているとする。

これらは抽象的 ・包括的に国及び地方公共団体の責務を定めている。こ

れを具体的に明らかにするために、医療提供体制を確保するための施策を

定めている。障害者に関連する事項を採り上げると、すべての国民に一定

水準の医療を受ける機会が等しく保障されることや、提供される医療の質

と安全が十分に確保されることである。これらは国の施策であり、国の財

源確保義務によって裏付け られる。これらは対応指針に関連して捉えるこ

とができる (138)0 

地域における医療行政施策は、地域の特性、地域住民の意向、医療提供

者の専門的助言を踏まえ、国による施策と調和のとれたものとする。した

がって、地方公共団体の施策においても、すべての国民に一定水準の医療

を受ける機会が等しく保障されることや、提供される医療の質と安全が十

分に確保されることが含まれていると考えてよい。それ故、地方公共団体

の施策において、対応指針への配慮が必要となる (139)0 

全日本病院協会における医療基本法案 （全日病版）（140)は、国及び地方公

共団体の責務を定めている。この責務の内容が列挙されているが、障害者

に関連する事項を採り上げると、良質かつ適切な医療を効率的に提供する

体制確保のための基本方針の策定と、良質かつ適切な医療提供体制の構築

と、これを担保する医療保険制度の構築がある。これらは、対応指針に関

連して捉えることができる (141）。 しかも、施策の経過及び結果を定期的に
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評価し、継続的に医療の質向上に努力するべきだとするので、その対応指

針が確実に実施されることが担保されると考えることができる。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(142)は、国及び地方

公共団体の基本的責務を定めている。すなわち、医療の基本理念に基づき

基本的人権を擁護する義務を課し、必要な関係法令の制定又は改廃と必要

な財政上の措置を講ずる義務を課している。これらの義務の中に障害者と

の関連で対応指針を含めて考えることができる (143)0 

これらの義務をさらに具体的に明らかにしたのが、基本的施策と国及び

地方公共団体の責務に関する諸規定(144)である。

たとえば、医療保障制度の整備に関連して、最善かつ安全な医療に適す

る医療保障制度の整備を挙げている。最善かつ安全な医療に関連して対応

指針が関連すると思う (145)。

医療供給体制の整備に関連して、等しく最善かつ安全な医療を享受する

ための必要かつ十分な医療施設等の人的・物的体制を整備し医療水準の確

保のための適切な措置、必要かつ十分な医療従事者の養成及び確保と医療

従事者の資質の向上を挙げている。等しく最善かつ安全な医療を享受する

ためと医療従事者の資質の向上のために、対応指針が関連すると思う (146)。

療養環境の整備に関連して、医療供給体制及び医療保障制度の整備を図

るにあたっての医療と介護との連続性への配慮、患者が安心でき患者の家

族が協力できる労働法制上の配慮を含む療養環境の整備を挙げている。患

者が安心でき患者の家族が協力できる労働法制上の配慮を含む療養環境の

整備に関連して、対応指針が関連すると思う (147)。

医療計画に関連して、医療供給体制・医療保障制度及び療羨環境の整備

を図るための医療基本計画の策定及び公表、地域医療計画の策定・公表、

医療基本計画及び地域医療計画を定めるにあたっての医療の地域格差の解

消・均てん化、医療基本計画及び地域医療計画を定めるにあたっての患者

団体、医療施設団体、医療従事者団体等関係者の意見が十分反映される適

切な措置を挙げている。患者団体、医療施設団体、医療従事者団体等関係

者の意見が十分反映される適切な措置に関連して、原生労働省における障
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害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領が関連すると思う (148)0 

医療安全の確保に関連して、医療の安全に関する情報の提供・研修の実

施・意識の啓発その他の医療安全確保のための必要な措置、医療事故の再

発を防止するとともに医療事故被害の迅速かつ適切な救済を実現するため

の医療事故調査のための第三者機関の設置を挙げている。医療の安全に関

する情報の提供・研修の実施・意識の啓発に関連して、対応指針が関連す

ると思う (149)。

医薬品及び医療機器に関する国の責務に関連して、医薬品及び医療機器

に関する製造、輸入、販売の承認にあたっての安全性及び有効性の十分な

配慮と適正に使用される必要な措置、患者に必要な医薬品及び医療機器の

供給状況に関する必要な情報の収集と安定供給が途絶えないための必要な

措置を挙げている。

医療に関する情報の提供に関連して、患者が医療施設の選択に関して必

要な情報を得られる適切な措置を挙げている。患者が医療施設の選択に関

しで必要な情報を得られる適切な措置に関連して、対応指針が関連すると

田 ‘ (150)心ヽつ 。

医療技術等の向上に関連して、最善•安全かつ効率的な医療の実現のた

めの医療に関する研究及び技術の開発並びに医療技術に関する評価方法の

開発の推進、臨床研究（疫学的研究等の非介入的研究を含む）における被

験者の尊厳•生命・健康・プライバシーの尊重を旨として実施するための

法律の制定を挙げている 。 被験者の尊厳•生命・健康・プライバシーの尊

重を旨として実施するための法律の制定においては、対応指針を考慮して

おかねばならないと思う (151)。

医療政策決定過程における民主性及び透明性の確保に関連して、医療施

策の適切な策定及び実施に資するために患者の意見を施策に反映し当該施

策の策定過程の民主性及び透明性を確保するための制度の整備を挙げてい

る。患者の意見を施策に反映し当該施策の策定過程の民主性及び透明性を

確保するための制度の整備に関連して、厚生労働省における障害を理由と

する差別の解消の推進に関する対応要領が関連すると思う (152)。
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患者の権利擁護に関連して、患者の権利保障を促進するための学校教育

を含めた必要な措置、患者の権利擁護を図るため患者の苦情を受け付け医

療提供者との対話の促進を含め苦情が迅速かつ適切に解決するよう援助す

る機関の設置を挙げている。患者の権利保障を促進するための学校教育に

関連して、文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消

の推進に関する対応指針が関連すると思う (153)。患者の苦情を受け付け医

療提供者との対話の促進に関連して、対応指針が関連すると思う (154)0 

患者団体等の活動の促進に関連して、患者の権利擁護及び医療の安全性

の向上を図るため患者団体等の健全かつ自律的な活動を促進するための基

本方針の策定と必要な措置を挙げている。患者団体等の健全かつ自律的な

活動の促進に関連して、厚生労働省における障害を理由とする差別の解消

の推進に関する対応要領が関連すると思う (155)。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（156)は、患者と医療従事

者との間の契約という形式を採るために国・地方公共団体の基本的責務に

言及 していない。

(135)日本弁護士連合会、前掲注 (3)21頁以下。

(136)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(137) 日本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)16頁以下。

(138)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(139)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(140)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(141)厚生労働省、前掲注 (1) 10頁以下。

(142)患者の権利法をつく る会、前掲注 (10)19頁以下。

(143)厚生労働省、 前掲注 (1)10頁以下。

(144)患者の権利法をつく る会、前掲注 (10)38頁以下。

(145)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(146)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(147)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(148)厚生労働省、前掲注 (113)4頁以下。

(149)厚生労働省、 前掲注 (1)10頁以下。

(150)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(151)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(152)厚生労働省、前掲注 (113)4頁以下。
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(153)文部科学省、前掲注 (112)9頁以下。

(154)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(155)厚生労働省、前掲注 (113)4頁以下。

(156)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

4.2.7 医療従事者の基本的責務

(771) 

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(157)は、医療

における基本権として医療従事者の基本的責務を定めている。この規定

は、医療機関及び医療従事者に向けられたものである。個々の医療行為だ

けでなく医療機関における各種のシステムの整備に対して、患者との信頼

関係を築くこと、本法に規定する諸原則や患者の権利を尊重すること、誠

実に最善かつ安全な医療を提供することを指摘する。

障害者との関連では、これらの 3要素について対応指針が関連すると思

っ:; (158) 

゜
日本医師会における医療基本法 （仮称）案(159)は、医療提供者の責務とし

て、患者の利益を優先すること、患者の意思決定を尊重すること、疾病の

治癒・健康の保持・増進または生命の質を向上すること、患者 ・国民の権

利•利益を擁護するために国 ・ 地方公共団体等に対して必要な提言及び活

動を行うことを一般的に指摘する。

これらを指摘した上で、医療提供者の権利と義務として、説明と同意、

守秘義務 ・個人情報の取扱い、適切な医療の提供、医療提供者の裁贔、研

鐙義務を定めている。

患者の利益を優先すること と患者の意思決定を尊重する ことに関連し

て、対応指針が関連すると思う (160)。

説明と同意について、医療を提供する際に患者の自己決定のために十分

な説明を行い患者の理解と同意を得る必要があるとする。この場合は対応

指針との関連で言えば(161)、不当な差別的取扱いと考え られる具体例とし

て挙げられるサービスの提供を制限すること（場所・時間帯などの制限）

の中にある医療の提供に際しで必要な情報提供を行わないことが関連す

る。また、サービスの提供に当たって他の者とは異なる取扱いをすること
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の中にある正当な理由なく本人（本人の意思を確認することが困難な場合

は家族等）の意思に反した医療の提供を行うこと又は意思に沿った医療の

提供を行わないことや、本人を無視して支援者・介助者や付添者のみに話

しかけることに関連すると言ってよい。

合理的配慮と考えられる具体例として挙げられる補助器具・サービスの

提供の中にある情報提供等についての配慮や工夫、職員などとのコミュニ

ケーションや情報のやりとり、サービス提供についての配慮や工夫が関連

すると言ってよい。

障害特性に合った対応の中にある視覚障害者、聴覚障害者、盲ろう者、

講音障害者、失語症の人、高次脳機能障害者、知的障害者、発達障害者、

精神障害者に対する対応方法における障害者への情報提供手段が関連する

と思う 。

守秘義務・個人情報の取扱いについて、医療提供者及び患者の情報を取

り扱う者の守秘義務を主として定めているが、患者及び代理人からの情報

開示請求については説明と同意で採り上げた対応指針に関して説明したこ

とが当てはまる (162)。

適切な医療の提供について、患者のために医療水準に応じた適切な医療

を提供すること、必要に応じて他の医療提供者との連携のもとに患者が希

望する医療を受けられること、患者に対して精神的・身体的に有害な結果

を発生させることのないことを挙げている。これらの中の適切な医療、患

者が希望する医療、精神的・身体的に有害な結果を対応指針に関連づけて

考えることができる (163)。

医療提供者の裁量について、合理的な判断に基づく適切な医療の実施を

指摘する。適切な医療については前述 した通りである。

研鐙義務について、常に最新の医学・医療に関する知識と技能を習得、

自らの職業の尊厳と責任に関連して、対応指針に関する知識と理解を持っ

ていなければならない (164)0 

全日本病院協会における医療基本法案 （全日病版）（165)は、医療提供者の

責務と して、医療倫理・職業倫理に則り 医療は侵襲行為である ことを十分
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に認識し良質かつ適切な医療を行うべきことを指摘する。適切な医療につ

いては前述 した通りである。医療提供者の具体的な責務を指摘した中にあ

る関係者との信頼関係の構築、標準的かつ適切な業務、良質かつ適切な医

療についても同様である。

ただし、医療提供者の 10個の責務の中にある患者や家族に対するわか

り易い説明、診断 ・治療の方針と経過の伝達、患者の気持ちゃ話しを理解

することについては、日本医師会における医療基本法（仮称）案における

説明と同意で述べたことが当てはまると言っ て良い。

患者の状態に適応した医療と患者や家族の希望に応える ことについて

は、適切な医療で述べたことと同様である。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(166)は、医療におけ

る基本的人権を擁護する権限と責務を定めている。権限の側面を強調し患

者の権利擁護者としての役割を果たすための環境整備と国や地方公共団体

に対してその役割を果たすための権利を主張するとともに、医療施設の開

設者及び医療従事者の責務を定めている。ここでは医療従事者の責務につ

いて述べる。

医療従事者の責務として、患者の権利の尊童・擁護、誠実な最善かつ安

全な医療の提供、法律上の資格と倫理基準にふさわしい能力及び品性の保

持と研鑽、医療における基本的人権の擁護、患者の求めに応じた診療経過

及び結果の報告、患者が死亡した場合における相続人の求めに応じた当該

患者の診療経過及び結果の報告、医療行為によ って患者に被害が生じた場

合における医療被害の原因の究明と再発防止の措置、患者・家族・遺族に

対する責任の有無を明らかにした十分な説明を挙げている。

患者が死亡した場合における相続人の求めに応じた当該患者の診療経過

及び結果の報告を除いた責務は、対応指針に関連づけて考えることができ

る067)0 

患者の権利の尊重・擁護、誠実な最善かつ安全な医療の提供、 法律上の

資格と倫理基準にふさわしい能力及び品性の保持と研鑽、医療における基

本的人権の擁護、医療行為によって患者に被害が生じた場合における医療
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被害の原因の究明と再発防止の措置については、対応指針が全般的に適用

されると考えてよい(168)。

しかし、患者の求めに応じた診療経過及び結果の報告、患者・家族・遺

族に対する責任の有無を明 らかにした十分な説明については、対応指針に

おける説明や情報提供に関する部分が適用されると考える (169)。この部分

は前述してきた通りである。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（170)は、契約締結の当事

者が患者と医療機関となっている関係で医療機関の義務は規定されても、

直接的に医療従事者の義務に言及されていない。

(157) 日本弁護士連合会、前掲注 (3)21頁以下。

(158)厚生労働省、 前掲注 (1) 10頁以下。

(159) 日本医師会 ・医事法関係検討委員会、前掲注 (7) 16頁以下。

(160)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(161)厚生労働省、前掲注 (1) 10頁以下。

(162)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(163)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(164)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(165)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(166)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)20頁、 51頁以下。

(167)厚生労働省、前掲注 (1) 10頁以下。

(168)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(169)厚生労働省、 前掲注 (1) 10頁以下。

(170)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

4.2.8 医療機関の基本的債務

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(171)は、医療

における基本権として医療従事者の基本的責務を定めている。この規定

は、医療機関及び医療従事者に向け られたものであり、医療機関及び医療

従事者を区別していない。したがって、医療機関の義務について、医療従

事者の義務として述べたことがそのまま当てはまる。

日本医師会における医療基本法（仮称）案(172)は、医療提供施設の責務と

して、医療提供施設の開設者及び管理者を主体として、基本理念に則るこ
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と、医療の安全を確保するための指針を定めること、良質かつ適切な医療

を提供するための措置を採ることを一般的に定めている。

その上で、医療提供施設管理者の義務として、医療の安全を確保し、良

質かつ適切な医療を提供すること、医療の質向上のため多職種の医療提供

者の協働を推進し、医療技術継承のため指導体制を整備すること 、国及び

地方公共団体が講ずる医療政策に協力し、国民の医療向上に寄与すること

を定めている。

これらの中で、医療の安全、良質かつ適切な医療については、障害者と

の関連で対応指針に関連づけて考えることができる (173)。

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（174)は、医療提供者の

責務について規定を設けているが、医療機関の責務についての言及がな

"‘ ゜
患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(175)は、医療施設の

開設者及び医療従事者の責務を定めている。医療従事者の責務については

前述したので、ここでは医療施設の開設者の責務について述べることにす

る。

たとえば、患者の権利の尊重・擁護、誠実な最善かつ安全な医療の提供、

当該施設内における患者の権利の公示その他の権利擁護のために必要な措

置、医療従事者の権利の不可侵、医療の安全を確保する指針の策定、医療

従事者に対する研修の実施その他の医療の安全を確保する措置、患者が医

療施設の選択を適切に行うための当該医療施設が提供する医療の正確かつ

適切な情報提供、患者またはその家族からの相談対応、患者の求めに応じ

た診療経過及び結果の報告、患者が死亡した場合における相続人の求めに

応じた患者の診療経過及び結果の報告、相続人が患者の医療記録の開示を

求めた場合における患者の生前の明示の意思表示に反しない限りでの対

応、医療行為によって患者に被害が生じた場合における医療被害の原因究

明と再発防止の措置、患者・家族・遺族に対する責任の有無を明らかにし

た十分な説明、患者の苦情を解決するための適切な措置が、医療施設の開

設者の責務として指摘されている。
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これらの中で、医療施設の開設者の医療従事者に対する責務と、患者が

死亡した場合における相続人の要望に対する責務は、直接的に患者に対す

るものではない。

また、これらの中で、患者の権利の尊重・擁護、誠実な最善かつ安全な

医療、患者の苦情を解決するための適切な措置は、障害者との関連で対応

指針に関連づけて考えることができる (176)。

患者の権利の公示、患者が医療施設の選択を適切に行うための医療の正

確かつ適切な情報提供、患者またはその家族からの相談対応、患者の求め

に応じた診療経過及び結果の報告、患者の生前の明示の意思表示、患者・

家族・遺族に対する責任の有無を明らかにした十分な説明は、対応指針に

おける説明や情報提供に関する部分に関連づけて考えることができる (177)0 

この部分は、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮、障害特性への対応

で述べてきたことが当てはまる。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（178)は、医療従事者の義

務には言及がなく医療機関の義務を定めている。 したがって、医療機関の

義務について述べることにする。

医療機関が負うべき 一般的義務として、疾病の回復を図るための誠実な

最善の医療の提供、患者の権利の尊重 ・擁護、医療従事者に対する法律上

の資格に相応しい医学的能力と品格保持のための研鑽の機会の提供が指摘

されている。これらは通常指摘されている事項であり、対応指針に関連す

る(179)。

医療機関が負うべき転医・転送義務として、患者の同意を得た上での適

切な設備・専門医を配置した医療機関への転医、患者の病状に照らした最

も安全かつ迅速な方法による患者の転送が指摘されている。後者は対応指

針が一般的に当てはまり、前者の患者の同意の部分は、この対応指針の説

明や情報提供に関する部分に関連する (180)。

患者のプライバシー保護について、患者の個人情報に対する患者の書面

による事前の同意を条件とした第三者への開示が指摘されている。患者の

書面による事前の同意について、対応指針における説明や情報提供に関す
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る部分に関連する (181)。

契約の終了事由について、治癒、寛解、症状固定、転院などを理由にし

た合意による本契約の終了が指摘されている。この合意の部分には、対応

指針における説明や情報提供に関する部分が関連する (182)。

患者の申出による契約終了について、患者が何時でも申出によ って本契

約を終了させることができることが指摘されている。患者にとって申出が

可能な状態を作っておかねばならないので、この申出の部分には、対応指

針が関連すると言ってよい (183)。

受診の中止について、自院または他院において診療を受けるよう促す通

知が指摘されている。この通知の部分には、対応指針における説明や情報

提供に関する部分が関連する (184)0 

説明及び報告の義務について、診療、検査、投薬、手術、その他の医療

行為の実施に先立って説明 しなければな らない事項や、 何時でも説明を求

めることができる事項が指摘されている。

これらは、対応指針における説明や情報提供に関する部分に関連す

る(185)。

転医の機会を与えるための説明義務について、患者の求めがあった場合

において専門医に尋ねコンピューターによる検索を行う等可能な限り調査

して患者に対し調査結果を示さなければならない事項が指摘されている。

この場合も、対応指針における説明や情報提供に関する部分が関連す

る(186)。

セカ ンド・オピニオ ンの権利について、患者の疾患に対する診断及び治

療法の選択につき他の医療機関の判断を受ける権利のあることを告げるこ

とや、患者が希望する場合に適切な医療機関を紹介することが指摘されて

いる。

このような告知や紹介は、同様に、対応指針における説明や情報提供に

関する部分に関連する (187)。

説明及び同意の方式について、患者の理解力、認識力、判断力、年齢な

どを考慮し患者の精神状態を踏まえた上で患者の理解可能な説明をするこ
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とは、まさしく対応指針を先取りしていたと評価できる (188)。

前述した説明及び報告の義務と転医の機会を与えるための説明義務につ

いて書面により行うこと、手術 ・侵襲的検査等の患者の身体に重大な影響

を与える医療行為を行う場合において医療従事者に書面により説明及び報

告を行わせること、手術・侵襲的検査等の患者の身体に重大な影響を与え

る医療行為を行う場合において患者の書面による同意を得ることも、対応

指針における説明や情報提供に関連づけて捉えることができる (189)。

自己決定権について、前述した説明及び報告の義務、転医の機会を与え

るための説明義務、セカンド・オピニオンの権利、説明及び同意の方式に

おいて指摘されている説明または報告を得た上でなされる医療行為の同

意 ・選択・拒否についても、同様に、対応指針における説明や情報提供に

関連する (190)0 

同意権者について、患者の能力の程度に応じて患者自身に対しても説明

及び報告を行う場合は、対応指針における説明や情報提供に関連する (191)。

顛末報告義務について、医療行為の経過及び結果に関する説明及び報告

義務が指摘されている。この場合も、対応指針における説明や情報提供に

関連する (192)。

患者死亡時の顛末報告義務について、患者による生前の反対の意思表示

が指摘されている。これは、対応指針における説明や情報提供に関連して

捉えることができる (193)。

療養指導義務について、医療行為を実施した場合に患者が遵守すべき事

項の告知等の療養の指導が指摘されている。この場合も、対応指針におけ

る説明や情報提供に関連して捉えることができる (194)。

診療録等の閲覧．交付、診療報酬明細書等の閲覧．交付、要約説明文書

の交付については、説明や情報提供に限定されないので、対応指針自体に

関連すると言って良い (195)。

診療記録等の閲覧等の拒絶や患者による拒絶の正当性に関する仲裁判断

の申立てについて、対応指針に関連して捉えることができる (196)0 

診療録等の保存期間に関連した患者に関する診療録等（原本）の交付請
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求についても、 同様である。

患者に関する診断、投薬、 手術、 入院、通院と治療の経過及び結果、 出

生、死産、死亡等の事実の証明書の交付についても 、同様である。

(171) 日本弁設士連合会、前掲注 (3)21頁。

(172)日本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)16頁以下、 18頁以下。

(173)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(174)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(175)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、20頁、51頁以下。

(176)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(177)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(178)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

(179)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(180)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(181)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(182)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(183)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(184)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(185)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(186)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(187)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(188)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(189)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(190)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(191)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(192)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(193)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(194)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(195)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(196)厚生労働省、 前掲注 (1)10頁以下。

4.2.9 国民の責務

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(197)は、国民

の責務について定めていない。

日本医師会における医療基本法（仮称）案(198)は、国民の責務について定

めている。これを列挙すると 、たとえば、常に 自らの健康に関心を持つこ

と、 国民全体の社会的連帯の考え方を理解するこ と、医療施策に関する相
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応の負担と適切な受療、医療が国民共通の社会的資産であることを理解す

ること、具体的状況に応じて適切な方法で医療を受けることであるとす

る。

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（199)は、国民や患者の

責務というタイトルの下で、日常から自らの健康に関心を持ちその増進に

努めること 、社会的連帯の考え方を理解すること、医療施策に関する相応

の負担と適切な受療を挙げている。

国民の責務に関する日本医師会における医療基本法（仮称）案と全H本

病院協会における医療基本法案（全日病版）には、共通性があることが分

かる。全日本病院協会における医療基本法案 （全日病版）には国民や患者

の責務に関する補足説明があり 、内容から理解する限り医者に掛かる以前

の責務と医者に掛かった後の責務に分かれている。医者に掛かる以前の責

務は国民の責務についてのものであり、 日本医師会における医療基本法

（仮称）案における具体的状況に応じて適切な方法で医療を受けることに

重なるのではないかと思う。医者に掛かった後の責務は患者の責務である

と推測する。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(200)は、医療の公共

性を踏まえた医療の適正利用、自らの健康状態を自覚し健康の増進に努め

ることであるとする。

これらの点は、日本医師会における医療基本法（仮称）案と全日本病院

協会における医療基本法案（全日病版）と同じであると評価できる。

しかし、病気や障碍をその努力義務に違反した結果としないとすること

は、病気や障碍に よる差別となるから挿入された規定であるとする。この

観点は障害者差別解消法の趣旨から判断して正当である。

愛知県弁護士会における医療契約書 （モデル案）（201)は、国民の責務につ

いて定めていない。それは、患者と医療機関との間の契約という形式を採

用しているからである。

(197)日本弁護士連合会、前掲注 (3)10頁以下。
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(198)日本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)17頁。

(199)全日本病院協会、前掲注 (9)81頁。

(200)患者の権利法をつくる会、 前掲注 (10)、20頁以下。

(201)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

4.2.10 その他の関係者の責務及び関係諸団体の役割

(761) 

患者の権利法をつくる会における医療基本法要網案(202)は、医療に関す

るその他の関係者の責務及び関係諸団体の役割について定めている。

たとえば、医療施設団体及び医療従事者団体の役割、保険者の責務、事

業者の責務、事業者団体の役割、患者団体等の役割である。

医療施設団体の活動の目的の中で重要なのは、医療施設の開設者の基本

的責務を果たすために遵守すべき倫理指針の作成の支援、医療の基本理念

の実現、患者の権利の擁護である。また、医療従事者の団体の活動の目的

の中で重要なのは、各医療従事者の基本的責務を果たすために遵守すべき

倫理指針の作成、医療の基本理念の実現、患者の権利の擁護である。

これらは、対応指針に関連して捉えることができ る(203)。保険者の責務

については、対応指針と直接的な関係がない。

事業者の責務について対応指針に関連するのは (204)、医療関係者及び患

者等、医薬品等を利用する者に対し、適正な使用のために必要な情報を提

供することとする部分である。特に患者等、医薬品等を利用する者に対し

て、その対応指針における説明や情報提供が関連すると言って良い。

事業者団体の役割について、事業者が責務を果たすために遵守すべき基

準の作成の支援、その他の事業の公共性を確保するための自主的な活動を

採り上げている。

事業者が責務を果たすために遵守すべき基準の作成の支援については、

医療関係者及び患者等、医薬品等を利用する者に対し、適正な使用のため

に必要な情報を提供することとする部分に関する限り、対応指針における

説明や情報提供が関連すると言って良い (205)。

患者団体等の役割について、疾病及びその治療に関する情報の収集及び

提供、意見の表明などを採り上げている。この場合も、対応指針における
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説明や情報提供が関連すると言って良い(206)。

日本医師会における医療基本法（仮称）案(207)は、医療提供者の責務と並

んで医療提供者が構成する専門職能団体の責務に言及していた。この内容

は、国 ・地方公共団体等に対して必要な提言及び活動を行うことである。

その他の関係者の責務及び関係諸団体の役割は、日本弁護士連合会にお

ける患者の権利に関する法律大綱案、全日本病院協会における医療基本法

案（全日病版）、愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）において

採り上げられていない。

(202)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、59頁以下。

(203)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(204)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(205)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(206)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(207) 日本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7) 16頁。

4.2.11 患者の個別的な権利及び義務

患者の個別的な権利及び義務は、前述した医療における一般的基本権を

具体化したものとして位置づけることができる。内容的に両者は重複する

場合があるが、ここではできるだけ別の観点から論じておくことにする。

4.2.11.1 医療情報にアクセスする権利

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(208)は、医療

情報にアクセスする権利を知る権利の具体化と捉える。

この権利の保障のために国・地方公共団体の役割とされているのは、疾

病・治療・予防に関する情報と医療機関等医療提供体制・医療保険制度等

に関する情報の整理、広くアクセス可能な状態にすること、利用する側の

特徴に合わせた手段・方法で提供することである。

また、同様に医療機関の役割とされているのは、個人の具体的診療に関

する情報の管理と開示手続の整備である。

したがって、いずれの場合も、利用する側の特徴に合わせだ情報の開示
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手続が必要である。この場合に、対応指針が基準となる (209)。

日本医師会における医療基本法（仮称）案(210)は、医療情報にアクセスす

る権利に関連する規定として守秘義務 ・個人情報の取扱いと医療情報の提

供を受ける権利を定めている。これらに規定されている医療提供者に対す

る診療情報の開示請求、医療提供者から理解しやすい方法で十分な説明を

受けること、診療記録等の開示を受けることに関する障害者のための基準

として、対応指針を挙げることができる (211)0 

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（212)は、 明確に医療情

報にアクセスする権利を位置づけていない。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(213)は、医療情報に

アクセスする権利に関連する規定として自己情報に関する権利の中に医療

記録開示請求権を定めている。医療記録開示請求権はプライバシー権と自

己決定権から正当化されている。

医療記録開示請求権の障害者のための基準として、対応指針を挙げるこ

とができる (214)。

愛知県弁護士会における医療契約書 （モデル案）（215)は、医療情報にアク

セスする権利に関連する規定として診療録等の閲覧．交付を定めている。

同様に、 診療録等の閲覧．交付の障害者のための基準として、対応指針

を挙げることができる (216)。

(208)日本弁護士連合会、 前掲注 (3)22頁。

(209)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(210) 日本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)17頁。

(211)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(212)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(213)患者の権利法をつ くる会、前掲注 (10)、24頁以下。

(214)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(215)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

(216)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.2.11.2 患者の個人情報の保護

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(217)は、患者
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の個人情報保護をプライバシー権として定める。

正当な理由なく個人情報は第三者に開示されてはならないと規定する場

合に、正当な理由の中に患者の同意を含むとする。したがって、この場合

は、対応指針と関連付けることができる (218)。

日本医師会における医療基本法（仮称）案(219)においては、守秘義務・個

人情報の取扱いと秘密及びプライバシーの保護を患者の個人情報の保護と

して採り上げることができる。

個人情報を正当な事由なく他人に漏らしてはならないことにおいて、正

当な事由の中に患者の同意を含む。したがって、患者の同意に関連して、

障害者のための対応指針を挙げることできる (220)。

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（221)は、明確に患者の

個人情報の保護を位置づけていない。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(222)においては、自

己情報に関する権利の中の個人情報の保護と事前の同意なしの第三者への

不開示を患者の個人情報の保護として位置づけることができる。

事前の同意なしの第三者への不開示については、同様に、対応指針を挙

げることできる (223)0 

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（224)においては、患者の

プライバシー保護を患者の個人情報の保護として位置づけることができ

る。

個人情報を患者の書面による事前の同意がなければ第三者に開示しては

ならないとする。書面という用語が出てくるのが特徴である。これを口頭

よりも書面を介した方が厳格になるという趣旨であると理解する。

書面による事前の同意について、障害者のために対応指針を挙げること

できる (225)。

(217)日本弁護士連合会、前掲注 (3)22頁以下。

(218)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(219)日本医師会 ・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)18頁。

(220)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。
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(221)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(222)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、24頁以下。

(223)厚生労働省、前掲注 (1) 10頁以下。

(224)愛知県弁護士会、前掲注 (12) 1頁。

(225)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.2.11.3 医療記録の開示請求

(757) 

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(226)は、医療

記録の開示請求を医療情報にアクセスする権利の一部として位置づける。

医療情報の開示請求は、医療情報の提供、医療記録の閲覧、医療記録の写

しの交付に関する。開示の対象は、カルテ、看護記録、検査表、画像、診

療報酬明細書などであるとする。

医療情報の開示請求は、障害者との関連で対応指針を挙げることでき

る(2初）。

日本医師会における医療基本法（仮称）案(228)は、前述した守秘義務・個

人情報の取扱いに関する規定の一部として診療情報の開示を認める場合、

診療情報の提供を受ける権利に関する規定の一部として診療記録等の開示

を受けることができる場合を定める。診療情報の開示及び診療記録等の開

示に関連して、対応指針を採り上げることができる (229)。

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（230)は、医療記録の開

示請求を定めていない。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(231)は、自己情報に

関する権利の中に医療記録開示請求権を定めている。

愛知県弁護土会における医療契約書（モデル案）（232)は、診療録等の閲

覧．交付を定めている。

どちらも対応指針に関連付けることができる (233)0 

(226) 日本弁護士連合会、前掲注 (3)23頁以下。

(227)厚生労働省、前掲注 (1) 10頁以下。

(228) 日本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7) 18頁以下。

(229)厚生労働省、前掲注 (1) 10頁以下。

(230)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。
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(231)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、24頁以下。

(232)愛知県弁護士会、前掲注 (12) 1頁。

(233)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.2.11.4 診療に関して説明を受ける権利
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日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(234)は、診療

に関して説明を受ける権利を定めている。この権利は、インフォ ームド ・

コンセント、プライバシー権、自己決定権に関連付けて理解されている。

この規定は、診療内容等について理解できるよう十分かつ適切な説明を

求めること、説明の概要を記載した書面の交付を求めること、遺族が患者

が死亡に至るまでの診療の経過と死亡原因について理解できるよう十分か

つ適切な説明を求めることを定めている。

これらの内容は、対応指針に関連付けて理解することができる (235)0 

日本医師会における医療基本法（仮称）案(236)は、診療情報の提供を受け

る権利を定めている。医療提供者から理解しやすい方法で十分な説明を受

けることがポイントである。

この点は、対応指針に関連付けて理解することができる (237)0 

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（238)は、医療提供者の

責務に関する補足説明の中で、患者や家族にわかり易い説明を心がけるこ

と、 診断 ・治療の方針と経過をはっきり伝えること、患者の気持ちゃ話し

を理解しようと努力すること、患者や家族の希望に応える努力をすること

を診療に関して説明を受ける権利として位置づけていると理解できる。

これらは、対応指針に関連付けて理解することができる (239)。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(240)は、知る権利を

定めている。この権利は自己決定の前提となる情報を知る権利として理解

し、十分に理解できるまで説明と報告を受ける権利とする。

これらの内容は、対応指針に関連付けて理解することができる (241)。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（242)は、説明及び報告の

義務に関する規定を定めている。この規定は、説明及び同意の方式に関す

る規定と関連付けて理解する必要がある。
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これらの諸規定全体が、対応指針に関連付けて理解することができる

が(243）、特に患者の理解力、認識力、判断力、年齢などを考慮し、患者の精

神状態を踏まえた上で、患者の理解可能な説明をする点はその対応指針と

直接関連すると言って良い。

(234) 日本弁護士連合会、前掲注 (3)24頁以下。

(235)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(236) 日本医師会 ・医事法関係検討委員会、前掲注 (7) 19頁。

(237)厚生労働省、前掲注 (1) 10頁以下。

(238)全日本病院協会、前掲注 (9)81頁。

(239)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(240)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、26頁以下。

(241)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(242)愛知県弁護士会、前掲注 (12) 1頁。

(243)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.2.11.5 セカンド・オピニオンを受ける権利

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(244)は、 セカ

ンド・オピニオンを受ける権利を定めている。これは、自己決定権の行使

を保障するためであるとする。

セカンド・オピニオンを受ける権利を行使するために、現に受診してい

る医師または医療機関から必要な情報の提供を受けることができるとす

る。この点は、対応指針に関連付けることができる (245)。

日本医師会における医療基本法（仮称）案(246)は、自己決定権の中で他の

医療提供者からの助言・意見を求めることができるとする規定を持ってい

る。これ以上のことは述べられていない。

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（247)は、セカンド・オ

ピニオンを受ける権利を定めていない。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(248)は、セカンド・オ

ピニオンを受ける権利を定めている。これは、自己決定権の行使を保障す

るためであると する。意見を求めることができる対象者は、同一医療施設

の別の医療従事者、あるいは、他の医療施設の医療従事者であるとする。
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愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（249)は、セカンド・オピ

ニオンを受ける権利を定めている。その際に、医療機関が患者に他の医療

機関の判断を受ける権利のあることを告げることと適切な医療機関を紹介

することを述べている。

告知と紹介について、対応指針に関連付けることができる (250)。

(244) 日本弁護士連合会、前掲注 (3)25頁以下。

(245)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(246) 日本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7) 19頁。

(247)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(248)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、27頁以下。

(249)愛知県弁護士会、前掲注 (12) 1頁。

(250)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.2. 11.6 患者の自己決定権

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(251)は、患者

の自己決定権を定めている。この規定は、自己決定権の行使のために正確

で分かりやすい説明を受けて十分に理解した上で自由な意思に基づく必要

があることを述べている。また、自己決定のための必要な援助を受けるこ

とができるとする。

これらの点について、対応指針に関連付けることができる (252)0 

さらに、国・地方公共団体の役割として、障害の状態に応じた援助、使

用言語での通訳、患者の年齢等理解に応じた説明の援助などができる者の

育成とこれらの利用の保障、患者と医療従事者との十分なコミュニケーシ

ョンを援助する制度整備が提案されている。これらは正当であり、患者と

医療従事者との双方向のアプローチが必要である。

合理的配慮の提供の場面に限定して言えば、医療従事者側から合理的配

慮を求める場合に、障害者の単独の意思表明ができれば良いが、そうでな

い場合は意思表明を支援する者が必要であり、支援者を通じて意思表明を

することになる。この支援者制度の充実が必要であり、支援者の支援も必

要である。
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日本医師会における医療基本法（仮称）案(253)は、患者の自己決定権を定

めている。自己決定権の行使のために医療提供者からの十分な説明を受け

たことを条件としている。

この条件の部分は、対応指針に関連付けることができる (254)。

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（255)は、患者の自己決

定権を定めていない。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(256)は、患者の自己

決定権を定めている。この自己決定権は、医療従事者の誠意ある説明、助

言、協力、指導などを得たうえで自由な意思に基づくことを前提にしてい

る。したがって、医療行為に関する説明、報告を理解し、同意 ・選択 ．拒

否する能力が欠如している場合は、患者の代理人を必要とするとする。

誠意ある説明、助言、協力、指導について、対応指針に関連付けること

ができる (257)。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（258)は、患者の自已決定

権に関する条項を置いている。この条項は、説明及び報告の義務に関する

条項、転医の機会を与えるための説明義務に関する条項、セカンド・オピ

ニオンの権利に関する条項、説明及び同意の方式に関する条項に定める医

療機関の説明または報告を得た上で自由な意思に基づくことを条件とす

る。

医療機関の説明または報告については、対応指針に関連付けることがで

きる (259)。

(251)日本弁設士連合会、前掲注 (3)26頁以下。

(252)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(253)日本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)19頁。

(254)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(255)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(256)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、29頁以下。

(257)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(258)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

(259)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。
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4.2.11.7 判断能力が欠ける患者

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(260)は、判断

能力が欠ける患者に関する規定を有している。この規定は、患者の自己決

定権を保障するために設けられたとする。

判断能力を欠如した患者を代弁できる者はまず、家族、次に、その他患

者を保護する者と したとする。

その他患者を保護する者を採り上げた理由は、家族が患者を虐待してい

る場合、患者と家族の利害が相反する状況にある場合、家族が存在しない

場合、長年にわたりほとんど患者と交流がない場合を考慮した結果である

とする。

したがって、その他患者を保護する者の確定、その他患者を保護する者

と家族との関係に関する制度整備を提案している。

しか し、患者の能力に応じて、患者の家族、その他患者を保護する者、

医師及びその他の医療従事者は、患者をその意思決定の過程に関与させる

べきだとする。

H本医師会における医療基本法（仮称）案(261)は、判断能力が欠ける患者

に関する規定を有していない。

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（262)は、判断能力が欠

ける患者に関する規定を有していない。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(263)は、判断能力が

欠ける患者に関する規定を有している。日本弁護士連合会における患者の

権利に関する法律大綱案の場合と異なり、判断能力を欠如した患者を代弁

できる者はまず家族、次にその他患者を保護する者とせずに、患者に代わ

って患者の最善の利益を代弁することのできる法律上の権限を有する者と

した。

患者の代理人を必要とする原因は、医的侵襲行為に同意を与える家族が

いない場合はどうするのか、普段交流のない親族の同意を得れば良いの

か、判断能力が欠如した幼児、高度の精神疾患者、認知症の患者、遷延性

意識障害の患者の場合はどうするのか、 未成年者に一定の判断能力が備わ
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っている場合や高度ではない精神疾患や認知症の患者の場合はどうするの

かなどが指摘されている。

これらの事情と日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱

案におけるその他患者を保護する者を出した理由を考慮するならば、立法

的解決が望ましいであろう 。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（264)は、判断能力が欠け

る患者に関する規定を有している。すなわち、同意権者に関する規定であ

る。

判断能力を欠如する場合には、患者自身が未成年者である場合または患

者が意思能力を有しない場合を除いて、説明及び報告を受ける第三者をあ

らかじめ指定するとする。

説明及び報告を受ける第三者をあらかじめ指定していない場合は、患者

の親権者または患者の配偶者、匝系血族、同居の親族などの患者の健康状

態に密接な関係を持つ者であるとする。

医療機関は、患者の能力の程度に応じて説明及び報告に患者も関与させ

る努力義務を課されている。

患者に判断能力がなく第三者が代弁する場合に、だれを代弁者にするの

かについて、日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案、

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案、愛知県弁護士会にお

ける医療契約書（モデル案）のそれぞれにおいて異なっていると評価でき

る。

患者が指定した第三者、家族、その他患者を保護する者という順序でよ

いのではないかと思う 。

(260) 日本弁護士連合会、前掲注 (3)27頁以下。

(261)日本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)15頁以下。

(262)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(263)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、29頁以下。

(264)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。
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4.2.11.8 緊急時に実施すべき医療同意

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(265)は、緊急

時に実施すべき医療同意に関する規定を持っている。この規定は、患者の

自己決定権を保障するためのものとする。

この場合は、緊急時に患者が意識不明であった場合、代諾者がいない場

合、 速やかに代諾者の同意を得られない場合を想定している。ただし、患

者の事前の明確な意思に反する場合を除いている。

この患者の事前の明確な意思については、対応指針に関連付けて考える

こと ができる (266)。

日本医師会における医療基本法 （仮称）案(267)は、緊急時に実施すべき医

療同意に関する規定を持っていない。

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（268)は、緊急時に実施

すべき医療同意に関する規定を持っていない。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(269)は、緊急時に実

施すべき医療同意に関する規定を持っていない。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（270)は、緊急時に実施す

べき医療同意に関する規定を持っていない。

(265) 日本弁護士連合会、 前掲注 (3)28頁以下。

(266)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(267) B本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)15頁以下。

(268)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(269)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、29頁以下。

(270)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

4.2.11.9 医療機関の選択及び変更

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(271)は、医療

機関の選択及び変更に関する規定を有している。これは、自己決定権の保

障に基づくものであるとする。

患者が転医に必要な情報を受けることは、対応指針に関連付けることが

できる (272)0 
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日本医師会における医療基本法（仮称）案(273)は、医療機関の選択及び変

更に関する規定を有していない。

全日本病院協会における医療碁本法案 （全日病版）（274)は、医療機関の選

択及び変更に関する規定を有していない。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(275)は、医療機関の

選択及び変更に関する規定を有している。これは、医療施設の開設者の努

力義務として規定されている。前述したように、当該医療施設が提供する

医療について正確かつ適切な情報の提供、患者またはその家族からの相談

について、対応指針に関連付けることができる (276)。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（277)は、医療機関の選択

及び変更に関する規定を有している。これは、医療機関が負うべき転医 ・

転送義務と転医の機会を与えるための説明義務の中に定められていると評

価できる。

医療機関が負うべき転医・転送義務に関連して、患者の同意を得る場合

と最も安全かつ迅速な方法により患者を転送する場合、転医の機会を与え

るための説明義務に関連して、専門医に尋ねたりコンピューターによる検

索を行う 等可能な限り調査して患者に対し調査結果を示す場合に、対応指

針に関連付けることができる四8)0 

(271)日本弁護土連合会、前掲注 (3)29頁以下。

(272)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(273)日本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)15頁以下。

(274)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(275)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、56頁。

(276)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(277)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

(278)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.2.11.10 患者の虐待禁止

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(279)は、患者

の虐待禁止に関する規定を有している。この規定は、人間の尊厳の保障の

原則を具体化したものと評価され、 最善かつ安全な医療を受ける権利及び
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自己決定権の保障からも裏付けられている。

日本医師会における医療基本法（仮称）案(280)は、患者の虐待禁止に関す

る規定を有していない。

全日本病院協会における医療墓本法案（全日病版）（281)は、患者の虐待禁

止に関する規定を有していない。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(282)は、患者の虐待

禁止に関する規定を有している。この規定を置く理由は、精神病患者、認

知症患者、感染症患者等に対して不当・違法な拘束などの虐待があったこ

とであるとする。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（283)は、患者の虐待禁止

に関する規定を有していない。

なお、虐待禁止について、平成十一年厚生省令第四十号介護老人保健施

設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第 13条4項がある。

(279) 日本弁護士連合会、前掲注 (3)33頁以下。

(280) 日本医師会 ・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)15頁以下。

(281)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(282)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、31頁以下。

(283)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

4.2.11.11 患者の自由制限措置

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(284)は、患者

の自由制限措置に関する規定を有している。この条件は、緊急かつ他に取

り得る手段がないなどのやむを得ない場合、法の適正手続に基づいた必要

最小限度の範囲である。

日本医師会における医療基本法（仮称）案(285)は、患者の自由制限措置に

関する規定を有していない。

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（286)は、患者の自由制

限措罹に関する規定を有していない。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(287)は、患者の自由

制限措置に関する規定を有している。この条件は、緊急かつ他に取り得る
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手段がないなどのやむを得ない場合、法の適正手続に基づいた必要最小限

度の範囲である。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（288)は、患者の自 由制限

措置に関する規定を有していない。

なお、患者の自由制限措置について、精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察

等に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律がある。

(284) 日本弁護士連合会、前掲注 (3)34頁。

(285) 日本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)15頁以下。

(286)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(287)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、31頁以下。

(288)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

4.2.11.12 医療事故の被害救済を求める権利

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大網案(289)は、医療

事故の被害救済を求める権利に関する規定を有 している。この規定は、人

間の尊厳の保障と安全な医療を受ける権利から導かれている。

その内容は、迅速 ・公正かつ適切に被害の救済を求めることができるこ

とと無過失補償制度である。

日本医師会における医療基本法（仮称）案(290)は、医療提供者に対し患者

が精神的・身体的に有害な結果を受けない努力義務を課している。

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（291)は、医療事故の被

害救済を求める権利に関する規定を有していない。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(292)は、医療事故の

被害救済を求める権利に関する規定を持っている。この規定は、最善かつ

安全な医療を受ける権利との関連で理解されている。この内容は、迅速か

つ適切な救済を受けることである。

医療施設の開設者および医療従事者に対し、医療被害の原因の究明に努

め再発防止の措置を講じることと 、患者・家族 ・遺族に対 し責任の有無を
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明らかにした十分な説明を行うことを課している。この点は、対応指針に

関連付けることができる (293)。

愛知県弁護士会における医療契約書 （モデル案）（294)は、医療事故の被害

救済を求める権利に関する規定を持っている。 医療機関の賠償責任の規定

が定められている。

なお、予防接種健康被害救済制度、医薬品副作用•生物由来製品感染等

被害救済制度、臨床試験における補償制度、献血事業者に よる補償制度、

骨髄移植におけるドナーの補償制度、産科医療補償制度がある。

(289)日本弁護士連合会、前掲注 (3)35頁以下。

(290) 日本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7) 18頁。

(291)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(292)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、35頁以下。

(293)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(294)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

4.2.11.13 医療事故調査を求める権利

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(295)は、医療

事故調査を求める権利に関する規定を有している。この規定は、人間の尊

厳と最善かつ安全な医療の原則と関連付けて理解されている。

その内容は、医療機関に対して事故に関する事実の経過・事故の原因・

再発防止策について医療事故調査委員会を設置し調査結果の報告を求める

こと、国が設置する独立の第三者医療事故調査機関に対して事故に関する

事実の経過 ・事故の原因・再発防止について調査及びその調査結果の報告

を求めることである。

調査結果の報告について、対応指針に関連付けることができる (296)。

日本医師会における医療基本法（仮称）案(297)は、医療事故調査を求める

権利に関する規定を有していない。

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（298)は、医療事故調査

を求める権利に関する規定を有していない。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(299)は、国と医療施
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設の開設者に対して医療事故調査の責務を課 している。この責務は、安全

な医療と医療事故の被害救済を求める権利と関連付けられている。

国の責務は、医療事故の再発の防止と医療事故被害の迅速かつ適切な救

済のための医療事故調査のための第三者機関を設置することである。医療

施設の開設者の責務は、当該医療施設における医療の安全を確保すること

である。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（300)は、患者死亡時の顛

末報告義務を医療機関に課している。すなわち、医療機関は患者があらか

じめ指定した第三者か、あるいは、患者が指定した第三者がいない場合に

は患者の遺族に対して、医療行為の経過及び結果の説明及び報告をするこ

と、患者があらか じめ指定した第三者あるいは遺族が医療機関に対し患者

の死因解明に必要な措置を求めることができる ことが、 顛末報告義務の内

容である。

この規定は、事故に限定せず患者の死亡一般について適用される。

なお、医療法の改正により医療事故が発生した場合に、医療機関におけ

る医院内調査を実施し、この調査報告を分析・検討する医療事故調査・支

援センターができた。

(295) 日本弁護士連合会、前掲注 (3)36頁以下。

(296)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(297)日本医師会 ・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)15頁以下。

(298)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(299)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、44頁以下。

(300)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

4.2.11.14 患者の権利を尊重するための手続

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(301)は、患者

の権利を尊重するための手続に関する規定を有している。医療事故につい

ては別の規定があるので、医療事故以外のプライバシーの侵害や差別的取

扱いなどを想定しているとする。この点は、対応指針に関連付けることが

でき (302)、不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供に関する患者の権利
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を尊重するための手続を作るべきである。

その規定の内容は、医療機関に対して苦l胄を申し立て、その適切かつ迅

速な対応を求めること、患者の権利擁護員を置くか患者の権利擁護委員会

を設置すること、国または地方公共団体が法制上の措置その他必要な措置

をすることであるとする。

日本医師会における医療基本法（仮称）案(303)は、患者の権利を尊重する

ための手続に関する規定を有していない。

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（304）は、患者の権利を

尊重するための手続に関する規定を有していない。

患者の権利法をつ くる会における医療基本法要綱案(305)は、患者の権利

を尊重するための手続に関する規定を有している。この内容は、医療施設

の開設者に対して苦情を 申し立て、迅速かつ適切な調査及び解決を求める

ことである。この場合も、対応指針に関連付けることができる (306)0 

この権利に対応するために、 地方公共団体の責務として苦情解決のため

の機関の設置、医療施設の開設者の責務として患者の苦情を解決するため

の適切な措置を別に定めている。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（307)は、紛争の解決方法

に関する条項を持っている。これは、センターの斡旋、仲裁、訴訟に言及

している。その紛争の中には、対応指針に関連付けることができ(308)、不当

な差別的取扱いや合理的配慮の不提供が含まれると考える。

(301)日本弁護士連合会、前掲注 (3)37頁以下。

(302)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(303)日本医師会 ・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)15頁以下。

(304)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(305)患者の権利法をつくる会、 前掲注 (10)、36頁以下。

(306)厚生労働省、前掲注 (1) 10頁以下。

(307)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

(308)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.2.11.15 患者の権利審査会

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(309)は、患者
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の権利審査会に関する規定を持っている。これは、院内で患者の権利擁護

員の活動によって解決できない場合や患者の権利擁護委員会としても扱え

ないような要求であった場合などに備えるためであるとする。この場合

は、対応指針に関連付けることができる (310)0 

日本医師会における医療基本法（仮称）案(311)は、患者の権利審査会に関

する規定を有していない。

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（312)は、患者の権利審

査会に関する規定を有していない。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(313)は、地方公共団

体に苦情が迅速かつ適切に解決するよう援助する機関を設置するなど必要

な措置を求めている。この場合も、対応指針に関連付けることができ

る(314)0 

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（315)は、患者の権利審査

会に関する規定を有していない。

(309) 日本弁護士連合会、前掲注 (3)38頁。

(310)厚生労働省、前掲注 (1) 10頁以下。

(311) 日本医師会 ・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)15頁以下。

(312)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(313)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、50頁以下。

(314)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(315) 愛知県弁護士会、前掲注 (12) 1頁。

4.2.11.16 臨床試験における権利

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(316)は、前述

した医療における一般的基本権において人対象研究における被験者の権利

を定めている。人を対象とする臨床試験、臨床研究、それ以外の医学研究

における被験者の基本的権利を定めたものであるとする。被験者には、研

究に関する全ての側面について十分な説明があり、研究参加を拒否する

か、参加の同意を撤回する権利のあることを知らされなければならないと

する。この点で、対応指針と関連づけることができる(317)。ただし、説明と
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同意だけでなく、第三者による倫理審査を経るなどの手続的担保が必要で

あるとする。全ての人対象研究を一元的に規制する法律を提案している。

日本医師会における医療基本法（仮称）案(318)は、臨床試験における権利

を定めていない。

全日本病院協会における医療基本法案 （全日病版）（319)は、臨床試験にお

ける権利を定めていない。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(320)は、臨床試験に

おける権利を定めている。この内容は、臨床試験に参加しない権利と臨床

試験におけるインフォームド・コンセントである。後者は、書面による十

分な説明を受けること、書面による同意を与えること、いつでも自己の同

意を撤回できることを内容としている。この点で、対応指針と関連づける

ことができる (321)。

また、国は、被験者の尊厳、生命、健康、プライバシーの尊重を旨とし

て実施するための法律を制定すべきだとする。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（322)は、臨床試験におけ

る権利を定めていない。しかし、特約条項の中で国際的基準を満たしつ

つ、事前に治験審査委員会の審査を経ること、プロトコールなどを示して

別途定めたインフォームド・コンセントの方式に従うこと、患者の同意を

得ることという基準を提示している。

患者の同意を得る場合に、対応指針を関連付けることができる (323)。

(316)日本弁護士連合会、前掲注 (3)19頁以下。

(317)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(318)日本医師会 ・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)15頁以下。

(319)全日本病院協会、前掲注 (9)80頁以下。

(320)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、32頁以下。

(321)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(322)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

(323)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.2.11.17 患者の責務

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(324)は、患者
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の責務に関する規定を持っていない。

日本医師会における医療基本法（仮称）案(325)は、診療に協力する義務を

定めている。この義務をそのまま列挙すると、たとえば、診療提供者が良

質・安全かつ適切な医療を提供できるように協力すること、医療提供者に

対して過去の病歴、薬歴、入院歴、家族の病歴、その他現在の健康状態に

関係するすべての事項を含む十分な情報を提供すること、医師・医療提供

者の療養上の指導に従い治療効果が高まるよう協力すること、受診時や療

養生活全般・対価の支払い等について医療機関が定める諸規則を遵守し他

の患者の療養の妨げないことである。

このように医療は医療提供者と患者の協力で成り立つものである。患者

は受動的な態度を止めて治療のために積極的な態度を要する。このために

も対応指針を参考にすべきである (326)0 

全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（327)は、国民や患者の

責務に関する規定を持っている。たとえば、日常から自らの健康に関心を

持ちその増進に努めることは、国民の責務に該当する。社会的連帯の考え

方の下に医療施策に関する相応の負担と適切な受療をすることは、患者の

責務に該当する。

国民や患者の責務には補足説明がある。これは国民の責務と患者の責務

を分けていないが、国民の責務に該当するのは、健康増進・維持あるいは

回復に心がけること、不調・異常に早く気づくこと、定期的に健康診査を

すること、かかりつけ医を持つこと、異常に気づいたらかかりつけ医に相

談すること、機能に応じた医療機関を受診することである。患者の責務に

該当するのは、医療機関では既往・経過・現症・家族歴等を正直に話すこ

と、希望をはっきり伝えること、医療者の話しを理解しようと努力するこ

と、検査・治療に協力することである。これらのことは、適切な受療を具

体的に示したものであると理解できる。これらを達成さるためにも対応指

針を参考にすべきである (328)0 

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(329)は、患者の責務

に関する規定を持っている。たとえば、医療従事者と協力して最善・安全
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かつ効率的な医療が実現することである。この規定は、国民が医療の公共

性を踏まえその適正な利用をすることの具体化であると理解されている。

重要な点は、医療が患者と医療従事者との相互理解と信頼に基づいて行わ

れる ことである。 これが実現されるためには、 系統的な医療情報の提供

と、患者・医療者間のコミュニケーションのための国民及び医療者に対す

る教育が不可欠であるとする。この観点は、患者の権利擁護において指摘

されている患者と医療提供者双方に対する患者の権利の内容の周知徹底、

幼少からの学校教育や市民に対する患者の権利の内容を含む系統的な医療

情報の提供と討議の場の設定に通ずるものがあるとする。

この過程において、対応指針を関連付けることができる (330)。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（331)は、患者の報酬支払

義務を定めるだけである。

(324)日本弁護士連合会、前掲注 (3)21頁以下。

(325) 日本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)19頁以下。

(326)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(327)全日本病院協会、前掲注 (9)81頁。

(328)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(329)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、37頁以下。

(330)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(331)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

4.2.11.18 医療を受ける子どもの権利

前述してきた医療における一般的基本権や患者の個別の権利及び義務

は、 児童にも当てはまるものである。しかし、 児童であることの特殊性か

ら特別な権利が認められている。

児童の権利については、児童の権利条約や児童を対象とした自治体の条

例によって児童の権利が承認されている。これらの文脈から深い考察を必

要とするが、これは本稿とは別に論ずることにする。

4.2.11.18.1 親に付き添われる権利

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(332)は、親に
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付き添われる権利に関する規定を持っている。

この権利は、 児童の権利条約第 3条 1項、第 6条 2項、第 7条 1項、第

9条 1項だけでなく 、医療における一般的基本権に位置づけられていた通

常の社会生活や私生活を保障される権利から説明されている。

この権利の具体的内容は、病棟の面会時間をなくして原則としていつで

も面会できること、子どもに処骰をするときは親がそばにいられること、

親が付き添いやすくする措置（宿泊施設の整備等）を設けること、親がい

ないときは親の代わりの者が子どもに付き添うこと（病院における公的保

育の整備等を含む。）であるとする。付き添う者は子の福祉に適う者であ

るとして、虐待している親などは除かれている。

日本医師会における医療基本法（仮称）案、全日本病院協会における医

療基本法案（全日病版）、患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱

案、愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）は、親に付き添われ

る権利に関する規定を持っていない。

(332)日本弁設士連合会、前掲注 (3)30頁以下。

4.2.11.18.2 療養中の活動に対する子どもの権利

H本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(333)は、療養

中の活動に対する子どもの権利に関する規定を持っている。

この権利は、児童の権利条約第 31条 1項及び2項、医療における一般的

基本権に位置づけられていた通常の社会生活や私生活を保障される権利か

ら説明されている。

この権利の具体的内容は、病室において私物等を持ち込んで遊ぶことが

できること、年齢や心身の状態に合わせたプレイルームを確保すること、

レクリエーションの機会を確保すること、療養中の子どもたちの遊びを支

援する専門家を配置することであるとする。

国・地方公共団体は、この権利を実質的に保障するための条件及び環境

を整備する責務を負うとする。
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患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案は、療養中の活動に

対する子どもの権利に関する規定を持っている (334)。

この権利は、児童の権利条約第 31条 1項及び 2項の観点から説明され

ている。さらに、病気や障碍を理由とする差別を受けない権利の趣旨を述

べている個所は重要である。この点は、対応指針と関連づけることができ

る(335)。

日本医師会における医療基本法（仮称）案、全日本病院協会における医

療基本法案（全日病版）、愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）

は、療養中の活動に対する子どもの権利に関する規定を持っていない。

(333) 日本弁談士連合会、前掲注 (3)31頁以下。

(334)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、22頁以下。

(335)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.2.11.18.3 療養中の教育に対する子どもの権利

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(336)は、療養

中の教育に対する子どもの権利に関する規定を持っている。

この権利は、憲法 26条と児童の権利条約第 28条 1項から説明されてい

る。具体的には、国及び地方公共団体は、院内学級等の整備・充実、就学

要件の緩和等の教育を受ける機会を実質的に保障するための条件及び環境

を整備すべきであるとする。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(337)は、療養中の教

育に対する子どもの権利に関する規定を持っている。

この権利は、同様に憲法 26条と児童の権利条約第 28条 1項から説明さ

れている。さらに、病気や障碍を理由とする差別を受けない権利の趣旨を

述べている個所は童要である。この点は、対応指針と関連づけることがで

きる (338)。

日本医師会における医療基本法（仮称）案、全日本病院協会における医

療基本法案（全日病版）、愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）

は、療養中の教育に対する子どもの権利に関する規定を持っていない。
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(336)日本弁護士連合会、前掲注 (3)32頁以下。

(337)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、22頁以下。

(338)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.2.11.18.4 子どもである患者の意見表明権・自己決定権

(737) 

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(339)は、子ど

もである患者の意見表明権・自己決定権に関する規定を持っている。この

規定は、対応指針と関連づけることができる (340)。

この権利は、児童の権利条約第 12条から説明されている。国及び地方

公共団体は、子どもの成熟度等を考慮して子どもの理解に応じた説明を行

い、自己決定権を援助する立場の者を育成し配置するなどの施策を実施す

べきであるとする。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(341)は、子どもであ

る患者の意見表明権・自己決定権に関する直接規定を持っていないが、自

己決定権に関する規定の中の未成熟等 を原因とした患者の代理人の選任規

定に現れている。

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（342)は、説明及び同意の

方式に関する規定や、同意権者に関する規定の場合における患者が未成年

の場合に関する規定が関連する。これらの点は、対応指針と関連づけるこ

とができる (343)0 

日本医師会における医療基本法（仮称）案と全日本病院協会における医

療基本法案（全日病版）は、子どもである患者の意見表明権・自己決定権

に関する規定を持っていない。

(339)日本弁護士連合会、前掲注 (3)32頁以下。

(340)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(341)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、29頁以下。

(342)愛知県弁護士会、前掲注 (12) 1頁。

(343)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。
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4.2.11.19 自己の道徳的及び文化的価値観並びに宗教的及び思想的信条を

尊重される権利

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案、日本医師会

における医療基本法（仮称）案、全日本病院協会における医療基本法案（全

日病版）、愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）は、自己の道徳

的及び文化的価値観並びに宗教的及び思想的信条を尊重される権利に関す

る個別規定を持っていない。

しかし、患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(344)は、自己

の道徳的及び文化的価値観並びに宗教的及び思想的信条を尊重される権利

に関する個別規定を持っている。この場合として医療を受けるにあたり重

視されない価値観や医療を受けるにあた って衝突を来す恐れのある信条

（無輸血を宗教的信条とする場合など）を挙げている。

(344)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、23頁。

4.2.11.20 社会生活に参加し私生活を営む権利

日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案(345)は、社会

生活に参加し私生活を営む権利を医療における一般的基本権として定めて

いる。

この権利を医療目的達成に必要で合理的な制約を超えた私生活や社会生

活の制約を受けない権利として理解 している。具体例として感染症や精神

医療の分野における不合理な施設収容や隔離、小児医療における入院によ

る家族との隔離された生活や就学機会の喪失を挙げている。

これらの点は、対応指針と関連づけることができる (346)0 

日本医師会における医療基本法（仮称）案(347)は、社会生活に参加し私生

活を営む権利に関する規定を持っていない。

全 日本病院協会における医療基本法案（全日病版）（348)は、社会生活に参

加し私生活を営む権利に関する規定を持っていない。

患者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案(349)は、社会生活に
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参加し私生活を営む権利を持っている。

この権利は、日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱案

の場合と同様に、治療目的による合理的な制約を除き通常の社会生活や私

生活を営む権利と捉えられている。具体例としてハンセン病患者や精神科

医療における社会と隔絶された状態に置かれている患者を挙げている。

また、この権利は、病気や障碍を理由とする差別を受けない権利の具体

化と捉えられている。この点は、対応指針と関連づけることができる (350)0 

愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）（351)は、社会生活に参加

し私生活を営む権利に関する規定を持っていない。

(345) 日本弁護士連合会、前掲注 (3)19頁。

(346)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(347)日本医師会・医事法関係検討委員会、前掲注 (7)15頁以下。

(348)全日本病院協会、 前掲注 (9)80頁以下。

(349)患者の権利法をつくる会、前掲注 (10)、22頁以下。

(350)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

(351)愛知県弁護士会、前掲注 (12)1頁。

4.3 各々の患者の権利に関する提言と認知症を含めた障害特性に応じ

た対応方法・認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）・不当な差別

的取扱い及び合理的配慮に関する自治体の対応

前述したように、日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大

綱案、日本医師会における医療基本法（仮称）案、全日本病院協会におけ

る医療基本法案（全日病版）、患者の権利法をつくる会における医療基本法

要網案、愛知県弁護士会における医療契約書（モデル案）は、対応指針に

関連付けて考えることができることが明らかになった。

この対応指針は、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止と合理的配

慮について言及している。この対応指針における不当な差別的取扱いの禁

止と合理的配慮と不当な差別的取扱い及び合理的配慮に関する自治体の対

応は、内容的に重なる。また、自治体における不当な差別的取扱い及び合

理的配慮に関する事例は、この対応指針における不当な差別的取扱いの禁
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止と合理的配慮を補充している。

したがって、この対応指針に関連付けて考えることができる日本弁護士

連合会における患者の権利に関する法律大綱案、日本医師会における医療

基本法（仮称）案、全日本病院協会における医療基本法案（全日病版）、患

者の権利法をつくる会における医療基本法要綱案、愛知県弁護士会におけ

る医療契約書（モデル案）の部分は、不当な差別的取扱い及び合理的配慮

に関する自治体の対応も参考にすべきである。

認知症を含めた障害特性に応じた対応方法は、障害者に対する合理的配

慮に関連すると言ってよいが、認知症の人に対する対応方法を読むと障害

者に対する個別的な合理的配慮を超えた部分がある。

「・高齢化社会を迎え、誰もが認知症とともに生きることになる可能性が

あり、また、誰もが介護者等として認知症に関わる可能性があるなど、認

知症は皆にとって身近な病気であることを理解する

・各々の価値観や個性、想い、人生の歴史等を持つ主体として尊重し、で

きないことではなく、できることに目を向けて、本人が有する力を最大限

に活かしながら、地域社会の中で本人のなじみの暮らし方やなじみの関係

が継続できるよう、支援していく

・早期に気付いて適切に対応していくことができるよう、小さな異常を感

じたときに速やかに適切な機関に相談できるようにする

・ BPSDについては、 BPSDには何らかの意味があり、その人からのメッ

セージとして聴くことが璽要であり、 BPSDの要因として、さまざまな身

体症状、孤立・不安、不適切な環境・ケア、睡眠や生活リズムの乱れなど

にも目を向ける

．症状が変化した等の場合には、速やかに主治医を受診し、必要に応じて

専門機関に相談することなどを促す」(352)

これらの 5個の対応の中で、最初に挙げられている認知症は皆にと って

身近な病気であることを理解することは、一般的に誰もが理解しておくべ

きことである。

本人のなじみの暮らし方やなじみの関係が継続できるように支援してい
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くこと、小さな異常を感じたときに速やかに適切な機関に相談できるよう

にすること、 BPSDには意味があり BPSDの要因を分析して対応するこ

と、速やかに主治医を受診し必要に応じて専門機関に相談することなどを

促すことは、個別の障害者に対する合理的配慮に関係する内容を持ってい

るので、場面を考慮して合理的配慮を提供する条件を検討する必要があ

る。これはもちろん障害者差別解消法の趣旨から判断されることになる。

5個の対応を各々の患者の権利に関する提言に則して分類すると、認知

症は皆にとって身近な病気であることを理解することは、国民の責務に該

当する。

本人のなじみの暮らし方やなじみの関係が継続できるように支援してい

くこと、小さな異常を感 じたときに速やかに適切な機関に相談できるよう

にすること、 BPSDには意味があり BPSDの要因を分析して対応するこ

と、速やかに主治医を受診し必要に応じて専門機関に相談することなどを

促すことは、患者の権利、医療施設及び医療従事者の責務、国及び地方自

治体の責務に関係するであろう 。

認知症施策推進総合戦略 （新オレンジプラン）は、 「認知症の人の意思が

尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続け

ることができる社会の実現を目指す」こ とを基本理念として、①認知症ヘ

の理解を深めるための普及 ・啓発の推進、②認知症の容態に応じた適時 ・

適切な医療 ・介護等の提供、 ③若年性認知症施策の強化、 ④認知症の人の

介護者への支援、⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推

進、 ⑥認知症の予防法、診断法、治療法、 リハビリテーションモデル、介

護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進、 ⑦認知症の人やその家

族の視点の重視からなる (353)。

これらの施策は、前述したように、医療施設及び医療従事者の責務、国

及び地方自治体の責務に関係するであろう。

認知症を含めた障害特性に応じた対応方法、認知症施策推進総合戦略

（新オレンジプラン）、不当な差別的取扱い及び合理的配慮に関する自治体

の対応については、さらに深 く検討する必要があると考えているので、別
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(352)厚生労働省、前掲注 (1)28頁以下。

(353)厚生労働省、前掲注 (25)1頁以下。
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4.4 医療法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、療養担当規

則等と対応指針における不当な差別的な取扱いの禁止及び合理的配慮

医療法、医療法施行規則、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、

保険医療機関及び保険医療養担当規則、保険薬局及び保険薬剤師療養担当

規則における重要な個所について前述した。この重要な個所は障害者差別

解消法、特に対応指針を意識して採り上げておいた。

これらの医療法、医療法施行規則、医師法、歯科医師法、保健師助産師

看護師法、保険医療機関及び保険医療養担当規則、保険薬局及び保険薬剤

師療養担当規則において指摘した部分を幾つかに分類することができ、こ

の分類された部分と対応指針との関係を明らかにしたいと思う。

4.4.1 医療法における基本理念

生命の尊重と個人の尊厳の保持、医療を受ける者の利益の保護、医療を

受ける者の心身の状況に応じて行われること、医療を受ける者の意向を十

分に尊重することは、認知症患者を含めた障害者の場合には、これらの者

の立場を考慮することを意味する。したがって、対応指針に従い(354)、不当

な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮を尽くさねばならないと思う。

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける

者との信頼関係も同様である。

(354)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.2 医療法における適切な医療・適切な環境

良質かつ適切な医療であることや退院する患者が適切な環境の下で療養

を継続することは、対応指針の観点から捉えることができる (355)0 
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(355)厚生労働省、 前掲注 (1)10頁以下。

4.4.3 医療法における適切な説明・適切な情報の提供

適切な説明を行い医療を受ける者の理解を得ること、病院・診療所・助

産所、保健医療サービスの選択などに関して必要な情報を容易に得られる

ように必要な措置を講ずること、医療の安全の確保に関し必要な情報の提

供を行うことなどのように、適切な説明・適切な情報の提供がなされるべ

きであるとする場合がある。

これらの場合は、対応指針の観点か ら捉えることができ る(356)。認知症

患者を含めた障害者に対する情報提供に関する不当な差別的取り扱いを禁

止し、説明 ・情報提供な どに関する合理的配慮を提供する必要がある。

(356)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.4 医療法における相談の適切な対応・必要な助言

当該医療提供施設の提供する医療について正確かつ適切な情報を提供す

るとともに患者又はその家族からの相談に適切に応ずること、医療安全支

援センタ ーを設置し、患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に

所在する病院等における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずると

ともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院等の管理者に対し、必要

に応じ、助言を行うことは、対応指針の観点から捉えることができる (357)0 

(357)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.5 医療法における患者又はその家族の承諾

書面の交付に代えて厚生労働省令で定めるところに より当該書面に記載

すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供する場合にお

ける患者又はその家族の承諾について、この承諾を容易にするために説明

や情報提供が前提として必要である。



(730) 神奈川法学第 50巻第 3号 2018年 127 

この場合は対応指針の観点から捉えることができ (358)、情報提供に関す

る不当な差別的取 り扱いを禁止し、説明 ・情報提供などに関する合理的配

慮を提供する必要がある。

(358)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.6 医療法における必要な措置

医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療

の安全の確保に関し必要な措置を講ずることは、対応指針の観点から捉え

ることができる (359)。

(359)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.7 国民・患者の責務

国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎とすること、医療提供施

設相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医

療提供施設の機能に応じ医療に関する選択を適切に行い医療を適切に受け

ることは、国民 ・患者の責務に該当する。双方向のアプローチに よって医

療は適切に 目的を達成することができる。この国民・患者の責務は適切に

履行されなければならない。

4.4.8 医療法施行規則における記録方式の提示 ・適切な方法による公表

あらかじめ医療を受ける者に対しその用いる電磁的方法の種類及びファイ

ルヘの記録の方式を示さなければならないこと、病院等に関する情報を容

易に検索することができる機能を有するインタ ーネットの利用その他適切

な方法により公表しなければならないこ とについては、 対応指針の観点か

ら捉えることができ (360)、情報提供に関する不当な差別的取り扱いを禁止

し、説明・情報提供などに関する合理的配慮を提供する必要がある。

(360)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。
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4.4.9 医療法施行規則における書面の作成・適切な説明

入院した日から起算して七日以内に同項に規定する書面を作成し、当該

患者又はその家族に対し当該書面を交付して適切な説明を行わなければな

らないこと、助産所の管理者が当該妊婦等の助産を行うことを約したとき

に、当該妊婦等又はその家族に対し同項に規定する書面を交付して適切な

説明を行わなければならないことについては、対応指針の観点から捉える

ことができ (361)、情報提供に関する不当な差別的取り扱いを禁止し、説明・

情報提供などに関する合理的配慮を提供する必要がある。

(361)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.10 医師法における診察治療の拒絶・診断書等の交付の拒絶

診察治療の求めがあった場合に正当な事由がなければを拒んではならな

いこと、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の

求めがあった場合に正当の事由がなければ交付の求めを拒んではならない

ことについて、正当の事由を考慮する場合に対応指針を関連付けることが

できる (362)0 

(362)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.11 医師法における処方せんの交付

患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合に、

患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付する仕方に

ついて、対応指針を関連付けることができる (363)0 

(363)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.12 医師法における必要な指導

本人又はその保護者に対し療養の方法その他保健の向上に必要な事項の

指導をしなければならないことは、対応指針に関連付けることができ
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る(364)。

(364)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.13 歯科医師法における診察治療の拒絶・診断書の交付の拒絶

診察治療の求めがあった場合に正当な事由がなければを拒んではな らな

いこと、 診断書の交付の求があった場合は正当な事由がなければ診断書の

交付を拒んではな らないことについては、正当の事由を考慮する場合に対

応指針に関連付けることができる (365)。

(365)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.14 歯科医師法における処方せんの交付

患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合に

は、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付する仕

方は、同様に、対応指針に関連付ける ことができる (366)。

(366)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.15 歯科医師法における必要な指導

本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項

の指導をしなければな らないことについては、対応指針に関連付けること

ができる (367)。

(367)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.16 保健師助産師看護師法における医師の診療を求めさせること

妊婦、 産婦、じよく婦、胎児又は新生児に異常があると認めたときは、

医師の診療を求めさせることを要し、自 らこれらの者に対して処置をして

はならないことについては、対応指針の観点から捉えることができ(368)、情

報提供に関する不当な差別的取り 扱いを禁止 し、説明・ 情報提供などに関
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する合理的配慮を提供する必要がある。

(368)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.17 保健師助産師看護師法における保健指導の拒絶・出生証明書等の交

付の拒絶

助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあった場合

は正当な事由がなければ保健指導の求めを拒んではならないこと、出生証

明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあった場合は正当な事由が

なければ交付の求めを拒んではならないことについては、正当の事由を考

慮する場合に対応指針に関連付けることができる (369)0 

(369)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.18 保健師助産師看護師法における秘密の漏洩の禁止

正当な理由がなくその業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこ

とは、プライバシーの保護である。これは患者の権利である。

4.4.19 保険医療機関及び保険医療養担当規則における懇切丁寧な療養の給

付

懇切丁寧に療養の給付を担当しなければな らないこと、保険医療機関が

担当する療養の給付が患者の療養上妥当適切なものでなければならないこ

とは、対応指針に関連付けることができる (370)。

(370)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.20 保険医療機関及び保険医療養担当規則における領収書の交付・明細

書の交付

個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければなら

ないこと、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交
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付しなければならないこと 、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る

計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない

ことについて、領収書及び明細書の書き方や交付の方法は、対応指針に関

連付ける ことがで きる(371)。

(371)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.21 保険医療機関及び保険医療養担当規則における病状に応じた適切な

療養

食事療養を行うに当たっては病状に応じて適切に行うとともにその提供

する食事の内容の向上に努めなければならない こと、生活療養を行うに当

たっては病状に応じて適切に行うこと 、患者の病状に応じて適切に行うこ

とは、認知症患者を含めて障害者の状態に対応させることを意味し、対応

指針に関連付ける ことができる (372)。

(372)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.22 保険医療機関及び保険医療養担当規則における説明と同意

当該療養を行うに当たり、あらかじめ患者に対 しその内容及び費用に関

して説明を行いその同意を得なければならないこと、当該療養を行うに当

たりあらかじめ患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同

意を得なければならないことについては、対応指針の観点から捉えること

ができ (373)、情報提供に関する不当な差別的取り扱いを禁止 し、説明 ・情報

提供などに関する合理的配慮を提供する必要がある。

(373)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.23 保険医療機関及び保険医療養担当規則における事項の掲示・事項の

適切な指導

病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に療養の内容及び費用に関する
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事項を掲示しなければならないこと、療養上必要な事項について適切な注

意及び指導を行わなければならないことについては、対応指針の観点から

捉えることができ (374)、情報提供に関する不当な差別的取り扱いを禁止し、

説明・情報提供などに関する合理的配慮を提供する必要がある。

(374)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.24 保険医療機関及び保険医療養担当規則における十分な説明・情報の

提供

当該患者に対しその利用手続、提供方法及び内容等につき十分な説明を

行うよう努めなければならないこと、診療に関する情報の提供等について

は、対応指針の観点から捉えることができ(375)、情報提供に関する不当な差

別的取り扱いを禁止し、説明・情報提供などに関する合理的配慮を提供す

る必要がある。

(375)厚生労働省、前掲注 (1) 10頁以下。

4.4.25 保険医療機関及び保険医療養担当規則における適切な指導

診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をも

ととし患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならないこと、

診療に当っては懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように

指導しなければならないこと、患者の心身の状態を観察し、心理的な効果

をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならないこと、患者

に対し予防衛生及び環境衛生の思想のかん養に努め、適切な指導をしなけ

ればならないこと、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導

を行うことについては、対応指針の観点から捉えることができ(376)、情報提

供に関する不当な差別的取り扱いを禁止し、説明・情報提供などに関する

合理的配慮を提供する必要がある。

(376)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。
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4.4.26 保険医療機関及び保険医療養担当規則における特性等の顧慮

診察は特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う こと は、認

知症患者を含んだ障害者の特性に合わせた対応を考慮することができ、対

応指針の観点から捉えることができる (377)0 

(377)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.27 保険医療機関及び保険医療養担当規則における選択のための対応

患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を

選択しやすくする ための対応に努めなければならないことについては、対

応指針の観点から捉えることができ (378)、情報提供に関する不当な差別的

取り扱いを禁止し、説明・情報提供などに関する合理的配慮を提供する必

要がある。

(378)厚生労働省、 前掲注 (1)10頁以下。

4.4.28 保険医療機関及び保険医療養担当規則における療養上の注意・入院

の指示

栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことと 入院の指

示については、対応指針の観点から捉える ことができ(379)、情報提供に関す

る不当な差別的取り扱いを禁止し、説明 ・情報提供などに関する合理的配

慮を提供する必要がある。

(379)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.29 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則における懇切丁寧な療養の給

付

懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならないことについては、対応

指針の観点から捉えることができる (380)。

(380)厚生労働省、 前掲注 (1)10頁以下。
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4.4.30 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則における事項の掲示

薬局内の見やすい場所に別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなけれ

ばならないことについては、対応指針の観点から捉えることができ(381)、情

報提供に関する不当な差別的取り扱い を禁止し、説明 ・情報提供などに関

する合理的配慮を提供する必要がある。

(381)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.31 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則における領収書の交付・明細

書の交付

個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付 しなければなら

ないこと、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交

付しなければならないこと 、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る

計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない

ことの中の領収書・明細書の書き方や交付の仕方について対応指針の観点

から捉えることがで き(382)、情報提供に関する不当な差別的取り扱いを禁

止し、説明・情報提供などに関する合理的配慮を提供する必要がある。

(382)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.4.32 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則における適切な指導

患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければ

ならないことについては、対応指針の観点から捉えることができ(383)、情報

提供に関する不当な差別的取 り扱いを禁止し、説明 ・情報提供などに関す

る合理的配慮を提供する必要がある。

(383)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。
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4.4.33 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則における適切な説明・情報の

提供

患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならないこ

と、調剤に関する情報の提供等については、対応指針の観点から捉えるこ

とができ (384)、情報提供に関する不当な差別的取り扱いを禁止 し、 説明・情

報提供などに関する合理的配慮を提供する必要がある。

(384)厚生労働省、前掲注 (1)10頁以下。

4.5 医療法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、療養担当規

則等と認知症を含めた障害特性に応じた対応方法・認知症施策推進総合

戦略（新オレンジプラン）・不当な差別的取扱い及び合理的配慮に関する

自治体の対応

医療法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、療養担当規則等

と認知症を含めた障害特性に応じた対応方法・認知症施策推進総合戦略

（新オ レンジプラン）・不当な差別的取扱い及び合理的配慮に関する自治体

の対応について、 前述 した各々の患者の権利に関する提言と認知症を含め

た障害特性に応じた対応方法・認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラ

ン）・不当な差別的取扱い及び合理的配慮に関する自治体の対応において

述べたことが当てはまる。

したがって、日本弁護士連合会における患者の権利に関する法律大綱

案、日本医師会における医療甚本法 （仮称）案、全日本病院協会における

医療基本法案 （全日病版）、患者の権利法をつくる会における医療基本法要

綱案、愛知県弁護士会における医療契約書 （モデル案）の代わりに、医療

法、医療法施行規則、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、保険

医療機関及び保険医療養担当規則、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

に置き換えれば足りる。
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5. 結語

各々の患者の権利に関する提言、医療法、医療法施行規則、医師法、歯

科医師法、保健師助産師看護師法、保険医療機関及び保険医療養担当規則、

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則、厚生労働省の医療分野における事

業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応

指針、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）、不当な差別的取扱い

及び合理的配慮に関する自治体の対応の概要を説明した。

その上で、患者の権利に関する提言と厚生労働省の医療分野における事

業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応

指針等との比較において、各々の患者の権利に関する提言と対応指針にお

ける不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮、各々の患者の権利に関す

る提言と認知症を含めた障害特性に応じた対応方法・認知症施策推進総合

戦略（新オレンジプラン）・不当な差別的取扱い及び合理的配慮に関する自

治体の対応、医療法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、療養

担当規則等と対応指針における不当な差別的な取扱いの禁止及び合理的配

慮、医療法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、療養担当規則

等と認知症を含めた障害特性に応じた対応方法 ・認知症施策推進総合戦略

（新オレンジプラン）・不当な差別的取扱い及び合理的配慮に関する自治体

の対応について論じてきた。

各々の患者の権利に関する提言の場合や、医療法、医療法施行規則、医

師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、保険医療機関及び保険医療養

担当規則、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の場合において、厚生労

働省の医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消す

るための措置に関する対応指針との関連性があることが分かった。

各々の患者の権利に関する提言その他の法律は、認知症を含めた障害者

に対する不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供と明示的に関連

付けておく必要があると思う。

障害者の中に入る認知症の人に対する対応方法について、不当な差別的
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取り扱いの禁止や合理的配慮の提供を医療的・福祉的対応方法と比較しつ

つさらに具体化すべき課題が残されている。個別の医療機関や医療従事者

の調査研究を踏まえつつ、不当な差別的取扱い及び合理的配慮に関する自

治体の対応もさらに具体化すべき課題が残されている。

患者の権利と義務に関連する諸規定は、たとえば、憲法第 13条、第 14

条、第 25条、経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約第 12条、

健康保険法、高齢者医療確保法、介護保険法、指定介護療養型医療施設の

人員・設備及び運営に関する基準、個人情報保護法、診療情報の提供等に

関する指針、感染症予防法、精神保健福祉法、予防接種法、医薬品医療機

器総合機構法、健康増進法などにもある。これらの法律と各々の患者の権

利に関する提言及び対応指針との関連性の詳細は、本稿で扱った医療法な

どを含め別に論ずることにする。
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